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第１章 外部監査の概要 

 

第１ 監査の種類 

地方自治法第２５２条の３７第１項および函館市外部監査契約に基づ

く監査に関する条例第２条に基づく包括外部監査 

 

第２ 監査のテーマ 

男女共同参画に関する事務の執行について 

 

第３ テーマの選定理由 

１ 市民を取り巻く社会の変化 

近時の日本における社会環境の変化の中には、少子高齢化、人口減少

のように重要な社会基盤の在り方自体を揺るがしかねない、いわばマイ

ナスの変化がある一方、ライフスタイルや価値観の多様化のように、市

民がより自分らしく生活できる方向での大きな変化もある。 

そして、ライフスタイルや価値観の多様化、多様性が認められる社会

の中で、全ての市民一人一人が自分らしく暮らすことができる環境を整

えることは、国および地方公共団体の責務といえる。 

 

２ 男女共同参画社会の実現の重要性 

全ての市民一人一人が自分らしく暮らすことができる環境を整備し、

実現するにあたって、いわばその出発点として、男女共同参画社会（誰

もが性別に関係なく、市民一人一人が豊かな生活を送れる社会）の実現

は不可欠のものである。 

この点について、男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）

の前文も、「我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平

等がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会におけ

る取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我

が国の社会経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いに

その人権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個

性と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、緊

要な課題となっている。このような状況にかんがみ、男女共同参画社会

の実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社

会のあらゆる分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施

策の推進を図っていくことが重要である」とし、男女共同参画社会の実
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現が同法制定時における喫緊の課題であると宣言している。 

 

３ 函館市の施策 

市は、男女共同参画社会実現への取組として、函館市男女共同参画推

進条例（平成１７年条例第１５号。同年４月１日施行。）を制定し、こ

れまで３次にわたり「函館市男女共同参画基本計画」を策定して、男女

共同参画に関する各種施策を進めている。 

 

⑴ 「～男女共同参画社会をめざす～はこだてプラン２１」 

平成１０年（１９９８年）～平成１９年（２００７年） 

⑵ 「第２次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン」 

平成２０年（２００８年）～平成２９年（２０１７年） 

⑶ 「第３次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン」 

平成３０年（２０１８年）～令和９年（２０２７年） 

 

したがって、本監査の対象年度である令和５年度（２０２３年度）は、

「第３次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン」に基づい

て施策を行っており、かつ、１０年を期間とする同計画の折り返しの時

期にあたっている。 

 

４ 男女共同参画に関する事業の重要性 

以上概観したように、ライフスタイルや価値観の多様化など急速に大

きな社会変化が起きている現在において、市民一人一人が自分らしく暮

らすことのできる社会の実現にあたっては、男女共同参画社会を実現す

るための事業は極めて重要なものである。 

また、とりわけ市が直面している人口流出や少子高齢化問題の解消と

いう観点からは、函館市が、住みやすいまち、住み続けたいまちである

必要があり、そのためには、市民一人一人が自分らしく暮らすことので

きるまち、自己実現のできるまちにならなければ、人口流出や少子高齢

化の問題は解消され得ないと考える。このような観点からも、男女共同

参画社会の実現のための事業は、非常に重要な役割を担っている。 

 

５ まとめ 

このように、男女共同参画社会の実現のための事業は、市の持続可能

な発展において極めて重要であり、また、人口減少が問題となっている

今、これを監査することは時期としてふさわしいものでもあることから、
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それらが具体的にどのような内容のものであるか、また、効果的な施策

であるか、そして、関係諸法令に準拠して適正に執行されているか、経

済的かつ効率的に実施されているかを監査することは有意義であり、納

税者である市民の関心も高いものと考え、テーマとして選定した。 

 

第４ 監査の視点 

包括外部監査は、地方自治法に基づいて実施する。 

同法第２５２条の３７にはこのように規定されている。 

「包括外部監査人は、包括外部監査対象団体の財務に関する事務の執

行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の管理のうち、第二条第

十四項及び第十五項の規定の趣旨を達成するため必要と認める特定の事

件について監査するものとする。」 

そして、同法第２条第１４項は地方公共団体の事務の処理のあり方に

ついて「住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果

を挙げるようにしなければならない」とし、同条第１５項は「常にその

組織及び運営の合理化に努め」、「その規模の適正化を図らなければな

らない」と定めている。（下線は監査人により追加。） 

これらの規定から、包括外部監査においては、対象となる事務の財務

執行・経営管理について、 

〇住民の福祉の増進が図られているか 

〇最少の経費で最大の効果が挙げられているか 

〇組織および運営の合理化がなされているか 

〇規模の適正化が図られているか 

などを監査することとし，これらについて，次の４つの視点に整理して

実施する。 

 

１ 合規性（適法性）および正当性 

まず第一に、監査の対象となる男女共同参画社会の実現に関する事務

および具体的な業務が、関連諸法令・諸規程に基づき、適法かつ公平公

正に行われているかを検討する。これは、「法律に基づく行政」がなさ

れているか、という視点であり、各事務・事業の監査の出発点となると

ころである。 

 

２ 経済性、効率性、有効性（いわゆる３Ｅ） 

次に、いわゆる３Ｅの視点が重要となる。 

３Ｅとは、経済性(Ｅｃｏｎｏｍｙ)、効率性(Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ)、
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有効性(Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ)の３つの視点の頭文字をとったも

のである。 

⑴ 経済性(Ｅｃｏｎｏｍｙ) 

これは、当該事務・事業の遂行および予算の執行について、最少の

経費で最大の効果を挙げられているか、不必要なコストが投じられて

いないか、より少ない費用で実現可能かという視点である。 

簡単にいうと、無駄な支出をしていないか、という視点である。 

 

⑵ 効率性(Ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ) 

これは、当該事務・事業の在り方に無駄はないか、より効果的なア

プローチや手段はないか、費用との対比で最大限の成果を得ているか

という視点であり、一般に「コストパフォーマンス（コスパ）」とい

われるものである。 

 

⑶ 有効性(Ｅｆｆｅｃｔｉｖｅｎｅｓｓ) 

これは、当該事務・事業が設定する目的や、目標とした成果が得ら

れているか、また、意味のある事業といえるのかという視点である。 

 

３ 利用者であり、かつ納税者である函館市民の視点 

包括外部監査では、上述の「１ 合規性（適法性）および正当性」お

よび「２ 経済性、効率性、有効性（いわゆる３Ｅ）」の視点から事業

を監査することが重要である。 

本監査においても、当然ながら、監査対象事業を選定する段階からこ

れらの視点を基本的視座としている。 

これらの視点は、自らが負担した租税が適正に活用されているのかど

うかという納税者としての市民の視点ともいえる。 

他方で、本監査のテーマとして設定した男女共同参画社会の実現に関

する事務・事業は、まさに市民一人一人がそのサービスの受益主体でも

ある。 

もし、サービスの受益主体、利用者の視点を意識せず、ひたすらに経

済効率性を重視した外形的な監査を行うならば、経済性の観点から、制

度利用者にとって真に必要な事業を否定することになってしまうが、そ

のような監査は適切なものとはいえない。 

また、詳細な分析については該当事業の項目に譲るが、男女共同参画

社会の実現に関する事務・事業の中には、短期的な効果分析に馴染まな

いものもある。 
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市民の権利擁護をその使命とする弁護士の立場から本監査に臨む姿勢

として、特に、利用者および納税者である市民の権利が正当に実現され

ているか、にも十分に意を払うこととした。 

 

４ 函館市の持続可能な発展という視点 

本監査のテーマである男女共同参画社会の実現は、函館市が市民一人

一人が自分らしく暮らすことのできるまち、自己実現ができるまちにな

ることを目指すものである。 

そして、そのようなまちづくりは、市民の定着、外部からの流入など、

持続可能な発展につながる重要な視点である。 

言い換えれば、この男女共同参画社会の実現に関する事務・事業は、

人口流出や少子高齢化の問題に対する一つの方策という意味も持つ。 

したがって、本監査においては、市および市民の未来にとって極めて

重要な、函館市の持続可能な発展という目的から見たときに、より充

実・拡充を図るべき事業はないか、という観点から監査人の提案を述べ

るべく「要望」という項目を設けることとした。 

また、末尾に、法令のいくつかを資料として添付した。当然ながら、

下記事業の根拠法令等（法律、条例、規則、要綱、要領）の全てを網羅

するものではなく、本監査において指摘、意見等を述べた事業等に関連

する根拠法令のうち、特に重要なものを確認の趣旨で添付した。 
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第５ 監査の方法 

１ 全体レクチャー 

監査対象は広範囲にわたるため、全体像を把握する目的で、担当課員

によるレクチャーの場を設け，ヒアリングを実施した。 

 

２ ヒアリング 

各課担当者にヒアリングを行った。 

実施した対象は以下のとおりである。 

⑴ 総務部 人事課 

⑵ 財務部 調度課 

⑶ 市民部 市民・男女共同参画課 

⑷ 子ども未来部 子育て支援課、子ども見守り・相談課 

⑸ 経済部 経済企画課、工業振興課、雇用労政課 

⑹ 教育委員会 

ア 生涯学習部 生涯学習文化課 

イ 学校教育部 南北海道教育センター 

 

３ 現地視察 

⑴ 函館市女性センター 

⑵ ウィメンズネット函館 

 

４ 関係書類の閲覧等 

随時、関係資料・書類の確認や閲覧を行い、書面・メール等により、

個別に事項確認を行った。 

 

第６ 監査の実施期間および対象期間   

１ 実施期間 

令和６年（２０２４年）６月１日から 

令和７年（２０２５年）３月３１日まで 

 

２ 対象期間 

原則として令和５年度（２０２３年度）とするが、必要に応じて令和

６年度（２０２４年度）および令和４年度（２０２２年度）以前の年度

も対象とした。 
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第７ 包括外部監査人および補助者 

包括外部監査人   田 中 綾太郎 （弁 護 士） 

同   補助者   小 林 佑 輔 （弁 護 士） 

同   補助者   浦 巽 香 苗 （弁 護 士） 

同   補助者   加 藤 俊 一 （弁 護 士） 

 

第８ 利害関係  

包括外部監査の対象としたテーマについて、函館市と包括外部監査人

および同補助者との間には、地方自治法第２５２条の２９に規定する利

害関係はない。 

 

第９ 指摘・意見・要望の定義  

本報告書における「指摘」、「意見」および「要望」の定義は、それ

ぞれ次のとおりである。 

１ 指 摘 

今後、函館市において措置が必要であると認められる事項。 

主に、合規性（適法性）に関すること（法令、条例、規則、規程、要

綱等に抵触する事項）。 

一部、経済性・効率性・有効性に関する事項（いわゆる３Ｅ）であっ

ても、著しく重要性が高く、意見に留まらないと判断するもの。 

 

２ 意 見 

「指摘」には該当しないが、経済性・効率性・有効性の視点から施策

や事務事業の運営の合理化のため、もしくは住民の福祉の増進などのた

め、監査人として改善を要望するものであり、函館市がこの意見を受け

て、何らかの対応を行うことを期待するもの。 

 

３ 要 望 

函館市に措置や改善といった対応を速やかに求めるものではないが、

男女共同参画社会の実現に向けた施策の持続、充実による市民に対する

行政サービスのさらなる向上、各種施策における積極的なアプローチな

どの観点に基づいて、今後の検討などを要望するもの。 

  



 

8 
 

第２章 函館市における男女共同参画に関する事業等の概観 

 

第１ 男女共同参画社会とは 

まず、男女共同参画社会に関する法令の整理を行い、その理念等につ

いて確認する。 

１ 男女共同参画社会基本法について 

日本の法律における男女共同参画社会という言葉（概念）は、平成11

年（１９９９年）６月２３日に公布・施行された男女共同参画社会基本

法（以下この項において「法」という。）がその第一歩となる。 

⑴ 前文 

前文では、次のように宣言している（太字は監査人による編集。）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 目的（第１条） 

法第１条では、この法律の目的について、次のように定めている。 

 

 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の下の平等がう

たわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が、国際社会における

取組とも連動しつつ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が

必要とされている。 

 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化等我が国の社会

経済情勢の急速な変化に対応していく上で、男女が、互いにその人

権を尊重しつつ責任も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性

と能力を十分に発揮することができる男女共同参画社会の実現は、

緊要な課題となっている。 

 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の実現を二十一世

紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置付け、社会のあらゆる

分野において、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進

を図っていくことが重要である。 

 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本理念を明らかに

してその方向を示し、将来に向かって国、地方公共団体及び国民の

男女共同参画社会の形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進す

るため、この法律を制定する。 

  

 

この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化 
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⑶ 男女共同参画社会とは何か（第２条第１号） 

「男女共同参画社会の形成」を定義する法第２条第１号によると、

男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自ら

の意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確

保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益

を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」と定義付け

られている。 

 

２ 女子差別撤廃条約について 

男女共同参画社会基本法の制定は、女子差別撤廃条約（女性差別撤廃

条約と訳されることもある。）の批准を出発点とする。 

女子差別撤廃条約の正式名称は、Convention on the Elimination of 

all Forms of Discrimination against Women（女性に対するあらゆる形

態の差別の撤廃に関する条約）である。 

本条約は、昭和５４年（１９７９年）の第３４回国連総会において採

択され、昭和５６年（１９８１年）に発効した。国は、昭和６０年（ 

１９８５年）に批准した。以下に引用する文言は、原文は英語で記され

ている。訳者は日本政府である。 

なお、日本国憲法第９８条第２項は、「日本国が締結した条約及び確

立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。」と定

めており、本条約は、国内法としての効力を有するものであり、女子差

別撤廃条約第９回政府報告（令和３年（２０２１年）９月）において、

政府も認めている。 

⑴ 前文 

女子差別撤廃条約では、前文において、次のような目的および理念

を掲げている。なお、一文が長いので、適宜改行し、太字は監査人に

よる編集である。 

 

 

に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんが

み、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、

地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることに

より、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進すること

を目的とする。 
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この条約の締約国は、国際連合憲章が基本的人権、人間の尊厳及

び価値並びに男女の権利の平等に関する信念を改めて確認している

ことに留意し、 

 

世界人権宣言が、差別は容認することができないものであるとの原

則を確認していること、並びにすべての人間は生まれながらにして

自由であり、かつ、尊厳及び権利について平等であること並びにす

べての人は性による差別その他のいかなる差別もなしに同宣言に掲

げるすべての権利及び自由を享有することができることを宣明して

いることに留意し、 

 

人権に関する国際規約の締約国がすべての経済的、社会的、文化的、 

市民的及び政治的権利の享有について男女に平等の権利を確保する

義務を負っていることに留意し、 

 

国際連合及び専門機関の主催の下に各国が締結した男女の権利の平

等を促進するための国際条約を考慮し、 

 

更に、国際連合及び専門機関が採択した男女の権利の平等を促進す

るための決議、宣言及び勧告に留意し、 

 

しかしながら、これらの種々の文書にもかかわらず女子に対する差

別が依然として広範に存在していることを憂慮し、 

 

女子に対する差別は、権利の平等の原則及び人間の尊厳の尊重の原

則に反するものであり、女子が男子と平等の条件で自国の政治的、

社会的、経済的及び文化的活動に参加する上で障害となるものであ

り、社会及び家族の繁栄の増進を阻害するものであり、また、女子

の潜在能力を自国及び人類に役立てるために完全に開発することを

一層困難にするものであることを想起し、 

 

窮乏の状況においては、女子が食糧、健康、教育、雇用のための訓

練及び機会並びに他の必要とするものを享受する機会が最も少ない

ことを憂慮し、 

 

衡平及び正義に基づく新たな国際経済秩序の確立が男女の平等の促

進に大きく貢献することを確信し、 

 

アパルトヘイト、あらゆる形態の人種主義、人種差別、植民地主

義、新植民地主義、侵略、外国による占領及び支配並びに内政干渉

の根絶が男女の権利の完全な享有に不可欠であることを強調し、 

 



 

11 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 女性に対する差別とは何か（第１条） 

女子差別撤廃条約第１条は、「「女子に対する差別」とは、性に基

づく区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的、

市民的その他のいかなる分野においても、女子（婚姻をしているかい

ないかを問わない。）が男女の平等を基礎として人権及び基本的自由

を認識し、享有し又は行使することを害し又は無効にする効果又は目

的を有するもの」（下線は監査人により追加。）と定義付けている。 

 

国際の平和及び安全を強化し、国際緊張を緩和し、すべての国（社

会体制及び経済体制のいかんを問わない。）の間で相互に協力し、

全面的かつ完全な軍備縮小を達成し、 

 

特に厳重かつ効果的な国際管理の下での核軍備の縮小を達成し、 

 

諸国間の関係における正義、平等及び互恵の原則を確認し、 

 

外国の支配の下、植民地支配の下又は外国の占領の下にある人民の

自決の権利及び人民の独立の権利を実現し並びに国の主権及び領土

保全を尊重することが、社会の進歩及び発展を促進し、ひいては、

男女の完全な平等の達成に貢献することを確認し、 

 

国の完全な発展、世界の福祉及び理想とする平和は、あらゆる分野

において女子が男子と平等の条件で最大限に参加することを必要と

していることを確信し、 

 

家族の福祉及び社会の発展に対する従来完全には認められていなか

つた女子の大きな貢献、母性の社会的重要性並びに家庭及び子の養

育における両親の役割に留意し、 

 

また、出産における女子の役割が差別の根拠となるべきではなく、

子の養育には男女及び社会全体が共に責任を負うことが必要である

ことを認識し、 

 

社会及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更

することが男女の完全な平等の達成に必要であることを認識し、 

 

女子に対する差別の撤廃に関する宣言に掲げられている諸原則を実

施すること及びこのために女子に対するあらゆる形態の差別を撤廃 

するための必要な措置をとることを決意して、次のとおり協定した。 
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⑶ 批准国の義務（第２条） 

女子差別撤廃条約第２条は、批准国の義務を定めており、その概要

は、以下のとおりである。 

ア 男女の平等の原則とその実現 

イ 女性に対する差別の禁止の立法その他の措置 

ウ 女性の権利と平等の確立と裁判所その他の公の機関による保護 

エ 女性に対する差別となる行為、慣行の禁止 

オ 個人、団体または企業による女性に対する差別を撤廃するための

措置 

カ 女性に対する差別となる既存の法律、規則、慣習および慣行を修

正しまたは廃止するための措置 

キ 女子に対する差別となる刑罰規定の廃止 

 

⑷ 積極的な格差是正措置の導入（第４条第１項） 

ア 女子差別撤廃条約第４条第１項は、「締約国が男女の事実上の平

等を促進することを目的とする暫定的な特別措置（temporary 

special measures）をとることは、この条約に定義する差別と解し

てはならない。ただし、その結果としていかなる意味においても不

平等な又は別個の基準を維持し続けることとなってはならず、これ

らの措置は、機会及び待遇の平等の目的が達成された時に廃止され

なければならない。」と定める。 

このように、女子差別撤廃条約には、いわゆる「逆差別」を想定

した条項があり、社会の構造が変化し、男女間の不平等が解消され

るまでは、積極的な格差是正措置の導入を容認している。国連女子

差別撤廃委員会（ＣＥＤＡＷ）は、平成１６年（２００４年）１月

に一般勧告第２５号を出し、女子差別撤廃条約の締約国に上記措置

の活用を奨励している。 

 

イ 令和６年（２０２４年）１０月、ＣＥＤＡＷは、第９回政府報告

に対する最終見解（総括所見）を発表し、第３６項（ｄ）において、

政府に対して以下のとおり通告している。 

「立法府、閣僚、地方公共団体（市長等）、司法、外交、学術の

各分野における女性の代表に関する、第５次男女共同参画基本計画

の３０％の目標を、第６次基本計画において５０対５０まで引き上

げる。」 
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ウ 令和６年（２０２４年）１０月、ＣＥＤＡＷは、一般勧告第４０

号（意思決定システムにおける女性の平等かつインクルーシブな代

表）を採択した。一般勧告第４０号では、意思決定システムにおけ

る平等かつインクルーシブな代表とは、「意思決定システムへの平

等なアクセスと、意思決定システム内での平等な権力という点で、

多様な背景を持つすべての女性と男性の割合が同等であること」と

定義されている。女性と男性の割合が同等であることは、「５０対

５０パリティ」という概念として表されている。パリティとは、等

価性、対称性とそれを維持する機能を意味する概念で、主に経済学

や物理学において用いられている。 

一般勧告第４０号は、「意思決定システムにおける女性の割合を

３０％にするという以前の目標は、男女間の不平等が正当化される

というメッセージを含んでおり、女性差別撤廃という条約の中核的

な目標と相容れないものであり」（太字は監査人による編集。）、

「意思決定は、女性と男性が５０％ずつの割合で、両者の利益を同

等に考慮することによって初めて現実的でダイナミックな意味をも

ち、永続的な効果をもたらします」と指摘する。 

 

３ 日本国憲法について 

日本国憲法は、男女の平等の原則について、次のように定める。（関

係条項のみ掲載） 

 

 

第１１条 

国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法

が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利

として、現在及び将来の国民に与えられる。 

 

第１３条 

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追

求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、

立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 

 

第１４条第１項 

すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社

会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係におい

て、差別されない。 
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第２４条 

婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有す

ることを基本として、相互の協力により、維持されなければなら

ない。２ 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並び

に婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人

の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならな

い。 

  

 

このように、日本国憲法は、個人の尊厳と両性の本質的平等という理

念に立脚し、国民（人民）が基本的人権を享有し、法の下の平等、性別

において差別されないことを定めている。 

また、日本国憲法は国の最高法規であり、その条規に反する法律等お

よびその他の行為の全部または一部は、その効力を有しない旨が定めら

れており、国および地方公共団体は、この憲法に従って行政の執行を行

わなければならない。 

 

４ 函館市男女共同参画推進条例について 

函館市は、平成１７年（２００５年）に、函館市男女共同参画推進条

例を施行した。 
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第２ 国の取組、地方公共団体の責務 

１ 国の取組 

⑴ 国の立法措置 

国は、男女の平等の原則とその実現のために、男女共同参画社会基

本法の他に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律（以下「男女雇用機会均等法」という。）、女性の職業

生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍推進法」とい

う。）、政治分野における男女共同参画の推進に関する法律（以下

「候補者男女均等法」という。）を制定した。 

その一方で、女性差別撤廃法といった名称の、女性に対する差別を

直接禁止する法律はない。 

 

⑵ 男女共同参画基本計画 

ア 男女共同参画社会基本法第１３条は、政府に対し、男女共同参画

基本計画（男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の総合的か

つ計画的な推進を図るため、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る基本的な計画）の策定を義務付けている。 

これを受け、国は、これまで、男女共同参画基本計画（平成１２

年（２０００年）１２月決定。以下「第１次基本計画」という。）

から第５次男女共同参画基本計画（令和２年（２０２０年）１２月

決定。以下「第５次基本計画」という。）までを閣議決定し、運用

している。 

 

イ 第１次基本計画 

第１次基本計画は、１１の重点項目を掲げ、「男女が、社会の対

等な構成員として、自らの意志によって社会のあらゆる分野におけ

る活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経

済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責

任を担うべき社会を形成すること」を目的とした、総合的で長期的

な施策の大綱としての性格を有していた。 

 

ウ 第２次男女共同参画基本計画（平成１７年（２００５年）１２月

決定。以下「第２次基本計画」という。） 

第２次基本計画は、より具体的に「社会のあらゆる分野において、

２０２０年までに、指導的地位に女性が占める割合」を、「少なく

とも３０％程度」にするという目標（以下、「２０２０年３０％」
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という。）を置き、あわせて、女性のチャレンジ支援の導入や、男

性も含めた働き方の見直しを推進し、多様なライフ・スタイルに応

じた仕事と家庭・地域生活の両立支援も提唱した。 

「指導的地位」にある者とは、国連のナイロビ将来戦略勧告およ

びジェンダー・エンパワーメント指数（ＧＥＭ※１）の算出方法を踏

まえ、国会議員、法人・団体等における課長相当職以上、専門的・

技術的な職業のうち、特に専門性が高い職業に従事する者を指す。 

※１ ＧＥＭ： 

経済・政治活動への女性の進出度を示す指標であり、国

会議員に占める男女比率、専門職・技術職および管理職

に占める男女比率、男女の推定勤労所得の３つの指数を

用いる。 

 

エ 第３次男女共同参画基本計画（平成２２年（２０１０年）１２月

決定。以下「第３次基本計画」という。） 

第３次基本計画では、「２０２０年３０％」を正式に具体的な目

標として設定し、ポジティブ・アクション※２を推進し、各重点分野

において数値目標と期限を定めたゴール・アンド・タイムテーブル

を導入した。これは、長時間・時間外労働を前提とする人事慣行や、

出産•子育てによる休業や退職が原因で、指導的地位に立つ女性が

増えなかったためである。 

※２ ポジティブ・アクション： 

社会的・構造的差別により不利益を被っている人に対し、

実質的な機会均衡等を実現して不利益を是正することを

目的とした取組のこと。アファーマティブ・アクション

ともいわれる。「２ 地方公共団体の責務、⑷」に詳述。 

 

オ 第４次男女共同参画基本計画（平成２７年（２０１５年）１２月

決定。以下「第４次基本計画」という。） 

第３次基本計画の姿勢は第４次基本計画にも受け継がれ、議員、

公務員の種別ごとに、さらに踏み込んだ数値目標が設定された。 

そして、平成２７年（２０１５年）には女性活躍推進法が、平成

３０年（２０１８年）には候補者男女均等法が成立したが、管理職

に占める女性割合は１４.８％であり、「２０２０年３０％」の達

成には遠く及ばなかった。そこで、政府は、第５次計画において達

成時期を延長し、「２０２０年代の可能な限り早期」と置き換えた。 
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カ 第５次男女共同参画基本計画（令和２年（２０２０年）１２月決

定。以下「第５次基本計画」という。） 

第５次基本計画では、「持続可能な開発目標」（ＳＤＧｓ）で掲

げられた「政治、経済、公共分野でのあらゆるレベルの意思決定に

おいて、完全かつ効果的な女性の参加及び平等なリーダーシップの

機会を確保する」ことが意識され、さらに進んで、「２０３０年代

には、誰もが性別を意識することなく活躍でき、指導的地位にある

人々の性別に偏りがないような社会になることを目指す」とされた。 

なお、令和７年（２０２５年）現在においても、国は、「2020年

３０％」を達成できていない。 

 

２ 地方公共団体の責務 

⑴ 法令の定め 

男女共同参画社会の形成は、日本国憲法、女子差別撤廃条約、男女

共同参画社会基本法、函館市男女共同参画推進条例に基づく、地方公

共団体の義務である。 

男女共同参画社会基本法は、第９条で「地方公共団体は、基本理念

にのっとり、男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施策に準じ

た施策及びその他のその地方公共団体の区域の特性に応じた施策を策

定し、及び実施する責務を有する。」と定め、男女共同参画社会の形

成を地方公共団体の義務としている。（下線は監査人により追加。） 

また、同法は、第１４条第３項で「市町村は、男女共同参画基本計

画及び都道府県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村の区域にお

ける男女共同参画社会の形成の促進に関する施策についての基本的な

計画（以下「市町村男女共同参画計画」という。）を定めるように努

めなければならない。」と定め、市町村男女共同参画計画の策定を地

方公共団体の努力義務としている。 

 

⑵ 函館市男女共同参画基本計画 

函館市では市町村男女共同参画計画として、函館市男女共同参画推

進条例第８条の規定に基づき、函館市男女共同参画基本計画（はこだ

て輝きプラン）を策定している。 

現在は第３次計画であり、計画期間は平成３０年度（２０１８年度）

から令和９年度（２０２７年度）までの１０年間である。 

同計画は、女性活躍推進法第６条第２項に基づく「市町村推進計画」

（女性活躍推進計画）としても位置付けられている。 
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なお、将来目標、基本目標、推進の方向、および主要施策等につい

ては、次項で詳述する。 

 

⑶ 「指導的地位に女性が占める割合３０％」目標 

国は、男女共同参画基本計画において、指導的地位に女性が占める

割合を２０２０年までに３０％とする目標を掲げており、この点につ

いて、以下若干の言及を行う。 

男女平等の本質（対等、公正、数的平等）や人口の男女比からする

と、完全なる平等とは１対１、すなわち５０％を意味するはずである。 

国が掲げる３０％という数値が公平なものであると正当化され得る

というのであれば、それを超えて女性が占める割合が７０％、男性が

３０％であったとしても、それを否定する根拠はなく、女性７０％も

公平であることが正当化できるはずである。仮に女性が占める割合を

７０％とすると、男女を問わず、逆差別であるとの猛反発が予想され

るが、男性が９０％の社会であることに反発が起こらないことは実に

不思議である。 

ＣＥＤＡＷが一般勧告第４０号（令和６年（２０２４年）１０月）

において「５０対５０パリティ」として提唱したのは、このような原

理・原則に基づくものであろう。 

国が掲げる３０％という数値は、あくまで暫定的、段階的に達成す

べき目標であって、最終的な数値目標ではないはずである。 

したがって、函館市においても、その目標値については少なくとも

３０％を最低限のものとして設定すべきであり、また、最終目標を50 

％とすべきである。 

このことは、上記で論じたとおり、日本国憲法の理念や男女共同参

画社会の実現に関する各種法令の趣旨から導かれる法的・論理的な帰

結である。 

指導的地位に占める女性の割合を３０％にするという目標は、男女

間の不平等が正当化されるというメッセージを含んでおり、女性差別

撤廃という条約の中核的な目標と相容れないものである。 

 

⑷ ポジティブ・アクションの必要性 

ポジティブ・アクション（positive action）とは、男女格差の解

消、女性の社会参画促進、人種的マイノリティに対する差別、すなわ

ち、社会における差別構造・不均衡を是正して実質的な機会均衡を実

現することを目的として行われる積極的改善の取組のことである。注
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意すべきこととして、ポジティブ・アクションは、「優遇措置」では

ない、ということである。 

例えば、企業に対する厚生労働省の発表「ポジティブ・アクション

のための提言」（平成１４年（２００２年）４月１９日）では、ポジ

ティブ・アクションとは、「固定的な性別による役割分担意識や過去

の経緯から、男女労働者の間に事実上生じている差があるとき、それ

を解消しようと、企業が行う自主的かつ積極的な取組」であり、「ポ

ジティブ・アクションは単に女性だからという理由だけで女性を「優

遇」するためのものではありません。これまでの慣行や固定的な性別

の役割分担意識などが原因で女性は男性よりも能力を発揮しにくい環

境に置かれてきました。こうした状況を「是正」するための取組なの

です。」と説明している。 

ポジティブ・アクションは、形式的に男女を均等に取り扱っていた

としても、固定的な男女の役割分担意識などから、実質的には均衡が

図られていない状況において男女の格差を解消するために、国、地方

公共団体、企業、市民が積極的に行うべき取組である。 

男女共同参画社会の推進、実現という文脈の中でのポジティブ・ア

クションとしては、指導的地位に就く女性の数、割合を設定するとい

うクオータ制や、女性の積極的な採用などが具体的な取組として挙げ

られる。 

先に述べた指導的地位に女性が占める割合を５０％とするためには、

このポジティブ・アクションの導入が必要不可欠である。 

地方公共団体である函館市がポジティブ・アクションを導入するこ

とは、女子差別撤廃条約（第４条第１項）、ＣＥＤＡＷ（一般勧告第

４０号、ＣＥＤＡＷ第９回政府報告に対する最終見解第３６項(ｄ)）

の要請するところであり、日本国憲法に抵触するおそれもない。 

男女共同参画社会の形成という目的に対する手段、施策は、様々な

ものがある。その中で、特に函館市職員そのものの構成等については、

より積極的な取組が要請される。なぜなら、市職員の採用、指導的

（管理的）地位への昇進、職場環境の改善（育児休暇取得率の向上等）

に関しては、市が自らの判断で自らの問題として行うことができるは

ずだからである。 

本監査においては、函館市が自らの組織構成等に関して、ポジティ

ブ・アクションを行っているかどうかも重視している。 
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第３ 函館市の取組 

１ ～男女共同参画社会をめざす～はこだてプラン２１ 

函館市では、性別を問わず、誰もが自らの意思によって、社会のあら

ゆる分野における活動に参画する機会が確保され、そのことにより、男

女が均等に政治的、経済的、社会的および文化的利益を受けることがで

き、かつ、ともに責任を担う社会の実現を目指し、平成１０年度（1998

年度）に「～男女共同参画社会をめざす～はこだてプラン２１」を策定

し、各種施策を推進してきた。 

これは、「第１次」函館市男女共同参画基本計画といえる。 

同計画は平成１０年度（１９９８年度）から平成１９年度（２００７

年度）の１０年を計画期間としたものであるが、この期間中の平成１１

年（１９９９年）には、男女共同参画社会基本法が制定され、さらに、

平成１７年（２００５年）には、函館市男女共同参画推進条例が制定さ

れた。 

 

２ 第２次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン 

平成２０年（２００８年）には、函館市男女共同参画推進条例に基づ

き、「第２次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン」を策

定し、条例が掲げる基本理念を踏まえ、「人権尊重と男女平等の意識づ

くり」、「あらゆる分野への男女共同参画の促進」、「多様な生き方が

選択できる環境づくり」の３つの基本目標を設定して、男女共同参画社

会の実現に向けた取組を進めてきた。 

計画期間は、平成２０年度（２００８年）から平成２９年度（2017年

度）までである。 

この期間中の国の動きとして、平成２７年（２０１５年）８月に、女

性が職業生活で個性と能力を十分に発揮し、活躍できる環境を整備する

ことを目的として女性活躍推進法が制定された。 

次に述べる「第３次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラ

ン」は、本計画を継承するものであるが、策定にあたり第２次計画の検

証を行っている。この検証のため、市では平成２８年（２０１６年）に

男女共同参画に関する市民・事業者意識調査を実施した。 

その結果、男女平等に関する価値観についての市民意識は、学校教育

以外の全ての分野において「男性優遇」と感じている割合が高いうえ、

「男は仕事、女は家庭」という性別のみに基づく固定的役割分担意識も

依然として男性に残っていること、仕事と生活の調和（ワーク・ライ

フ・バランス）が実現できていない状況にあることが浮き彫りとなった。 
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（「第３次函館市男女共同参画基本計画 はこだて輝きプラン」より） 
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また、計画に掲げた事業を推進した結果としては、各種審議会等にお

ける女性登用率や市職員・学校における女性管理職の割合などは、「女

性人材リスト」の作成や活用、「女性活躍推進法に基づく函館市特定事

業主行動計画」の策定などによって、その数値が増加したものの、目標

値には達していなかった。 

第３次函館市男女共同参画基本計画は、これらの課題を踏まえて作成

されたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「第３次函館市男女共同参画基本計画 はこだて輝きプラン」より） 

 

３ 第３次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン 

函館市男女共同参画推進条例に基づいて、「第３次函館市男女共同参

画基本計画～はこだて輝きプラン」を策定し、総合的、計画的に施策を

推進している。 

以下、同計画について確認する。 
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⑴ 計画の位置付け  

この計画は、函館市男女共同参画推進条例第８条に基づいて、男女

共同参画の推進に関する様々な施策を総合的かつ計画的に推進するた

め策定するものであり、国の第４次基本計画および「第３次北海道男

女平等参画基本計画」を踏まえ、かつ、「第２次函館市男女共同参画

基本計画～はこだて輝きプラン」を継承するものである。 

さらに、「函館市基本構想（２０１７～２０２６）」を踏まえ、他

の計画との整合性を図っているほか、女性活躍推進法第６条第２項に

基づく「市町村推進計画」（女性活躍推進計画）としても位置付けら

れている。 

 

⑵ 計画期間 

平成３０年度（２０１８年度）から令和９年度（２０２７年度）ま

での１０年間であるが、社会情勢の変化や計画の推進状況、事業実績

等を踏まえて、必要に応じて見直すこととされており、令和３年度

（２０２１年度）に実施した意識調査をもとに、中間年度である令和

４年度（２０２２年度）に検証が行われ「中間見直し」が策定された。 

 

⑶ 計画が目指す将来像 

この計画の推進によって目指すべき将来像は、 

「男
ひと

と女
ひと

 ともに輝く 豊かなまち」 

と定められている。 

 

⑷ 基本目標等 

この計画の根拠となる函館市男女共同参画推進条例では、男女共同

参画推進の基本理念として、次の６つを掲げている。 

 

① 男女の人権の尊重 

② 社会における制度または慣行についての配慮 

③ 政策等の立案決定への共同参画 

④ 家庭生活とその他の活動の両立 

⑤ 性に関する理解と尊重 

⑥ 国際社会の動向への留意 

 

計画では、この６つの基本理念を踏まえて、次の３つを基本目標と

定めている。 
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・基本目標１ 人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

・基本目標２ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

・基本目標３ 多様な生き方が選択できる環境づくり 

 

これらの基本目標と条例の基本理念との関係、趣旨、重点項目は次

のとおりである。 

 

ア 基本目標１ 人権尊重と男女共同参画の意識づくり 

【条例の基本理念との関係】 

この基本目標は、条例の基本理念のうち、主に①男女の人権の尊

重、②社会における制度または慣行についての配慮および⑤性に関

する理解と尊重に関わるものである。 

 

【趣旨】 

男女共同参画社会の実現には、男女が個人として尊重され、お互

いを対等な存在、パートナーとして認識することが出発点となり、

性別に関わらず、個人として自分の人生を選択する力を持つことが

重要である。 

そこで、社会教育や学校教育などあらゆる場において、男女共同

参画の視点に立った学習機会を充実させるとともに、職場や家庭・

地域などにおける性別による固定的役割分担意識の解消を図る必要

がある。 

また、社会制度や慣行が男女共同参画社会の形成を阻害すること

がないよう、男女共同参画意識の啓発を進めるとともに、ドメステ

ィック・バイオレンス（以下「ＤＶ」という。）や様々なハラスメ

ントの被害者、性暴力被害者、ストーカー被害者などの救済と自立

に向けた支援体制の強化、相談体制の充実に努め、人権侵害のない

誰もが男女平等を実感できる社会を目指すものである。 

さらに、性的少数者への理解と尊重に努め、全ての人が自分らし

い生き方を自らで選択し、実現できるよう理解の促進に努める。 

 

【重点項目】 

〇男女共同参画意識の啓発 

〇人権尊重と暴力等の根絶 
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イ 基本目標２ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

【条例の基本理念との関係】 

この基本目標は、条例の基本理念のうち、主に②社会における制

度または慣行についての配慮、③政策等の立案決定への共同参画、

④家庭生活とその他の活動の両立および⑥国際社会の動向への留意

に関わるものである。 

 

【趣旨】 

男女共同参画社会の実現には、男女が社会の対等な構成員として

その個性と能力を十分発揮し、社会のあらゆる分野の活動に参画す

ることが必要である。 

そこで、各種審議会等への女性登用率の向上など、政策・方針決

定過程への男女共同参画の促進をはじめ、男女雇用機会均等法や育

児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律、女性活躍推進法など、雇用に関わる法制度の周知・啓発に努

めるとともに、女性に対しては妊娠中や出産後も安心して働き続け

ることができるように、母性健康管理の推進や再チャレンジ・起業

支援、また、男性に対しては働き方の見直しなど、男女が対等なパ

ートナーとして働くことができるよう仕事と生活の調和（ワーク・

ライフ・バランス）のための就業環境の整備を促進するものである。 

さらに、地域活動においては、防災や防犯などの分野への女性の

参画拡大、子育て期の男性の地域参画を進めるなど、これまで以上

にあらゆる分野への男女共同参画を目指すものである。 

 

【重点項目】 

〇政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

〇雇用等の場における男女共同参画の促進 

 

ウ 基本目標３ 多様な生き方が選択できる環境づくり 

【条例の基本理念との関係】 

この基本目標は、条例の基本理念のうち、主に②社会における制

度または慣行についての配慮、④家庭生活とその他の活動の両立お

よび⑤性に関する理解と尊重に関わるものである。 

 

【趣旨】 

男女共同参画社会の実現には、男女が共に家事・育児・介護を担
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っていくことが大切である。 

そこで、人口減少と少子高齢化がより一層進行し、私たちを取り

巻く環境が急速に変化するなかでも、安心して子育て・介護を行う

ための学習機会を提供するほか、子育て支援サービスや介護支援体

制の充実を図るとともに、ひとり親家庭の自立支援や、高齢者や障

がいのある人が安心して暮らせる環境づくりを進めるというもので

ある。 

また、誰もが生涯を健やかに暮らすためには、日頃からの心身の

健康づくりも重要となる。性感染症や薬物乱用等の健康を脅かす問

題についての啓発など、生涯を通じた健康の保持増進を図り、特に

女性に対しては、妊娠・出産等に応じた適切な健康支援に努めるも

のとし、このような取組により、ライフスタイルや価値観の多様化

に対応した生き方を選択できる社会をつくっていこうというもので

ある。 

 

【重点項目】 

〇安心して暮らせる環境づくり 

 

計画では、以上のような基本目標、重点項目にしたがって、各種

施策を展開している。 

 

⑸ 「中間見直し」について 

上述のように、計画期間は平成３０年度（２０１８年度）から令和

９年度（２０２７年度）までの１０年間であるが、中間年度である令

和４年度（２０２２年度）に検証が行われ、３月に「中間見直し」が

策定されている。 

計画では、各基本目標に対して、２９の指標項目を設定しており、

中間見直しにおいては、各指標項目の達成度を評価し、今後の目標を

再設定した。 

 

ア 「基本目標１ 人権尊重と男女共同参画の意識づくり」について 

この基本目標については、推進の方向として 

⑴ 男女共同参画意識の啓発 

⑵ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実 

⑶ 人権尊重と暴力等の根絶 

が掲げられている。 
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中間見直しでは、下表に示す９つの指標について評価がなされて

いる。これらについて、推進の方向ごとに概観する。 

 

（ア）「⑴ 男女共同参画意識の啓発」について 

各指標はいずれも望ましい方向に推移している。もっとも、

「「男女共同参画」の言葉の認知度」が３４．７％に留まってい

ることをどのように評価すべきかは悩ましいところである。なぜ

なら、市民にとって「男女共同参画社会」が所与の環境であるな

らば、あえて男女共同参画という言葉を認知する必要がないから

である。 

 

（イ）「⑵ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の充実」について  

ここでは、「社会全体における男女の地位が平等であると感じ

ている人の割合」が平成２８年度（２０１６年度）の１１．１％

から令和３年度（２０２１年度）では１０．７％へと低下してい

る。 

指標の数値が低下していることについては、実際にこの５年間

で、社会における男女平等の程度が低下したと捉えるだけでなく、

男女の地位の平等という視点についての教育・学習が市民におい

て深まった結果、これまで無意識に受容してきた部分に対しても

問題意識が持たれるようになり、より現実に即した評価ができる

ようになってきたと捉えることもできる。 

そういった面では男女共同参画の意識付けの取組が進んでいる

ように見えるが、そもそも、この指標の数値が極めて低いこと自

体が問題であり、男女共同参画社会の推進、実現の難しさを明確

に示していることを忘れてはならない。 

 

（ウ）「⑶ 人権尊重と暴力等の根絶」について 

ここでは、主にＤＶやハラスメントの被害についての指標がま

とめられている。「ハラスメント被害の割合」が増加しているこ

とについては、これまで顕在化されなかった被害を訴えることが

できるようになった結果とも考えられるが、他方で、被害者が

「誰にも相談しなかった割合」がＤＶ、ハラスメントのいずれも

増加しており、相談体制の一層の充実が求められていることを示

している。 

 



 

28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「第３次函館市男女共同参画基本計画 

はこだて輝きプラン中間見直し」より） 

 

イ 「基本目標２ あらゆる分野への男女共同参画の促進」について 

この基本目標については、推進の方向として 

⑴ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大 

⑵ 雇用等の場における男女共同参画の促進 

⑶ 多様なニーズを踏まえた就業環境の整備 

⑷ 地域社会等への男女共同参画の促進 

が挙げられている。 

中間見直しでは、下表に示す１０の指標について評価がなされて

いる。これらについて、推進の方向ごとに概観する。 

 

（ア）「⑴ 政策・方針決定過程への女性の参画の拡大」について 

ここでは、女性の参画の拡大という方向性と男性職員の出産、

育児への参加の拡大という方向性での指標が示されている。 

「市内事業所における管理的地位にある女性の割合」について

は、計画策定時の平成２８年度（２０１６年度）が２３．７％で

あったのに対して、令和３年度（２０２１年度）では２１．４％

と減少している。 
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「市における管理的地位にある女性の割合」については、平成

２８年度の１３．４％に対して、令和３年度では１５．７％と増

加している。また、令和７年度（２０２５年度）における目標値

は１７．０％と設定されている。 

「各種審議会等委員への女性の登用率」は、平成２８年度の 

２４．７％に対して令和３年度は２４．８％とほぼ横ばいであり、

目標値である３５．０％には程遠い状態にある。 

「市の男性職員の配偶者出産休暇取得率」については、目標値

に向けて増加傾向にあることが認められる。 

他方で、「市の男性職員の育児休業取得率」については、平成

２８年度の３．６％に対して、令和３年度は４．８％と微増・横

ばいになっている。中間見直し時点での目標値は１０％であり、

この時点で約半分の結果であるうえ、中間見直しにおいて再設定

された２０％という目標値とは、さらに離れた数値となっている。 

また、「市の男性職員の育児参加休暇の取得率」については、

平成２８年度は３０．４％であったのに対し、令和３年度では 

４３．５％と、１０ポイント以上の増加が認められ、同休暇の普

及・推進が図られていることが認められる。 

ただし、中間見直し時点での目標は具体的な数値ではなく「増

加」というものであり、一応目標を達成した形にはなっているが、

中間見直しによって再設定された新たな目標値１００％と比べる

と、その半分にも到達していない。 

 

（イ）「⑵ 雇用の場等における男女共同参画の促進」について 

「女性従業員配置の考え方」および「ワーク・ライフ・バラン

スが実現できていると回答した人の割合」については、目標値が

具体的な数値ではなく「増加」となっているが、いずれの指標も

増加し、目標は達成している。 

「女性従業員配置の考え方」については、性別に関わらず、個

人の能力に応じた人員配置を行っている事業所の割合であり、令

和３年度（２０２１年度）では調査対象の事業所の７０．０％が

達成している。 

「ワーク・ライフ・バランスが実現できていると回答した人の

割合」については、平成２８年度（２０１６年度）の２１．５％

に対して、令和３年度（２０２１年度）は４０．４％と、相当程

度に実現が進んでいる一方、逆にいうと６割の人がワーク・ライ
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フ・バランスの実現ができていないということになる。 

 

（ウ）「⑶ 多様なニーズを踏まえた就業環境の整備」について 

「男性を１００とした場合の女性の給与水準」については、平

成２８年度（２０１６年度）が９０．０％であるのに対して、令

和３年度（２０２１年度）では８８．５％に数値が低下している。 

本指標についても、目標値が具体的な数値ではなく「増加」と

なっているが、同一労働同一賃金の考え方からすると、理念的に

は１００％が目標値になると考えられ、数値の増加が求められる

ものである。 

 

（エ）地域社会等への男女共同参画の促進 

ここでは、「町会・自治会等における会長職に就く女性の割合」

を指標として挙げており、平成２８年（２０１６年度）４月１日

現在の６．０％に対して、令和３年度（２０２１年度）は９．０ 

％と増加している。 

本指標についても、目標値は具体的な数値ではなく「増加」と

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「第３次函館市男女共同参画基本計画 

はこだて輝きプラン中間見直し」より） 
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ウ 「基本目標３ 多様な生き方が選択できる環境づくり」について 

この基本目標については、推進の方向として、 

⑴ 安心して暮らせる環境づくり 

⑵ 生涯を通じた男女の健康支援 

が挙げられている。 

中間見直しでは、下表に示す６つの指標について評価がなされて

いる。これらについて、推進の方向ごとに概観する。 

（ア）「⑴ 安心して暮らせる環境づくり」について 

「育児休業制度に関する規定の設置率」については、平成２８

年度（２０１６年度）の時点においても８２．５％と比較的高い

数値であり、令和３年度（２０２１年度）では８３．５％と微増

傾向となっている。 

「介護休業制度に関する規定の設置率」については、平成２８

年度の７４．６％に対して、令和３年度では７６．８％と、増加

傾向が認められる。 

「子育て環境や子育て支援についての満足度」については、中

間見直し時点では調査が行われていないが、平成３０年度（2018

年度）の調査では２２．７％と著しく低い数値となっている。 

「放課後児童クラブ（学童保育）における利用児童数」は、平

成２８年度（２０１６年度）の１，９６７人に対して、令和３年

度（２０２１年度）では２，４８８人と増加している。 

（イ）「⑵ 生涯を通じた男女の健康支援」について 

「妊婦一般健康診査受診率」は、平成２８年度（２０１６年度）

の８３．２％に対して、令和３年度（２０２１年度）は84.1％と

１ポイント弱しか増加していない。 

本指標については、９５．０％という目標値が設定されており、

目標値との乖離が大きいことが認められる。 

「がん検診受診率」は、計画策定時より中間見直し時の方が、

低い数値となっているものもあるが、中間見直しは令和２年度

（２０２０年度）から引き続く、新型コロナウイルス感染症の拡

大に伴う様々な社会的制約がなされていた時期に実施されたもの

である。したがって、中間見直し時における数値をそのまま評価

することは適当ではない。もっとも、いずれの時期にあっても、

目標値に達している検査項目は見受けられず、目標値との乖離が

認められる。 
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（「第３次函館市男女共同参画基本計画 

はこだて輝きプラン中間見直し」より） 

 

本監査は、中間見直しのもととなった意識調査が実施された令和３年

度（２０２１年度）から２年が経過した令和５年度（２０２３年度）を

対象とするものである。したがって、この中間見直しにおける新たな目

標設定等についても、監査の際に重要な要素として、検討の対象として

いるものである。 

 

４ 函館市における体制の概要 

⑴ 担当部・課について 

男女共同参画社会の実現に関する各種の事務・事業については、以

下の各部・課がその事務を担っている。 

 

⑵ 具体的な組織・事務分掌 

各部・課の事務分掌および男女共同参画に関する具体的な事務・事

業は次のとおりである。 

そのうち、本監査の対象である事務・事業に関するものについては

太字で表記し、また、「男女共同参画に関する具体的な事務・事業」

は、本監査の対象とした主な事業を掲げているものであり、函館市に

おける男女共同参画に関する具体的事務・事業は、これらに限られる

ものではない。 
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ア 総務部 人事課 

【事務分掌】 

① 職員の選考および試験に関すること 

② 職員の進退および身分に関すること 

③ 職員の勤務条件および労務管理に関すること 

④ 職員の給与および報酬に関すること 

⑤ 職員の研修に関すること 

⑥ 儀式および行賞に関すること 

⑦ 表彰審議委員会に関すること 

⑧ 特別職報酬等審議会に関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 市職員を対象としたハラスメント相談窓口 

・ 各種審議会等委員への女性登用の促進 など 

 

イ 財務部 調度課 

【事務分掌】 

① 工事の入札等に関すること 

② 工事用資材の調達に関すること 

③ 不用品の処分に関すること 

④ 物品の調達および貸借に関すること 

⑤ 物品の修繕に関すること 

⑥ 業務の委託に関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 競争入札参加における加点 など 

 

ウ 市民部 市民・男女共同参画課 

【事務分掌】 

① 町会等の住民自治組織に関すること 

② 市民憲章に関すること 

③ 自衛官および自衛官候補生の募集事務に関すること 

④ 男女共同参画に関する施策の推進および調整に関すること 

⑤ 男女共同参画苦情処理委員に関すること 

⑥ 男女共同参画審議会に関すること 

⑦ 女性センターに関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 男女共同参画フォーラムの開催 
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・ 男女共同参画情報誌「マイセルフ」の発行 

・ 男女共同参画啓発誌（小・中学校版）の発行 

・ 啓発資料等の貸出し 

・ 男女共同参画パネル展の開催 

・ 父親向け家事講座の開催  

・ メールマガジンによる情報発信、提供 

・ 意識調査の実施 

・ 市の新規採用職員研修における取組 

・ 女性センターにおける各種講座の開催 

・ 講座等の開催時における託児体制の整備 

・ ワーク・ライフ・バランスに関する出前講座の開催 

・ 男女共同参画苦情処理制度の活用 

・ ハラスメントについての研修会への職員派遣 

・ 性的少数者への理解の促進に関する事業 

・ 性的指向・性自認に関する相談体制の充実 

・ 性の多様性に係る事業者における職場環境づくりの推進 

・ 各種審議会等委員への女性登用の促進 

・ 女性団体活動状況調査の実施 

・ 人材育成講座の開催 

・ 就業支援講座の開催 

・ 女性センターの管理運営（指定管理者） 

・ パートナーシップ宣誓制度 など 

 

エ 子ども未来部  

（ア）子育て支援課 

【事務分掌】 

① 子育て支援に関すること 

② 配偶者等からの暴力の防止に関すること 

③ ひとり親家庭等医療費助成に関すること 

④ 子ども医療費助成に関すること 

⑤ 母子福祉資金等貸付金事業に関すること 

⑥ 遺児手当に関すること 

⑦ 母子生活支援施設および助産施設の設置認可等に関すること 

⑧ 母子生活支援施設および助産施設の運営指導に関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ ＤＶ防止出前講座 
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・ ＤＶ、デートＤＶ防止講座 

・ ＤＶ防止のための啓発活動 

・ 函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協議会代表者会議

等の開催 

・ 函館性暴力被害防止対策協議会代表者会議等の開催 

・ 民間女性シェルターに対する運営補助 

・ 函館市配偶者暴力相談支援センターの設置 

・ 女性相談室の設置 

・ 性暴力被害者支援相談員の配置 など 

 

（イ）子ども見守り・相談課 

【事務分掌】 

① 要保護児童対策に関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 函館市要保護児童対策地域協議会代表者会議等の開催 

 

オ 経済部 

（ア）経済企画課 

【事務分掌】 

① 産業政策に関すること 

② 中小企業振興審議会に関すること 

③ 地域経済の調査に関すること 

④ 金融に関すること 

⑤ 中小企業団体等の指導に関すること 

⑥ ふるさと納税寄附金に関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 中小企業融資制度の周知および利用促進 など 

 

（イ）工業振興課 

【事務分掌】 

① 工鉱業(食料品製造業を除く。)の振興に関すること 

② 情報産業の振興に関すること 

③ 企業誘致に関すること 

④ 工業用地に関すること 

⑤ 起業化の促進に関すること 

⑥ 産学官金連携に関すること 
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⑦ 産業支援センターに関すること 

⑧ 産業支援センター入居資格審査委員会に関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 創業バックアップ助成金制度 

・ 創業スキルアップ講座の開催 

・ ビジネスプラン作成スクールの開催 

・ 創業者との交流カフェの開催  など 

 

（ウ）雇用労政課 

【事務分掌】 

① 労働政策の推進に係る各種事業の企画に関すること 

② 雇用促進制度の周知に関すること 

③ 労働事情の調査に関すること 

④ 雇用対策および労働力定着対策に関すること 

⑤ 職業訓練に関すること 

⑥ 労働福祉に関すること 

⑦ 職業訓練センターに関すること 

⑧ 勤労者総合福祉センターに関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 女性・高齢者の多様な働き方促進支援事業 

・ 労務状況調査の実施 

・ 雇用における制度や施策の周知・啓発 

・ 情報提供、ハローワークとの連携  など 

 

カ 教育委員会事務局 

（ア）生涯学習部 生涯学習文化課 

【事務分掌】 

① 生涯学習の推進および生涯学習に係る連絡調整に関すること 

② 生涯学習活動の支援に関すること 

③ 社会教育の振興に関すること 

④ 社会教育団体との連絡調整およびその支援に関すること 

⑤ 社会教育委員に関すること 

⑥ 青少年教育に関すること 

⑦ 芸術文化活動の振興に関すること 

⑧ 文化賞審議会に関すること 

⑨ 青少年芸術教育奨励事業企画推進委員会に関すること 
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⑩ 法人が設置する公民館の事業または行為の停止命令に関する

こと 

⑪ 博物館の登録および博物館相当施設の指定に関すること 

⑫ 文学館、中央図書館、千歳図書室、港図書室、湯川図書室、

旭岡図書室、桔梗配本所、移動図書館、北洋資料館、公民館、

青少年研修センター、青年センター、市民会館、芸術ホール 

および亀田交流プラザに関すること 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 公民館、図書館での各種講座の開催 など 

 

（イ）学校教育部 南北海道教育センター 

【事務分掌】 

① 教育に関する専門的、技術的事項の調査および研究に関する

こと 

② 教育関係職員の研修に関すること 

③ 視聴覚教育の振興に関すること 

④ 教育相談に関すること 

⑤ その他教育の進行を図るために必要な事業 

【男女共同参画に関する具体的な事務・事業】 

・ 教育研究機関等における女性職員配置促進 など 
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第４ 監査対象事業の選定について 

１ 本監査の基本方針の確認 

⑴ 本監査は、男女共同参画に関する取組、事業を包括的に対象とする。 

 

⑵ 男女共同参画の推進の基本プランとして策定した「第３次男女共同

参画基本計画～はこだて輝きプラン」には、非常に多くの事業が掲載

されている。 

もっとも、その中には出産、育児に関わる事業など、昨年度の包括

外部監査の対象であった事業も含まれている。 

そこで、昨年度の包括外部監査の対象となった事業については、原

則として今回の監査対象として取り上げないこととした。 

 

⑶ また、同計画において男女共同参画の推進に資する事業とされてい

るものの、その趣旨、目的、効果に照らすと、男女共同参画の推進と

の関係性が希薄であり、男女共同参画社会の実現に資する効果が間接

的または副次的な事業についても、監査対象とはしなかった。 

これは、本来の事業の趣旨と異なる観点からの監査を行うことが妥

当適切ではないとの理由に基づく。 

 

⑷ 以上の基本方針の下、具体的な対象事業・取組は全３７に及んだ。 

監査対象とした事業および取組については、次に示す一覧表のとお

りであり、指摘は８項目、意見は１４項目、要望は３項目である。 
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２ 対象事業 

⑴ 人権尊重と男女共同参画の意識づくりに関する事業（第３章第２） 

 

【啓発活動に関する事業】 

№ 事業内容 事業の概要 監査結果 

1 
男女共同参画フォー

ラムの開催 

毎年、市内の団体が参加し、男女共同参画

社会の実現を目指して市民意識の高揚を目

的に講演会などを行う 

 

2 ＤＶ防止出前講座 
若年層に対するデートＤＶ防止出前講座を

市内中学校等で実施する 
意見１ 

3 
ＤＶ防止講座、デー

トＤＶ防止講座、Ｄ

Ｖ防止啓発活動 

函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協

議会の構成団体の協力により、ＤＶ防止関

連授業や啓発活動を実施する 

 

4 
男女共同参画情報誌

「マイセルフ」の発

行 

男女共同参画の意識づくりを図るため、市

民のニーズに沿った情報誌を発行する 
要望１ 

5 
男女共同参画啓発誌

（小・中学校版）の

発行 

男女共同参画の意識づくりを図るため、

小・中学生向け啓発誌を作成・配付する 
 

6 啓発資料等の貸出し 

女性センターにおいて、図書コーナーを開

放し、男女共同参画関係図書等の購入・貸

出、インターネット閲覧サービスを行う 

 

7 
男女共同参画パネル

展の開催 

「男女共同参画週間」に男女共同参画社会

の実現について考えてもらうことを目的と

して、市役所１階市民ホール等でパネル展

を実施する 

 

8 
父親向け家事講座の

開催 

男性の家事・育児参画の促進を図るため、

料理講座、掃除教室等を行う 
 

9 
メールマガジンによ

る情報発信、提供 

女性センターにおける各種講座、男女共同

参画社会に関する講座・講演会などのイベ

ント情報、職場や家庭地域でのサポート体

制に関する最新の情報を盛り込んだメール

マガジン「Hakodate☆かがやきネット」を

毎月１回インターネットで配信する 

意見２ 

10 意識調査の実施 

男女共同参画の推進について、継続的に市

民および事業者の意識や実態を把握し、時

系列的に比較検証するため、５年ごとに意

識調査を行う 

意見３ 

11 
市の新規採用職員 

研修における取組 

函館市の新規採用職員研修において「表現

のガイドライン」を周知する 
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【教育・学習に関する事業】 

№ 事業内容 事業の概要 監査結果 

12 
女性センターにおけ

る各種講座の開催 

男女共同参画の意識づくりを図るため、女

性センターにおいて学習講座、文化・教養

講座、料理教室等を開催する 

 

13 
講座等の開催時にお

ける託児体制の整備 

No.12の各種講座等の開催時において、託児

施設を整備し、託児体制を整える 
 

14 
ワーク・ライフ・バ

ランスに関する出前

講座の開催 

仕事と家庭生活の調和に配慮した職場環境

づくりに取り組もうと考えている企業等

や、就労前の学生が労働関係法令や仕事と

生活の調和の重要性などの理解を深めるた

めの講座を開催する高等教育機関等に対

し、専門的知識を有するアドバイザーを派

遣する 

意見４ 

 

【人権尊重に関する事業】 

№ 事業内容 事業の概要 監査結果 

15 

函館市配偶者等から

の暴力対策関係機関

協議会代表者会議等

の開催 

構成団体それぞれの実施状況の報告、市民

への啓発、被害者への支援体制の充実を図

るため、協議会を開催する。 

意見５ 

16 
函館性暴力被害防止

対策協議会代表者会

議等の開催 

構成団体それぞれの実施状況を報告するな

ど情報共有を図り、個別の対応の有効性を

高めるため、協議会を開催する 

 

17 
民間女性シェルター

に対する運営補助 

ＤＶ被害者の一時保護を行う民間女性シェ

ルターに対し、運営費用の補助等を行う 
 

18 
男女共同参画苦情処

理制度の活用 

市民等からの男女共同参画に関する苦情等

の申し出を苦情処理委員が受け、調査や改

善措置の意見・要望等、適切に対応する 

意見６ 

19 女性相談室の設置 

保護または自立のための援助を必要とする

女性に係る生活各般の問題についての相談

に応じ、必要な指導を行う 

 

20 
性暴力被害者支援相

談員の配置 

性暴力や性犯罪の被害に遭われた方を支援

するため相談員を配置する 
 

21 
性的少数者への理解

の促進に関する事業 

性的少数者への理解の促進に向けたパンフ

レットの作成や配布、市職員向け研修の実

施、啓発イベント開催などを行う 

意見７ 

意見８ 

22 
性的指向・性自認に

関する相談体制の充

実 

性的指向や性自認に悩む人のための相談、

当事者やその家族の交流事業を行う 
 

23 
性の多様性に係る事

業者における職場環

境づくりの推進 

企業向け啓発誌等（ＬＧＢＴ等対応ハンド

ブック）の作成や配布、ＬＧＢＴフレンド

リー企業推進アドバイザー派遣事業などを

行う 

意見９ 
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⑵ あらゆる分野への男女共同参画の促進に関する事業（第３章第３） 

 

【参画の拡大に関する事業】 

№ 事業内容 事業の概要 監査結果 

1 
各種審議会等委員へ

の女性登用の促進 

各種審議会における女性の登用の促進を図

る 
指摘１ 

2 
女性団体活動状況調

査の実施 
市内の女性団体等の概況を毎年調査する  

3 人材育成講座の開催 

女性の人材育成を図るため、就職を目指す

人を対象として、少人数制のパソコン講座

を実施する 

意見10 

4 
女性・高齢者の多様

な働き方促進支援事

業 

子育てや家事、介護など時間の制約等があ

り、働きたくても働くことのできない女性

や高齢者などの潜在的な人材の活用のた

め、セミナーや講座、アドバイス等を行う 

要望２ 

5 
教育研究機関等にお

ける女性職員配置促

進 

あらゆる分野への男女共同参画の促進の観

点から、教育研究機関等における女性職員

の配置を促進する 

指摘２ 

6 労務状況調査の実施 

市内の企業における従業員の雇用状況、労

働者の男女比等のデータや管理的地位にあ

る女性の割合等のデータを収集・整理する 

意見11 

 

【雇用等に関する事業】 

№ 事業内容 事業の概要 監査結果 

7 
雇用における制度や

施策の周知・啓発 

男女共同参画の推進に関連する事業や諸制

度を市内の事業所等に周知する 
 

8 
情報提供、ハローワ

ークとの連携 

ハローワークのマザーズコーナーに関する

情報発信などを行う 
 

9 
事業所への助成金等

の周知 

市内の事業所に対して、仕事と家庭の両立

支援に関する各種の助成金等を周知する 
意見12 

10 
創業支援事業～創業

バックアップ助成金

制度等 

女性の起業支援の充実を図るため、創業バ

ックアップ助成金制度、創業スキルアップ

講座およびビジネスプラン作成スクールを

実施する 

要望３ 

11 
創業者との交流カフ

ェの開催 

創業を予定もしくは創業に興味がある若者

を対象として、講師として先輩創業者を招

き、創業に必要な知識やノウハウについて

学ぶ機会を提供する 
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⑶ その他の事業など（第３章第４） 

№ 内容 事業の概要 監査結果 

1 
函館市役所自体の男

女共同参画の実現状

況について 

函館市役所における男女共同参画の実現状

況について確認し、監査する 

指摘３ 

意見13 

指摘４ 

2 
函館市女性センター

について 

男女共同参画の推進においてに関する中心

的な役割を担う「函館市女性センター」の

在り方について、管理委託の状況や実施事

業、施設の現状等を確認し、監査する 

指摘５ 

指摘６ 

指摘７ 

3 
パートナーシップ宣

誓制度について 

「函館市パートナーシップの宣誓の取り扱

いに関する要綱」に基づき運営されるパー

トナーシップ宣誓制度について、その現状

等を確認し、監査する 

指摘８ 

意見14 
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第３章 各事業の概要および監査の結果 

 

第１ はじめに 

本監査の対象となる各事業は、「第３次函館市男女共同参画基本計画

～はこだて輝きプラン（以下、「第３次はこだて輝きプラン」とい

う。）」において、男女共同参画の推進のための事業として掲げられて

いるものである。 

同計画では、各事業を 

 

１ 人権尊重と男女共同参画の意識づくりに関する事業 

⑴ 啓発活動に関する事業 

⑵ 教育・学習に関する事業 

⑶ 人権尊重に関する事業 

２ あらゆる分野への男女共同参画の促進に関する事業 

⑴ 参画の拡大に関する事業 

⑵ 雇用等に関する事業 

 

に分類している。 

これらのグルーピングは大変有用なものであることから、以下の各事

業の概要および監査の結果の記載については、これらのグルーピングに

準じる形で整理したものである。 

また、監査人が本監査との関係で重要と考えた 

⑴ 函館市役所自体の男女共同参画の実現状況 

⑵ 函館市女性センター 

⑶ パートナーシップ宣誓制度 

については、その他の事業として別項を立てる形とした。 

なお、以下の各事業の概要において用いられている数値は、特段の記

載がない限り、担当部局から開示を受けた資料に基づくものであり、そ

の他のものは監査人が収集したものである。 
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第２ 人権尊重と男女共同参画の意識づくりに関する事業    

 

【啓発活動に関する事業】 

 

１ 男女共同参画フォーラムの開催 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、第

３次はこだて輝きプラン等である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

誰もがいきいきとして暮らせる男女共同参画社会の実現を目指し、

市民意識の啓発や、加盟団体の相互の交流を図ることを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

毎年、市内の団体が参加し、男女共同参画社会の実現を目指し、

市民意識の高揚を目的にフォーラムを開催し、講演会等を実施する。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

（単位：円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 550,000 550,000 550,000 

 

オ 実績 

直近３年間の講演会の開催実績は、次のとおりである。 

令和３年度（２０２１年度）は、新型コロナウイルス感染症の拡

大防止対策等の関係から、オンライン配信のみの実施となった。 

令和４年度（２０２２年度）および令和５年度（２０２３年度）

は会場およびオンライン形式による講演会を実施した。 

いずれの年度においても、一定期間に講演内容のアーカイブ配信

を行っている。 

なお、アーカイブ配信の回数については、延べ視聴回数である。 
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【令和３年度】 
テーマ 講師 開催日 開催方法 参加者数等 

‘ちがい’を 
認め合って 

共に生きる 
～みんなの学校から 

みんなの社会～ 

木村泰子 

10 月 30 日 オンライン配信 41 人 

11 月 4 日 

～11月17日 
アーカイブ配信 106 回 

11 月 14 日 
アーカイブ配信 
視聴会 

28 人 

 

【令和４年度】 
テーマ 講師 開催日 開催方法 参加者数等 

はじめての 
ＬＧＢＴＱ 
～性の多様性と 

人権～ 

杉山文野 

10 月 22 日 講演会 
会場:70 人 

ｵﾝﾗｲﾝ:12 人 

10 月 28 日 

～11 月 3 日 
アーカイブ配信 82 回 

 

【令和５年度】 
テーマ 講師 開催日 開催方法 参加者数等 

無意識の 
ジェンダーバイアス 
～家庭・教育で 
できる取り組み 

治部れんげ 

9 月 23 日 講演会 
会場:34 人 

ｵﾝﾗｲﾝ: 8 人 

9 月 29 日 

～10 月 5 日 
アーカイブ配信 17 回 

 

カ 事業の概観 

（ア）はこだて男女共同参画フォーラムは、平成２年（１９９０年）

２月１６日から毎年開催されている（ただし、令和２年度（2020

年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止。）。 

フォーラムは、目的に賛同する団体、機関により構成し、運営

は各構成団体等から選出した委員により行われている。 

総会は、毎年１回開催し、役員の選任とその年次の事業に関し

て基本的な事項等について審議する。運営会議は、フォーラム等

を開催するために必要な事項を協議するため、随時開催する。 

企画委員会は、委員長および副委員長ならびに企画委員により

構成し、総会および運営会議の決定に基づき必要な事項を処理す

る。 

また、本会の事務を処理するため、市民部市民・男女共同参画

課に事務局を置いている。 
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（イ）男女共同参画社会とは、「男女が、社会の対等な構成員として、

自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する

機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及

び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき

社会」である（男女共同参画社会基本法第２条）。 

函館市においても、第３次はこだて輝きプランにおいて主要な

施策の一つとして、男女共同参画を位置付けている。 

現代社会において、男女共同参画社会を目指すべきことは論を

またないものであるが、その実現が十分になされていないのもま

た事実であり、第３次はこだて輝きプランで目標とする数値が未

達成であるものが多々散見される。 

⑵ 監査の結果 

ア 事業の意義 

上記のとおり、本事業は、男女共同参画社会の実現を目指すため

に非常に重要かつ意義の大きな事業である。 

本事業は、事業の目的に賛同する団体、機関によって構成されて

おり、男女共同参画の推進のための主要な団体、機関の大多数が構

成団体となっているように見受けられる。 

イ 事業の評価 

本事業のテーマや講師は毎年異なっている。大学教授や弁護士な

ど学術的な側面の強い講師だけではなく、タレントや作家、落語家

などバラエティーに富んだ講師を招致することでいわゆる集客力の

向上を目指し、様々な年代の市民に男女共同参画に関心を持っても

らおうという工夫がうかがえる。 

令和３年度（２０２１年度）および令和４年度（２０２２年度）

の事業実績と令和５年度（２０２３年度）の事業実績を比較すると、

令和５年度（２０２３年度）の参加者数やアーカイブ配信の視聴数

は大きく減少している。 

もっとも、講演会の参加人数については、そのときのテーマ選択

などによる影響なども考えられる。したがって、令和５年度（2023

年度）の単年度の数字だけをとって、本事業の有効性を消極的に評

価するべきではないと思料した。 

また、費用面についても、過去３年の事業費の決算額は５５万円

であるが、本事業の意義・実施内容に照らして相当であり、本事業

は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。  
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２ ＤＶ防止出前講座 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律（以下「ＤＶ防止法」という。）である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は子ども未来部子育て支援課である。 

 

イ 事業の目的 

配偶者からの暴力に関しては、ＤＶ防止法が平成１３年（2001年）

１０月に施行される以前から、相談や支援にあたる関係機関や団体

の連絡会議（「函館市女性に対する暴力関係機関会議」、平成１３

年５月設立）を発足させ、構成機関等との情報交換を密にし、連

携・協力関係を築きながら、ＤＶ防止のための市民意識の醸成はも

とより、被害者の保護を行ってきた。 

また、平成１６年度（２００４年度）の改正により、「配偶者か

らの暴力」の定義の拡大（身体的暴力に加え、精神的、性的暴力も

対象になった。）や、保護命令について元配偶者に対しても発する

ことができるようになるなど、法が実施されるなかでの問題点への

対応がなされ、同法第２条では、被害者の保護に関して、国および

地方公共団体の責務がうたわれており、被害者の保護だけではなく

自立支援も含まれた経過がある。 

さらに、平成１９年度（２００７年度）の改正においても、昨今

の状況を鑑み、被害者の支援について一層の強化が示され、また、

ＤＶ防止法に基づく「配偶者からの暴力の防止および被害者の保護

等のための施策に関する基本的な方針」において、若年層への教育

啓発についても言及している。 

このような状況の中、被害者からの相談件数は年々増加し、各ケ

ースの緊急度・危険度の高まり、複雑化が進むと考えられるため、

さらなる市民への啓発、被害者への支援体制の充実を図ることを目

的とする。 

 

ウ 事業の内容 

若年層に対するデートＤＶ防止出前講座を、市内中学校等で実施

する。 
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エ 事業費の推移 

出前講座の資料およびアンケート用紙は既存のものを使用してい

るため、直近３年間の事業費の執行はなかった。 

 

オ 実績 

令和５年度（２０２３年度）におけるデートＤＶ防止出前講座の

実施状況は、次のとおりである。 

なお、以降特段の断りが無い場合は、監査対象年度である令和５

年度の実績値を表す。 

（単位：人） 

学校名 実施学年 実施日 受講者数 
赤川中学校 ２年生 ７月20日 87 

五稜郭中学校 ３年生 ７月12日 153 

巴中学校 ３年生 ８月23日 175 

湯川中学校 ２年生 11月20日 77 

南茅部中学校 １～３年生 ３月１日 73 

恵山中学校 ２年生 ３月７日 13 

銭亀沢中学校 ３年生 ３月７日 15 

港中学校 ３年生 ３月８日 56 

深堀中学校 ３年生 ３月８日 77 

旭岡中学校 ３年生 ３月11日 23 

中学校 １０校 749 

函館商業高校 １年生 10月26日 156 

高等学校 １校 156 

合計 905 

 

カ 事業の概観 

（ア）市職員が講師を務め、青少年がＤＶの被害や加害者になること

を未然に防ぐことを目的とした出前講座を各学校において実施し

ている。実施対象校は、中学校が１０校、高等学校が１校であり、

受講者数は中学生７４９人、高校生１５６人であった。 

 

（イ）授業後の生徒からのアンケートには「身体的暴力以外にも暴力

があることが分かった」、「相手も自分も大切にしたい」などの

声があった。 
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（ウ）ＤＶ被害者からの相談件数は年々増加し、各ケースの緊急度・

危険度の高まり、複雑化が進むなか、ＤＶ被害者の数を減少させ

ていくためには、市民への啓発を行っていくことが必要である。 

学生への出前講座は、早期の段階から、ＤＶに関する問題を対

人関係の身近な問題と捉えてもらうためには、非常に重要かつ意

義の大きな事業である。 

 

⑵ 監査の結果 

 
【意見１】 
高等学校を対象としたデートＤＶ防止出前講座の実施件数を増や

すことを検討されたい 
 

ア 高等学校でのデートＤＶ防止出前講座の実施件数が少ないこと 

函館市には高等学校が１４校あり、６，０５４人の生徒が在校し

ているが、令和５年度（２０２３年度）にデートＤＶ防止出前講座

が実施された高等学校はわずか１校、受講者数も１５６人に留まる。 

これに比べて、中学校においては２２校中１０校、受講者数は749人

となっている。 

学生への出前講座は、早期の段階から、ＤＶに関する問題を対人

関係の身近な問題と捉えてもらうためには、非常に重要かつ意義の

大きな事業である。また学校においてＤＶに関する教育を受ける機

会は、このような事業を除いてほとんどないものと思われる。 

上述のように、中学校を対象とした出前講座の件数および受講者

数は相当に多く、早期教育、啓発活動の視点での事業が行われてい

ることがうかがえる。 

しかし、中学生と高校生の理解力、情報量の違いからすると、中

学生に対する出前講座と高校生に対する出前講座とでは、その内容

にも違いが生じるはずであり、また、男女の交際は、一般的に年齢

が上がるほどその機会は増えると思われ、高等学校において講座を

実施し、デートＤＶについての知識を教育する必要性は高く、中学

校において実施したからといって、高等学校で再度実施することが

重複で無駄であることにはならない。 

なお、後述するように、「ＤＶ防止講座」事業において、函館市

配偶者等からの暴力対策関係機関協議会の構成団体がデートＤＶ出

前授業を実施しているほか、ＤＶ防止関連授業を学校や刑務所、包
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括支援センターなどで実施していることから、本事業に基づくＤＶ

防止出前講座がそれらの活動で補われる面はある。 

 

イ まとめ 

高等学校においては、授業、部活や受験対策で忙しく、学校側で

も時間を取ることが難しいというのが現実であり、デートＤＶ防止

出前講座のための時間を確保してもらうためには、本事業の必要性

や重要性について、学校側の理解や協力が得られるよう、積極的な

働きかけが必要と考えられる。 

特に高等学校におけるデートＤＶ防止出前講座の実施件数を増や

すべく、より積極的な周知・広報や説明を行うことを求めるもので

ある。 
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３ ＤＶ防止講座、デートＤＶ防止講座、ＤＶ防止啓発活動 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、ＤＶ防止法である。 

本活動は、函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協議会の構成

団体の協力により実施されており、市の出前講座実施に係るもの以

外は特段の予算措置は講じられていない。 

所管は子ども未来部子育て支援課である。 

 

イ 事業の目的 

本事業を実施する背景および目的は、前項「２ ＤＶ防止出前講

座」と同様である。 

 

ウ 事業の内容 

函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協議会の構成団体の協力

により、ＤＶ防止啓発事業として、ＤＶ防止関連授業等を、学校や

刑務所、包括支援センターなどで実施する。 

 

エ 事業費の推移 

本事業は、上述のように、各団体の協力によって行われているた

め、市において直近３年間の事業費の執行はなかった。（市の出前

講座については前項のとおり。） 

 

オ 実績 

関係機関によるＤＶ防止関連授業等の実施状況は、次のとおりで

ある。 

 

【ＤＶ防止関連授業等】 
実施機関 主な授業内容 実施状況 

函館方面本部 

生活安全課 

（９警察署） 

非行防止教室  
小学校・中学校・高校 

       １４３校 ２５６回 

函館ＹＷＣＡ 

（ＣＡＰ 

グループ） 

子どもの人権 

 

〈子どもワークショップ〉 

児童発達支援センター  １園４回 

小学校         １校２回 
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（函館ＹＷＣＡ 

つづき） 
子どもへの 

暴力防止 

 

 

 

 

〈おとなワークショップ〉 

社会福祉法人     １法人１回 

児童発達支援センター  １園１回 

小学校         １校１回 

高等学校        １校１回 

短期大学        １校２回 

函館人権擁護 

委員連合会 
デートＤＶ  

高等学校        ２校２回 

専門学校        １校１回 

ＮＰＯ法人 

ウィメンズ 

ネット函館 

デートＤＶ 大学          １校１回 

ＤＶ・性暴力 

 

 

 

少年刑務所        １０回 

家庭生活カウンセラー    ２回 

ママと子どもの避難所体験会 １回 

人権擁護委員会       １回 

子ども未来部 

子育て支援課 
デートＤＶ  

中学校       １０校１０回 

高等学校       １校 １回 

 

カ 事業の概観 

函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協議会の構成団体の協力

により、ＤＶ防止関連授業や啓発活動が、学校や刑務所、包括支援

センターなどで実施されている。 

 

⑵ 監査の結果 

ア 予防教育の重要性 

本事業の概観、利用者等の実績に示されているように、ＤＶ防止

関連授業等は、各種学校で実施されており、予防教育の観点が重視

されていると見受けられる。 

子どもや若年層に対するこれらの授業の実施は、早期の段階から、

ＤＶに関する問題を対人関係の身近な問題として捉えてもらうとい

う予防教育の観点から、非常に重要な取組である。 

 

イ 学校教育のカリキュラム外の機会提供の重要性 

また、通常の学校教育のカリキュラムの中では、ＤＶに関する教

育を受ける機会は多くないものと考えられるうえ、仮に興味・関心

を持ったとしても、自発的に学習を行うことはなかなか難しい分野

でもある。 
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ウ まとめ 

本事業は、学校教育の通常のカリキュラムを補完するような役割

を果たすものであり、予防教育の観点から非常に重要な取組といえ

る。 

また、関係諸団体の積極的な活動に支えられているものであり、

今後も継続・拡大されていくことを期待したい。 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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４ 男女共同参画情報誌「マイセルフ」の発行 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、函

館市女性センター条例、第３次はこだて輝きプラン等である。 

本事業は、指定管理者の管理業務として実施されており、指定管

理に係る委託料の財源の一部に、女性センター使用料を充てている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

男女共同参画社会を目指すうえで必要不可欠な広報活動として、

男女共同参画に関する啓発と意識づくりを進めるため、市民へ情報

を提供することを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

市民へ男女共同参画の意識づくりを図るため、市民のニーズに沿

った情報誌を発行する。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、本事業は、平成２４年度（２０１２年度）から女性センタ

ーの指定管理者の管理業務として実施されており、事業費は、女性

センターの施設の管理に係る決算報告書によるものである。 

また、下記事業費には、「マイセルフ」の印刷代のほか、メール

マガジン関係費等、他の男女共同参画推進費用が含まれている。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 107,712 245,360 249,540 

 

オ 実績 

直近３年間の発行実績は、次のとおりである。 

（単位：回／部） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

発行回数 2 2 2 

発行部数 10,000 10,000 9,600 
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カ 事業の概観 

第３次はこだて輝きプランに基づき、男女平等意識の啓発の一環

として、「マイセルフ」を発行している。なお、本事業については、

平成２４年度（２０１２年度）から女性センターの指定管理者の管

理業務として実施されている。 

毎年、３月または４月、９月の２回発行され、男女共同参画に関

する情報、はこだて男女共同参画フォーラムの講演に関する内容等

が掲載されている。 

最新号は市民・男女共同参画課、女性センター、市内の各施設な

どで配付しているほか、市のホームページからダウンロードするこ

とも可能である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（マイセルフ２０２４年９月発行 Vol.72 表紙） 
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⑵ 監査の結果 

 

 

ア 本事業の評価 

本事業は女性センターの指定管理者の管理業務として実施されて

おり、男女共同参画の推進において中心的な役割を担う女性センタ

ーが実施することには合理性が認められる。 

また、「マイセルフ」の最新号については、市民・男女共同参画

課、女性センターなどで配布しているほか、市のホームページから

ダウンロードして閲覧することも可能であり、市民が望めば十分に

アクセスが可能な状態になっており、事業自体は適切に実施されて

いるものと評価する。 

 

イ 男女共同参画に無関心な層への働きかけの必要性 

男女共同参画社会の推進のためには、もともと男女共同参画に関

心を持った市民だけではなく、関心を持っていない市民に意識付け

を行うことにも重点が置かれるべきである。 

この点、次項「５ 男女共同参画啓発誌（小・中学生版）の発行」

で紹介する小・中学生向けの啓発誌「あなたとわたし」、「ＹＯＵ

＆ＭＥ」は、男女共同参画についての知識や関心を有していない市

民への意識付けという着想、工夫の現れといえる。 

男女共同参画に関心のない成人市民への意識付けについては、そ

の効果が速やかに数値化されるようなものでもなく、有効な方策を

検討・実行することは容易なことではない。 

本事業については、上述のとおり事業自体としては適切であるが、

さらなる活用が可能ではないか、というが本要望の趣旨である。 

「マイセルフ」は幅広い場所で配布はされているが、その多くが

市の施設や行政機関等であり、例えば、配布先として試行的に企

業・事業者等も加えて、その反響をリサーチしてみることなどを検

討されたい。  

【要望１】 
配布先の拡大（企業への配布等）を検討するなど、男女共同参画

社会の意識付け、掘り起こしの視点を持たれたい 
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５ 男女共同参画啓発誌（小・中学生版）の発行 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、第

３次はこだて輝きプラン等である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

男女共同参画の意識づくりのため啓発誌を発行し、男女共同参画

社会の推進を図ることを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

男女共同参画の意識づくりについては、若年層から裾野を広げて

いくことがより効果的であることから、小・中学生向け啓発誌を作

成し、配付する。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
事業費 145,420 129,690 140,470 

 

オ 実績 

直近３年間の発行部数は、次のとおりである。 

（単位：部） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
小学生版 2,000 2,000 1,900 

中学生版 2,200 2,200 2,000 

小学生版は、小学校３年生を対象とし、中学生版は、中学校１年

生を対象としている。 

令和５年度（２０２３年度）は、小学生版および中学生版のいず

れも、発行部数が減少しているが、これは少子化による対象児童・

生徒の減少に伴うものである。 
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カ 事業の概観 

第３次はこだて輝きプランに基づき、男女平等意識の啓発の一環

として、小・中学生向けに啓発誌「あなたとわたし」および「ＹＯ

Ｕ＆ＭＥ」を発行している。 

内容は、平成１７年（２００５年）４月に施行された函館市男女

共同参画推進条例の基本理念をわかりやすく説明したものである。 

男女共同参画に関する意識の醸成については、若年層から裾野を

広げていくことがより効果的であることから、小・中学生向け啓発

誌の発行を行っている。 

小学生向けは「あなたとわたし」、中学生向けは「ＹＯＵ＆ＭＥ」

というタイトルで、いずれも対象年齢に合致する内容で分かりやす

い内容を心がけている。 

小学生版「あなたとわたし」には、「男女共同参画を進めるため

の６つのやくそくごと」という頁があり、男女共同参画の推進にあ

たっての必要な意識を、非常に平易で分かりやすい形で紹介してい

る。これらは、函館市男女共同参画推進条例の基本理念（同条例第

３条）を小学生にもわかる形でまとめたものであるが素晴らしい取

組であり、以下、該当箇所等を掲載する。 
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（「男女共同参画推進誌（小学生版）あなたとわたし」） 

 

ここでは、条例の規定における言葉を 

〇「男女の人権尊重」 

→『一人一人を大切に』 

〇「性で差別した慣行などにとらわれない」 

→『できることいっぱい』 

〇「政策等の立案決定への共同参画」 

→『男女みんなで話し合おう』 

〇「家庭生活とその他の活動の両立」 

→『家庭のことも仕事もともにできるようにしよう』 

〇「性に関する理解と尊重」 

→『体も心も大切だよ』 

〇「国際社会の取組と連動した推進」 

→『世界の考え方を取り入れよう』 

とそれぞれ置き換えて、具体的な内容の説明をしている。 

条例の規定を小学生にも容易に理解できる言葉で置き換えることで、

男女共同参画という概念をわかりやすく説明しようという姿勢は、特筆

すべきである。 

このような取組は、早期教育の観点から非常に有意義なものである。 
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⑵ 監査の結果 

ア 本事業の評価 

本事業は重要かつ意義の大きな事業であり、適切に実施されてお

り、指摘すべき問題はない。 

以下、本事業の有効性をさらに高めるための視点について付言し

たい。 

 

イ 本事業とリンクさせた派遣授業の実施 

男女共同参画社会の推進のためには、もともと男女共同参画に関

心のある市民だけではなく、関心を有していない市民に意識付けを

行うことにも重点が置かれるべきである。 

本事業は、男女共同参画の意識づくりについて、若年層から裾野

を広げていくことがより効果的であることに着目し、小・中学生向

け啓発誌の発行を行うというものであり、男女共同参画の意識づく

りに効果的であると考える。 

もっとも、啓発誌を受け取った小・中学生が必ずしも自発的に読

むとは限らず、また、読んだとしても１度きりでは、男女共同参画

の意識づくりが十分になされるとは考えにくい。 

啓発誌の内容とリンクさせるような形で、小・中学校における派

遣事業など開催し、その中で男女共同参画への意識づくりを若年層

から形成していくことも検討すべきであると考える。 

市内の小・中学校の数が一定程度限られていることからすると、

派遣事業の実施は難しい課題とまではいえず、実効性も期待できる

ため、ＤＶ防止出前講座を実施する機会に合わせて「あなたとわた

し」および「ＹＯＵ＆ＭＥ」を補助教材とした講義を実施する等、

従前からの事業との組み合わせ等も検討されたい。 
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６ 啓発資料等の貸出し 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、函

館市女性センター条例、第３次はこだて輝きプラン等である。 

本事業は、指定管理者の管理業務として実施されており、指定管

理に係る委託料の財源の一部に、女性センター使用料を充てている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

男女共同参画の意識づくりのための啓発事業の一環として、男女

共同参画社会の推進を図ることを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

女性センターにおいて、図書コーナーを開放し、男女共同参画関

係図書等の購入・貸出、インターネット閲覧サービスを行っている。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、本事業は、女性センターの指定管理者の管理業務として実

施されており、事業費は、女性センターの施設の管理に係る決算報

告書によるものである。 

また、決算額には、本事業のほか、男女共同参画情報誌「マイセ

ルフ」の印刷代、メールマガジン関係費等の男女共同参画推進費用

が含まれている。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 107,712 245,360 249,540 
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オ 実績 

直近３年間の利用者等の実績は、次のとおりである。 

（単位：人／冊） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

閲覧利用者数 30 39 21 

貸出利用者数 284 242 222 

貸出書籍数 600 521 450 

インターネット

閲覧利用者数 
228 220 183 

新規購入書籍数 15 18 23 

 

カ 事業の概観 

（ア）図書コーナーの開放 

女性センターの開館時間である午前９時から午後９時まで、図

書コーナーは自由に閲覧利用ができる。 

（イ）図書等の貸出 

図書コーナーの書籍を貸出ししており、貸出期間は２週間であ

る。 

（ウ）インターネット閲覧サービス 

常設されているパソコンを使用したインターネット閲覧サービ

スを提供している。 

（エ）蔵書について 

令和５年度（２０２３年度）の購入図書２３冊の中には、文学

作品を数冊含むほかは、「トランスジェンダー入門」、「それで

も母親になるべきですか」など男女共同参画に関係するものであ

った。 

 

⑵ 監査の結果 

女性センターにおいて、男女共同参画関係図書などの貸出等を行う

ことは、市民が新しい情報に出会い、より深く理解し、男女共同参画

社会の推進を図ることに寄与するものであり、非常に重要かつ意義の

大きな事業である。 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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７ 男女共同参画パネル展の開催 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、第

３次はこだて輝きプラン等である。 

特段の予算措置は講じられていない。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

６月２３日から２９日までの「男女共同参画週間」にちなみ、多

くの市民に男女共同参画社会の実現について考えてもらうことを目

的とする。 

 

ウ 事業の内容 

以下のようなテーマで、例年２５枚程度のパネル展示を行ってい

る。 

（ア）男女共同参画に係る国の取組状況等を紹介するもの 

（イ）函館市の取組状況や、意識調査の結果などを紹介するもの 

（ウ）ＬＧＢＴ、性の多様性や、函館市パートナーシップ宣誓制度な

どを紹介するもの 

（エ）女性センター、人権擁護委員協議会からの出展協力によるもの

や、内閣府男女共同参画局のポスター等の掲示 

 

エ 実績 

直近３年間の開催実績は、次のとおりである。 

 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

日 時 6 月 21～25 日 6 月 23～29 日 6 月 26～30 日 

場 所 
函館市役所 

１階市民ホール 

函館コミュニティ

プラザＧスクエア

フリースペース 

函館市役所 

１階市民ホール  

 

オ 事業の概観 

男女共同参画社会基本法の公布・施行日である６月２３日を記念

し、毎年６月２３日から２９日までの１週間が「男女共同参画週間」
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となっている。 

本事業は、この「男女共同参画週間」にちなみ、多くの市民に男

女共同参画社会の実現について考えてもらうため、市役所や市の管

理する施設で、市民に向けて男女共同参画に関する取組や情報を提

供するものである。 

具体的な内容としては、国の取組や市の取組状況、意識調査の結

果の紹介、さらにはＬＧＢＴなど性の多様性や函館市パートナーシ

ップ宣誓制度などの紹介等を行っている。 

また、各報道機関に男女共同参画パネル展の開催について、報道

の協力を依頼している。 

本事業は男女共同参画社会の推進を図ることに寄与するものであ

り、本事業は非常に重要かつ意義の大きな事業である。 

展示の内容についても、男女共同参画において、市民に必要な情

報が相当程度盛り込まれている。 

 

⑵ 監査の結果 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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８ 父親向け家事講座の開催 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、第

３次はこだて輝きプラン等である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

男女共同参画の実現には、男女が共に家事・育児・介護を担って

いくことが大切であることから、男性が気軽に家事に参画するきっ

かけとなるよう、家事に不慣れな父親とその子どもを対象にした初

心者向け講座を開催し、男性の家事・育児参画の促進を図ることを

目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

男女共同参画の推進の一環として、男女の固定的な役割分担とい

う視点を排除し、男性の家事・育児への参画を促すべく、男性が子

どもと一緒に気軽に家事に参加するきっかけづくりとなる講座を開

講する。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、本事業は令和４年度（２０２２年度）から実施されている。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 － 56,000 68,836 

 

オ 実績 

直近２年間の実績は、次のとおりである。 

【令和４年度】 

開催日 講座名 参加者（定員） 

8 月 17 日 料理講座 ６組１４名（８組） 

10 月 16 日 料理講座 ８組１９名（８組） 

１月 19 日 洗濯もの片づけ講座 １０組２１名（１５組） 
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【令和５年度】 

開催日 講座名 参加者 

７月 29 日 掃除講座 ５組１２名 

１月 14 日 料理講座 ９組２２名 

 

カ 事業の概観 

（ア）令和４年度（２０２２年度）の実施状況 

令和４年度は、関係部局と共催の形で、料理講座を２回、洗濯

もの片づけ講座を１回開催した。 

参加動機としては、「子どもと料理、家事をしたかったから」

「妻、子、親、職場で勧められたから」という参加者が多く、講

座の内容としては、ほぼ参加者の全員が「大変役に立つ」または

「役立つ」と回答していた。 

 

（イ）令和５年度（２０２３年度）の実施状況 

令和５年度は、掃除講座を１回、料理講座を１回開催した。 

参加者からのアンケートの結果は、次のとおりである。 

 

・催しを何で知ったか（複数回答可） 

１ 職場、知人              ３５％ 

２ 市政はこだて             ２１％ 

３ チラシ                ２１％ 

４ 市のホームページ           １４％ 

５ ＳＮＳ                １４％ 

６ 新聞、テレビ、ラジオ          ７％ 

７ その他                 ７％ 

 

・講座に参加した動機（複数回答可） 

１ 子どもと料理、家事をしたかったから  ９２％ 

２ 妻、子、親、職場で勧められたから   ３５％ 

３ 料理、家事に関心があったから     ２６％ 

４ メニュー、テーマに関心があったから  ２１％ 

５ 無料だったから            ２１％ 

６ 講師に関心あったから          ０％ 

７ 料理、家事をしたことがなかったから   ０％ 

８ その他                 ０％ 
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・講座に参加した目的（複数回答可） 

１ 家事を分担するため          ７８％ 

２ 育児に参加するため          ７１％ 

 

・講座の内容は役に立ちそうか 

１ 大変役に立つ             ７１％ 

２ 役立つ                ２８％ 

３ わからない               ０％ 

４ あまり役に立たない           ０％ 

５ 役立たない               ０％ 

 

⑵ 監査の結果 

ア 男性の家事への参画の重要性 

男女が共に家事・育児・介護を担っていくことは、まさに「社会

及び家庭における男子の伝統的役割を女子の役割とともに変更する

ことが男女の完全な平等の達成」（女子差別撤廃条約 前文）のた

めに必要不可欠な視点である。 

 

イ 参加者の意識の変化 

令和５年度（２０２３年度）のアンケート結果によると、講座の

内容としては、参加者の全員が「大変役に立つ」または「役立つ」

と回答しており、育児や家事に関し、新しい発見をした男性が多い

ものと考えられ、男性が家事に参画するきっかけになったといえる。 

 

ウ まとめ 

本事業は、男女共同参画の推進、実現の下支えとなる重要な意義

を有するものであり、本事業は、適切に実施されており、指摘すべ

き問題はない。 
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９ メールマガジンによる情報発信、提供 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、函

館市女性センター条例、第３次はこだて輝きプラン等である。 

本事業は、指定管理者の管理業務として実施されており、指定管

理に係る委託料の財源の一部に、女性センター使用料を充てている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

講座等の紹介や情報提供を通じて、男女平等意識の醸成および雇

用の場における男女共同参画の拡大を重点課題とし、広く男女共同

参画を推進することを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

女性センターでの各種講座や、男女共同参画社会に関する講座・

講演会などのイベント情報、職場や家庭地域でのサポート体制に関

する最新の情報を盛り込んだメールマガジン「Hakodate☆かがやき

ネット」を、毎月１回、月末にインターネットで配信している。  

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、本事業は、平成２２年（２０１０年）から女性センターの

指定管理者の管理業務として実施されており、事業費は、女性セン

ターの施設の管理に係る決算報告書によるものである。 

また、決算額には、メールマガジン関係費のほか、男女共同参画

情報誌「マイセルフ」の印刷代等の男女共同参画推進費用が含まれ

ている。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 107,712 245,360 249,540 
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オ 実績 

直近３年間のメールマガジン配信実績は、次のとおりである。 

なお、令和５年度（２０２３年度）には、過去に発行したメール

マガジンからコラムをまとめた「コラム集」を４月、７月、１０月、

１月の４回、計８００部発行している。 

（単位：回） 

 

カ 事業の概観 

内閣府男女共同参画局、北海道、函館市、関連施設等の情報や、

女性センターの事業案内、おすすめ図書、コラムなどを掲載し、毎

月月末に配信している。 

 

⑵ 監査の結果 

 
【意見２】 
情報発信の手段として、ＳＮＳの活用に注力することを検討され

たい 
 

ア 利用者数が非常に少ないこと 

メールマガジンの登録は、メールアドレスを入力し、アドレスに

届く認証画面のＵＲＬをクリックするだけで、比較的簡単に手続を

行うことができ、市民が望めば十分にアクセスが可能な状態にはな

っている。 

しかし、メールマガジンの登録者数は、７０人程度とあまりに少

数である。 

近時は、各種ＳＮＳによる情報発信、情報の検索が一般的であり、

メールマガジンという形式はやや古い手法となりつつある。 

また、メールマガジンへの登録は、男女共同参画について関心が

ある市民に限られるといえ、もともと関心を有していない市民への

意識付け、入り口としてのツールとはなりにくい。 

メールマガジンの記事の作成の労力とその効果とを比較すると、

情報発信の手段としては非効率的であると指摘せざるを得ない。 

 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
配信回数 14 14 14 
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イ ＳＮＳの活用状況 

女性センターでは、すでにインスタグラム、Ｘ、フェイスブック

といったＳＮＳを情報発信に活用しており、現在、インスタグラム

のフォロワー数が２５２人、Ｘが２５５人、フェイスブックが149

人と、いずれもメールマガジンの２倍、３倍を超える登録者数とな

っている。 

 

ウ ＳＮＳの活用に注力することのメリット 

ＳＮＳは、その特性上、メールマガジンと比べ一度に発信できる

情報量が少ないというデメリットはあるが、少ない労力でより広い

範囲に情報発信が可能になるというメリットは大きいため、より多

くの市民に対する情報発信という観点から、メールマガジンの発行

継続について見直しを検討されたい。 

 

  



 

71 
 

１０ 意識調査の実施 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、第

３次はこだて輝きプラン等である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

第３次はこだて輝きプランの推進にあたり、市民の男女共同参画

に関する意識や現状を把握し、今後の取組の参考とすることを目的

とする。 

 

ウ 事業の内容 

市は、男女共同参画の推進に関し、市・市民・事業者が一体とな

って取り組むため、函館市男女共同参画推進条例において、基本的

政策の策定にあたっては、市民および事業者の意見を反映すること

ができるよう必要な措置を講じなければならないと定め、また、現

計画である第３次はこだて輝きプランにおいても、その推進にあた

っては、継続的に市民および事業者の意識や実態を把握し、時系列

的に比較検証することとしている。 

意識調査は５年ごとに実施されており、最新の意識調査は令和３

年度（２０２１年度）に実施され、その結果は現計画の中間見直し

の基礎資料となっている。 

 

エ 事業費の推移 

令和３年度（２０２１年度）およびその前回の平成２８年度（ 

２０１６年度）に行われた事業費決算額等は、次のとおりである。 

（単位：円） 
区 分 平成２８年度 令和３年度 

賃金、共済費 1,042,275 0 

需用費 57,213 37,675 

役務費 510,908 519,548 

委託料 0 413,600 

合計 1,610,396 970,823 
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※ 賃金、共済費は、臨時職員の賃金および社会保険料、雇用保

険料（事業主負担分）である。 

※ 需用費は主に印刷製本費、役務費は通信運搬費である。 

※ 委託料はデータ入力および集計一式に係る外部委託費である。 

 

オ 実績 

直近３回の実績は、次のとおりである。 

 

【市民意識調査】 
区分 平成23年８月 平成28年８月 令和３年８月 

配付数 

（回答率） 

2,000部 

（37.8％） 

2,000部 

（38.9％） 

2,000部 

（39.7％） 

調査票 Ａ４（両面４枚） Ａ４（両面６枚） Ａ４（両面６枚） 

概要 

・男女平等価値観 

・男女の役割分担 

・男女の人権 

・男女の就業 

・介護と子育て 

・男女平等価値観 

・男女の役割分担 

・男女の人権 

・男女の就業 

・ワーク・ライフ 

・バランス 

・介護と子育て 

・防災・復興 

・男女平等価値観 

・男女の役割分担 

・男女の人権 

・男女の就業 

・ワーク・ライフ 

・バランス 

・介護と子育て 

・ＬＧＢＴ 

・防災・復興 

調査方法 

配付：郵送 

回収：郵送 

配付：郵送 

回収：郵送 

配付：郵送 

回収：郵送または

インターネット 

調査機関 
市民部市民・男女

共同参画課 

市民部市民・男女

共同参画課 

市民部市民・男女

共同参画課 

 

【事業者意識調査】 
区分 平成 23 年８月 平成 28 年８月 令和３年８月 

配付数 

（回答率） 
300部 

（42.3%） 

300部 

（40.7%） 

300部 

（40.0%） 
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カ 事業の概観 

令和３年度（２０２１年度）の調査内容は、次のとおりである。 

 

区分 市民意識調査 事業者意識調査 

調査地域 函館市全域 同 

調査対象 18歳以上の男女 市内に所在地のある事業所 

標本数 2,000人（男女各1,000人） 300社 

抽出方法 

住民基本台帳から年齢別（10

歳区切り）および男女構成比

別の無段階無作為抽出。電算

処理については情報システム

課に依頼 

総務省統計局へ令和元年度事

業所母集団データーベースか

ら市内事業所情報の提供を依

頼 

調査内容 

・男女平等価値観 

・男女の役割分担 

・男女の人権 

・男女の就業 

・ワークライフバランス 

・介護と子育て 

・ＬＧＢＴ 

・防災・復興 

・女性従業員の活用 

・育児や介護に関する制度 

・ハラスメントについて 

配付物 

・依頼文 

・調査票Ａ４（両面６枚） 

・条例のあらまし 

・返信用封筒 

・依頼文 

・調査票Ａ４（両面３枚） 

・条例のあらまし 

・返信用封筒 

調査方法 

配付：郵送 

回収：郵送またはインターネ

ット 

同 

調査時期 
令和３年８月上旬配付 

～９月上旬提出期限 

同 

報告書 

作成時期 

令和４年２月 

※200部作成：男女共同参画

審議会委員、行政機関、庁

内各部局などへ配布するほ

かホームページにも掲載 

同 

 

過年度の調査からの変更点は、次のとおりである。 

 

（ア）市民意識調査の対象年齢を、「２０歳以上」から「１８歳以上」

に引き下げ 

以前からの課題である若年層の回答率の低さを解消するため、

選挙権年齢の引き下げに合わせ、対象年齢を満１８歳以上に引き

下げた。 
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（イ）ＬＧＢＴに関する調査項目の追加 

第３次はこだて輝きプランに「ＬＧＢＴ（性的少数者）の理解

の促進」の事業が追加されたため、調査項目に追加した。 

 

（ウ）回答方式にインターネットでの回答を追加 

回答率向上や集計業務の負担軽減への取組として、インターネ

ットでの回答を選択できるようにした。 

 

（エ）データ入力および集計作業等を外部委託とすることにより、事

業費を削減した。 

 

⑵ 監査の結果 

 
【意見３】 

回答率向上のための周知・広報等を工夫されたい 

  
 

ア 回答率が低いこと 

上記⑴オで確認したように、本調査における回答率は市民で39.7 

％、事業所で４０％に留まっている。 

 

イ 適切な基礎資料の必要性 

有効・適切な政策を立案・実行していくにあたっては、まず正確

な実態の把握が必要である。 

そのためには、十分な統計資料を収集することが必要不可欠であ

る。 

この意識調査は、継続的に市民および事業者の意識や実態を把握

し、時系列的に比較検証するために行うものであり、市における男

女共同参画の推進状況を確認するための根幹となり、非常に重要な

ものである。 

 

ウ 回答率向上の必要性について 

男女共同参画に係る意識調査に対して、元々男女共同参画に意

識・関心がある方が回答してくれるのは、当然想定されることであ

るため、回答率が５０％にも届いていないことを鑑みると、意識調

査の結果が、真に市民全体の意識を反映するものとなるためには、
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さらなる回答率の向上が必要である。 

インターネットを利用した回答を可能にするなど、市としても回

答率向上に取り組んでいる中、さらに有効な工夫・対応を検討・実

行することは容易ではないが、この意識調査が施策の推進状況の現

状把握やその先の政策決定に極めて重要なものであることから、周

知・広報の在り方や意識調査の具体的な実行方法自体の見直しなど

の工夫を求めざるを得ないものである。 
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１１ 市の新規採用職員研修における取組 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、第

３次はこだて輝きプラン等である。 

特段の予算措置は講じられていない。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

新規に採用される市職員が男女共同参画の視点を身につけ、各種

事業の施策に取り組むことを目的としている。 

 

ウ 事業の内容 

函館市の新規採用職員研修における「表現ガイドライン」の周知。 

 

エ 事業の概観 

第３次はこだて輝きプランには、男性と女性の固定的な役割分担

の見直しや人権尊重に基づいた表現の啓発について盛り込まれてお

り、職員一人一人が男女共同参画の視点を持ち、各種事業の施策に

取り組むことは極めて重要であると位置付けられている。 

男女共同参画社会基本法や北海道男女平等推進条例などを根拠と

して、法的広報の作成に関しては、内閣府男女共同参画局および北

海道環境生活部男女平等参画室から、それぞれ男女共同参画の視点

からの公的広報の手引きが発行されている。 

これらの国や北海道の手引きを踏まえ、庁内の若手職員で構成す

るワーキンググループにより、市が行うあらゆる情報発信における

望ましい表現の仕方や留意点について検討を重ね編集したものが

「表現のガイドライン」である。 

市が行う情報の発信の全てが対象であり、議案、定期刊行物、白

書や報告書等の刊行物、報道発表資料、ポスター、パンフレットな

ど、様々な場面において、情報発信の際に気に留めておくべきこと

が分かりやすく書かれている。 

「表現のガイドライン」を新規採用職員研修で配付するなどの方

法により意識啓発を行っている。 
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⑵ 監査の結果 

本事業は、市の新規採用職員が男女共同参画の視点を身に付けたう

えで、各種業務や施策に取り組むために必要不可欠なものであり、適

切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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【教育・学習に関する事業】 

 

１２ 女性センターにおける各種講座の開催 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、函

館市女性センター条例、第３次はこだて輝きプラン等である。 

本事業は、指定管理者の管理業務として実施されており、指定管

理に係る委託料の財源の一部に、女性センター使用料を充てている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

男女共同参画の意識づくりのための啓発事業を通して、男女共同

参画社会の推進を図るとともに、就業支援等に関する講座を実施し、

あらゆる分野への男女共同参画の促進を図ることを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

男女共同参画の意識づくりや就業支援に係る取組を進めるため、

女性センターにおいて学習講座のほか、文化・教養講座や料理教室

等を開催している。（具体的な実施内容は、本章第４「２ 函館市

女性センターについて」の「(5)事業の概要について」参照。） 

  

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、本事業は、女性センターの指定管理者の管理業務として実

施されており、事業費は、女性センターの施設の管理に係る決算報

告書によるものである。 

また、決算額には、講座の開催費（講師謝礼金、旅費）のほか、

託児体制の整備のための費用等（保育士賃金、需用費）が含まれる。 

 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 914,745 813,310 712,515 
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オ 実績 

直近３年間の実績は、次のとおりである。 

実施回数および受講者数は延べ数である。 

【令和３年度】 

（単位：回／人） 

講座の種別 講座数 実施回数 受講者数 

学習講座 12 36 382 

文化・教養講座 9 34 354 

料理教室 9 12 135 

 

【令和４年度】 

（単位：回／人） 

講座の種別 講座数 実施回数 受講者数 

学習講座 9 32 305 

文化・教養講座 9 29 339 

料理教室 7 12 139 

 

【令和５年度】 

（単位：回／人） 

講座の種別 講座数 実施回数 受講者数 

学習講座 8 29 249 

文化・教養講座 11 31 315 

料理教室 8 10 112 

 

カ 事業の概観 

学習講座の枠組みの中では、「ＬＧＢＴＱ理解促進講座『アライ』

の輪を広げよう」など、先端的な議論を学習できる講座が用意され

ているほか、就労支援につながる「ワード」「エクセル」を学ぶ講

座が開催され、令和４年度（２０２２年度）には、「ＬＧＢＴＱ支

援相談基礎講座」、「介護制度丸わかり教室」、「精神的ＤＶの心

理的影響について」などの、男女共同参画に関する講座が多く開催

された。 

各種学習講座、文化・教養講座の中には、一見すると男女共同参

画との直接の結びつきが薄いテーマ・題材なども含まれているが、

幅広いテーマ設定は、文化的な体験等を通して、広く市民に女性セ

ンターや、ひいては男女共同参画についても関心を持ってもらうこ



 

80 
 

とに主眼を置いているものである。例えば料理教室は、男性の参加

が、固定化された男女の役割からの脱却という、男女共同参画にと

って非常に重要な視点を提供する一つのきっかけづくりになるなど、

日常家事における男女共同参画を促進するものであるし、文化・教

養等について、親子で参加するイベントなどは、家族の在り方など

男女共同参画の理解促進に資するものである。 

講座等の開催時においては、生後６か月以上の未就学児を対象に

した託児施設も整備しており、主催講座の全てで予約受付可能であ

る。 

 

⑵ 監査の結果 

講座数や実施数についても、委託先である女性センターのキャパ

シティによる制約等の中では適切であり、支出についても不必要・

過大なものは見受けられず、本事業は、適切に実施されており、指

摘すべき問題はない。 
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１３ 講座等の開催時における託児体制の整備 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、函

館市女性センター条例、第３次はこだて輝きプラン等である。 

本事業は、指定管理者の管理業務として実施されており、指定管

理に係る委託料の財源の一部に、女性センター使用料を充てている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

男女共同参画の意識づくりのための啓発事業を通して男女共同参

画社会の推進を図ることを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

男女共同参画の意識づくりを進めるため、女性センターにおいて

開催する学習講座、文化・教養講座、料理教室等の開催時に、託児

施設を整備している。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、本事業は、女性センターの指定管理者の管理業務として実

施されており、事業費は、女性センターの施設の管理に係る決算報

告書によるものである。 

また、決算額には、講座の開催費（講師謝礼金、旅費）のほか、

託児体制の整備のための費用等（保育士賃金、需用費）が含まれて

いる。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 914,745 813,310 712,515 

 

  



 

82 
 

オ 実績 

直近３年間の実績は、次のとおりである。 

（単位：回／人） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
実施回数 43 9 14 

利用者数 75 22 18 

 

カ 事業の概観 

講座等の開催時において、生後６か月以上の未就学児を対象にし

た託児施設を整備しており、主催講座の全てで予約受付可能である。 

令和４年度（２０２２年度）、令和５年度（２０２３年度）は、

令和３年度（２０２１年度）に比べ、利用者数や実施回数が少ない

が、託児は、利用申込が無ければ実施しないため、受講者の家庭等

が託児を必要とせず、他に子どもの面倒を見る人がいる場合などは、

実施回数は少ないものである。 

 

⑵ 監査の結果 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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１４ ワーク・ライフ・バランスに関する出前講座の開催 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、函

館市ワーク・ライフ・バランスアドバイザー派遣事業実施要綱、第

３次はこだて輝きプラン等である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

男女共同参画の意識づくりのための啓発事業を通して男女共同参

画社会の推進を図ることを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、仕事と家庭生活の

調和に配慮した職場環境づくりに取り組もうと考えている企業等や、

就労前の学生が労働関係法令や仕事と生活の調和の重要性などの理

解を深めるための講座を開催する高等教育機関等に対し、専門的知

識を有するアドバイザーを派遣する。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 229,000 89,500 112,000 

 

オ 実績 

直近３年間の派遣実績は、次のとおりである。 

 

 

 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
企業・事業者 ５事業所９回 １事業所１回 ２事業所２回 
高等教育機関 ３校４回 ３校４回 ４校５回 
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カ 事業の概観 

ワーク・ライフ・バランスアドバイザーは、社会保険労務士や中

小企業診断士等の専門的知識を有し、仕事と生活の調和の推進に精

通しているものとして市長が選任した団体から、講師として派遣さ

れる。 

企業等への派遣に関しては、派遣時間は２時間以内、派遣回数は

年３回以内となっている。高等教育機関等や団体等が開催する講座

への講師派遣については、派遣時間は１時間３０分以内、派遣回数

は年１回以内となっている。 

事業における実施内容は、次のとおりである。 

 

（ア）企業等への派遣 

① 性別に関わらず誰もが働きやすい職場環境づくりを図るた

めの現状把握・課題の明確化 

② 仕事と生活の調和に配慮した働き方を実現するための多様

な労働環境整備に向けた提案 

③ 働きやすい職場環境づくりのための制度導入や各種助成金

等の活用のアドバイス 

 

（イ）高等教育機関や団体等が開催する講座への講師派遣 

① 働くときに必要な労働関係法令と各種制度の基礎知識に関

すること 

② 労働者の人権に関すること 

③ トラブル発生時の相談窓口と相談方法に関すること 

④ 仕事と生活の調和の重要性と男女共同参画の視点に立った

職場環境の意識啓発 

 

⑵ 監査の結果 

 
【意見４】 
本事業がより積極的に活用されるよう、周知・広報の方法を工夫

されたい 
 

ア 本事業の評価 

本事業に基づいて講師の派遣を受けた企業等の担当者からは、ワ

ーク・ライフ・バランスの見直しのため、現在の勤務状況の問題点
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を洗い出し、ボトムアップで職場全体の環境改善を行い、生産的で

働きがいのある職場を目指すきっかけになったという報告がなされ

ていた。 

また、高等教育機関等におけるアンケートの結果でも、本講座は

社会人となった際に非常に役立つとの意見が多かった。また、ワー

ク・ルールについて、聞いたことがあるのみで詳しい内容は知らな

かったという学生が多く、担当の教員からは、就職試験に合格する

ことに目線が行きがちな生徒にとって、就職する前に働くことに対

する心構えを意識することができたと思う、という意見があった。 

このように、本事業は、事業者や学生にワーク・ライフ・バラン

スに関する意識を高め、職場改善のきっかけとして大変有効なもの

になっており、重要な意義を有するものと評価できる。 

 

イ 実績が少ないこと 

他方で、令和５年度（２０２３年度）に本事業が実施された企

業・事業者は２社、高等教育機関は４校に留まっており、総数とし

て少なく、高等教育機関は横ばいか微増であるものの、企業・事業

者については令和３年度（２０２１年度）の半数以下となっている。 

 

ウ ワーク・ライフ・バランスの意識・推進の重要性 

ワーク・ライフ・バランスの意識や職場改善は、男女共同参画の

推進の観点からも極めて重要なものであることは言うまでもない。 

そして、本事業の講座を受講していない企業にこそ、本来はワー

ク・ライフ・バランスを意識してもらうことが必要である。 

 

エ まとめ 

以上から、ワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、本事業

の積極的かつ有効な周知・広報について検討・工夫することを求め

る。 
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【人権尊重に関する事業】 

 

１５ 函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協議会代表者会議等の開催 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、ＤＶ防止法である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は子ども未来部子育て支援課である。 

 

イ 事業の目的 

函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協議会（以下この項にお

いて「協議会」という。）は、配偶者等からの暴力を受けた者の適

切な保護が行われるよう、関係機関の連携・協力を図ることを目的

とする。 

 

ウ 事業の内容 

協議会の活動内容は、以下のとおりである。 

（ア）配偶者等からの暴力に係る情報交換、研究、研修の実施 

（イ）配偶者等からの暴力の防止啓発や相談窓口等の周知 

（ウ）被害者および支援を要する者に対する支援の内容に関する協議 

（エ）その他協議会の目的を達成するために必要な活動 

 

エ 事業費の推移 

本事業については、協議会が書面による開催となっているため、

直近３年間の事業費の執行はなかった。 

 

オ 実績 

（ア）活動状況 

各構成機関の取組は、次のとおりである。 
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【相談窓口の開設】 

機 関 相談窓口 

函館地方法務局人権擁護課 
みんなの人権１１０番 

女性の人権ホットライン等 

北海道渡島総合振興局環境生活課  配偶者暴力相談支援センター 

北海道警察函館方面本部 函館方面本部警察相談センター 

函館被害者支援連絡協議会 函館被害者相談室 

函館家庭生活カウンセラークラブ 家庭生活相談 

ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館 
ＤＶ相談、女性相談、性暴力被害

者相談等 

函館市女性センター ＤＶ・虐待・離婚相談 

日本司法支援センター函館地方事務所  弁護士相談 

市民部くらし安心課 市民相談 

子ども未来部子育て支援課 函館市配偶者暴力相談支援センター 

 

【一時保護等】 

函館市民生事業協会、ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館 

 

【証明書発行等】 

配偶者暴力相談支援センター 

函館市配偶者暴力相談支援センター 

 

【保護命令に係る書面提出】 

函館市配偶者暴力相談支援センター 

 

【ＤＶ防止啓発事業】 

機 関 事 業 

北海道警察函館方面本部 

ほか 
非行防止教室 

函館ＹＷＣＡ 

・ＣＡＰグループ 

ＣＰＡプログラム 

（子どもの人権、子どもへの暴力防止） 

函館人権擁護委員連合会 人権教室（いじめ防止）、デートＤＶ防止 

子ども未来部子育て支援課 中学生のためのＤＶ防止啓発出前事業 

ＮＰＯ法人 

ウィメンズネット函館 
ＤＶ防止、デートＤＶ防止講座 
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（イ）各相談窓口における相談件数等は、次のとおりである。 

【ＤＶに関する相談件数】 

（単位：件（延べ）） 
相談窓口 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

みんなの人権１１０番、 
女性の人権ホットライン等 
（函館地方法務局人権擁護課） 

8 20 12 

配偶者暴力相談支援センター 
（北海道渡島総合振興局環境生活課）  

48 46 82 

函館方面本部相談センター 
（北海道警察函館方面本部） 

6 11 2 

函館被害者相談室 
（函館被害者支援連絡協議会） 

1 1 1 

家庭生活相談 
（函館家庭生活カウンセラークラブ）  

4 7 0 

ＤＶ相談等※ 

（ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館）  
4,141 3,933 4,432 

ＤＶ・虐待・離婚相談等 
（函館市女性センター） 

68 53 140 

法テラス函館 
（日本司法支援センター） 

31 36 32 

市民相談 
（市民部くらし安心課） 

10 7 12 

函館市配偶者暴力相談支援センター  
（子ども未来部子育て支援課） 

333 412 365 

合 計 4,650 4,526 5,078 
※ウィメンズネット函館の件数には、ＤＶに関する相談のほか、就業の
促進、住宅の確保などの情報提供や関係機関等との連絡なども含む。 

【上記のうち、男性被害者側からの相談件数】 

（単位：件（延べ）） 
相談窓口 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

みんなの人権１１０番、 
女性の人権ホットライン等 0 0 1 

配偶者暴力相談支援センター 0 1 2 

函館方面本部相談センター 1 4 0 

函館被害者相談室 0 0 0 

家庭生活相談 0 1 0 

ＤＶ・虐待・離婚相談等 10 3 21 

法テラス函館 2 － － 

市民相談 4 0 0 

函館市配偶者暴力相談支援センター 18 9 14 

合 計 35 18 38 
※「－」は件数を把握していないもの。 
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【一時保護件数】 

（単位：件） 
相談窓口 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館 31 36 25 

社会福祉法人函館市民生事業協会 0 1 0 

合 計 31 37 25 

 

（ウ）ＤＶ防止啓発事業として実施されたＤＶ防止関連授業等は、次

のとおりである（再掲）。 

 

実施機関 主な授業内容 実施状況 
函館方面本部 

生活安全課 

（９警察署） 

非行防止  
小学校・中学校・高校 

       １４３校 ２５６回 

函館ＹＷＣＡ 

（ＣＡＰ 

グループ） 

子どもの人権 

 

〈子どもワークショップ〉 

児童発達支援センター  １園４回 

小学校         １校２回 

子どもへの 

暴力防止 

 

 

 

 

〈おとなワークショップ〉 

社会福祉法人     １法人１回 

児童発達支援センター  １園１回 

小学校         １校１回 

高等学校        １校１回 

短期大学        １校２回 

函館人権擁護 

委員連合会 
デートＤＶ  

高等学校        ２校２回 

専門学校        １校１回 

ＮＰＯ法人 

ウィメンズ 

ネット函館 

デートＤＶ 大学          １校１回 

ＤＶ・性暴力 

 

 

 

少年刑務所        １０回 

家庭生活カウンセラー    ２回 

ママと子どもの避難所体験会 １回 

人権擁護委員会       １回 

子ども未来部 

子育て支援課 
デートＤＶ  

中学校       １０校１０回 

高等学校       １校 １回 
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カ 事業の概観 

代表者会議では、配偶者等からの暴力全般についての情報交換や、

各構成団体の活動に係る実施状況について報告等を行う。 

令和５年度（２０２３年度）の主なトピックは、次のとおりであ

る。 

（ア）函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協議会の活動状況等 

（イ）各相談窓口における相談および一時保護件数等 

（ウ）ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館の相談件数等 

（エ）中学生のためのＤＶ防止啓発事業の実施状況 

（オ）ＤＶ防止関連授業実施状況 

（カ）函館市配偶者等からの暴力対策関係機関協議会の事業計画（案） 

 

⑵ 監査の結果 

 
【意見５】 
ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館と「函館市配偶者暴力相談支援

センター」との相談件数の調整を行う等の工夫・検討を求める 
 

ア 特定の法人への依存・負荷が大きい状態にあること 

各相談窓口における相談および一時保護件数等をみると、圧倒的

にＮＰＯ法人ウィメンズネット函館の相談件数が多い。 

同法人は、函館市における女性の支援、そのなかでもＤＶ問題等

において中心的な役割を果たす極めて重要な機関であり、その専門

性も高い。 

したがって、同法人への依存度が高くなってしまうことはやむを

得ないことではある。 

イ 特定の法人への依存・負荷が大きいことの弊害 

しかし、ＤＶのように、本来、行政機関が主体的に取り組むべき

問題について、特定の法人、外部機関への依存度・負荷が大きい状

態は決して健全な状態とはいえない。なぜなら、ＮＰＯ法人は当然

ながら民間の団体であり、その活動の継続性・永続性が制度的に保

障されているものではなく、何らかの事情で活動継続が困難になっ

たときに、市全体の行政サービスも同時に機能不全に陥りかねない

という体制は、決して健全なものとはいえない。 
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ウ 行政と外部機関とのバランス 

以上の観点から、特定の外部機関への負担が過剰にならないよう、

「函館市配偶者暴力相談支援センター」との相談件数の調整を行う

等の工夫を検討することを求める。 

また、現状のＮＰＯ法人への依存・負荷の大きさに照らせば、Ｄ

Ｖ問題について、現在ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館が担ってい

る多くの機能について、市が直接実施することについて、具体的な

検討を速やかに開始すべきである。 

 

エ なお、ＤＶ防止関連授業の実施状況についての監査結果は、「３

ＤＶ防止講座、デートＤＶ防止講座、ＤＶ防止啓発活動」に記載の

とおりである。  



 

92 
 

１６ 函館性暴力被害防止対策協議会代表者会議等の開催 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、犯罪被害者等基本法、第３次犯罪

被害者等基本計画である。 

財源として、国からの性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金

（性犯罪・性暴力被害者支援事業。総事業費の２分の１）が交付さ

れている。 

所管は子ども未来部子育て支援課である。 

 

イ 事業の目的 

函館性暴力被害防止対策協議会は、性暴力に関する被害者等に対

する適切な支援を行うとともに、性暴力の防止に関する活動を行う

ことを目的とする。 

なお、設立にあたっては、内閣府が実施した「男女間における暴

力に関する調査（令和５年度調査）」により、性暴力被害者が警察

に連絡・相談する割合はわずか１．４％であり、多くの被害者が被

害について誰にも相談しておらず、被害が潜在化することが明らか

になり、警察単独の取組では限界があることから、地域の自治体を

はじめ、医療機関やＮＰＯ法人などと連携した支援体制が求められ

ていることが背景にある。 

また、国では、犯罪被害者等の権利利益の保護を図ることを目的

に、平成１６年（２００４年）１２月「犯罪被害者等基本法」を制

定し、それに基づく「第３次犯罪被害者等基本計画（平成２８年～

令和２年）」では、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップセ

ンターの設置を促進することとし、地方公共団体や医療機関、犯罪

被害者等の援助を行う民間の団体間の連携・協力の充実強化を要請

している。 

 

ウ 事業の内容 

函館性暴力被害防止対策協議会の活動内容は、次のとおりである。 

（ア）被害者等への支援体制の構築 

（イ）被害者等への支援に関する情報交換および人材養成 

（ウ）性暴力の防止に関する教育および啓発活動 

（エ）その他協議会の目的を達成するために必要な事項 
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エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
事業費 3,579,280 3,858,078 5,858,900 

 

オ 実績 

（ア）代表者会議 

令和６年（２０２４年）２月２１日開催 

 

（イ）各種会議 

性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター 

全国オンライン会議（令和６年（２０２４年）３月１３日） 

 

（ウ）被害者の救援・支援関係 

①函館・道南ＳＡＲＴ（性暴力被害対応チーム） 

道内では、北海道と札幌市が平成２４年（２０１２年）に共

同設置した「性暴力被害者支援センター北海道（ＳＡＣＲＡＣ

Ｈ（さくらこ））」がその機能を果たしているが、函館・道南

地域においては、同センターへの電話相談と市内協力機関（産

婦人科１件、精神科１件）紹介のみの対応であり、本来もっと

も重要な付添い支援や被害者に対する心のケア等に対する支援

が行われていなかったため、平成３０年度（２０１８年度）よ

り、地域の行政、警察、拠点病院などが連携し「函館・道南Ｓ

ＡＲＴ」の運用を開始した。 

【相談件数】 

・ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館：延べ２１９件 

【拠点病院での対応件数】 

・市立函館病院：延べ７件 

・函館中央病院：延べ２件 

 

②性暴力被害者診療支援看護職（ＳＡＮＥＴ）養成講座 

（主催：特定非営利活動法人ゆいネット北海道） 

：受講状況３回／受講者５人 
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③特別講演会 

テーマ「性犯罪に関する法改正と子どもの被害」 

：参加者４０人 

 

④ＤＶ・性暴力被害者等の支援研修会 

「性暴力被害者支援スキルアップ講座」 全３回 

：参加者 会場２５人／オンライン２９人 

 

⑤ＲＩＦＣＲ（リフカー）研修会   ：開催１回／参加者７５人 

 

（エ）予防教育 

関係機関による実施状況は、次のとおりである（再掲）。 

 

実施機関 主な授業内容 実施状況 
函館方面本部 

生活安全課 

（９警察署） 

非行防止  
小学校・中学校・高校 

       １４３校 ２５６回 

函館ＹＷＣＡ 

（ＣＡＰ 

グループ） 

子どもの人権 

 

〈子どもワークショップ〉 

児童発達支援センター  １園４回 

小学校         １校２回 

子どもへの 

暴力防止 

 

 

 

 

〈おとなワークショップ〉 

社会福祉法人     １法人１回 

児童発達支援センター  １園１回 

小学校         １校１回 

高等学校        １校１回 

短期大学        １校２回 

函館人権擁護 

委員連合会 
デートＤＶ  

高等学校        ２校２回 

専門学校        １校１回 

ＮＰＯ法人 

ウィメンズ 

ネット函館 

デートＤＶ 大学          １校１回 

ＤＶ・性暴力 

 

 

 

少年刑務所        １０回 

家庭生活カウンセラー    ２回 

ママと子どもの避難所体験会 １回 

人権擁護委員会       １回 

子ども未来部 

子育て支援課 
デートＤＶ  

中学校       １０校１０回 

高等学校       １校 １回 
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カ 事業の概観 

代表者会議では、被害者等への支援および性暴力の防止活動全般

についての情報交換や、各構成団体の活動に係る実施状況について

報告等を行う。 

令和５年度（２０２３年度）の主なトピックは次のとおりである。 

（ア）会長の選任 

（イ）函館性暴力被害防止対策協議会の活動状況 

（ウ）函館性暴力被害防止対策協議会の活動計画 

 

性暴力被害防止対策協議会は、基本方針として「地域一体となっ

た推進体制」「被害者支援体制の円滑な運用」「子ども重視の予防

教育」を掲げており、実際に、行政や警察、医療、司法、教育、Ｎ

ＰＯ等の連携（「地域一体となった推進体制」）や、被害者のため

の相談（「被害者支援体制の円滑な運用」）を行っているほか、早

期の段階から性暴力に関する問題を対人関係の身近な問題と捉えて

もらうために、学生への講座（「子ども重視の予防教育」）を開催

している。 

 

⑵ 監査の結果 

上述のように、本事業は性暴力に関する問題の意識付け等の観点か

らも重要な事業であり、今後も継続して実施されることが望ましい。 

決算の内訳をみても、そのほとんどは性暴力被害者相談業務の委託

料（委託先はＮＰＯ法人ウィメンズネット函館）であり、本事業は、

適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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１７ 民間女性シェルターに対する運営補助 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本活動の根拠となる法令等は、函館市配偶者等暴力被害者自立支

援事業補助金交付要綱である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は子ども未来部子育て支援課である。 

 

イ 事業の目的 

本事業は、シェルターへの入所からステップハウスの入所、被害

者の自立支援までの総合的な支援を目指すことを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

（ア）ＤＶ被害者の身の安全を守る民間シェルター（アパート等を賃

借）の家賃などへの助成 

（イ）シェルター退所後の被害者の自立支援の場となる「ステップハ

ウス」の家賃への助成 

（ウ）ＤＶ被害者を対象とした就労支援に対する経費などへの助成 

（エ）ＤＶ被害者の精神面のケアのためのカウンセリングに係る経費

への助成 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

シェルター家賃 1,518,371 1,819,586 1,662,600 

ステップハウス家賃 720,000 720,000 720,000 

自立支援関係費 580,730 590,770 584,470 

シェルター移転経費 231,920 142,800 0 

合計 3,051,021 3,273,156 2,967,070 
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オ 利用者等の実績 

直近３年間の利用実績は、次のとおりである。 

（単位：件） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

民間シェルター 
一時保護件数 

31 36 25 

ステップハウス 
利用件数 

22 25 23 

 

カ 事業の概観 

（ア）委託先であるＮＰＯ法人ウィメンズネット函館は、平成１０年

（１９９８年）にＤＶ被害者の保護、自立支援を行うことを目的

に設立された法人であり、ＤＶ被害者を一時保護するため、道南

唯一の民間シェルターを運営するとともに、被害者に対する継続

的な相談活動の実施や、就業支援、住宅の確保など、様々な支援

活動を行っている。平日午前１０時から午後５時までの７時間、

相談窓口を開設しており、また、同法人は相談者のニーズを的確

に把握し、かつそれに伴う支援のノウハウも十分に蓄積されてい

る。 

 

（イ）なお、自立支援のための実施状況は次のとおりである。 

（単位：人） 
区 分 開催実績 参加者数 

就労支援講座 ６講座 計１１回 65 

インターンシップ ２か所 計１０日間 4 

カウンセリング ６回 32 

※就労支援講座およびカウンセリングは延べ人数 

 

（ウ）本事業は、シェルターへの入所からステップハウスの入所、被

害者の自立支援までの総合的な支援を目指すことを目的とするも

のであり、本事業は非常に重要かつ意義の大きな事業であるとい

える。 

 

⑵ 監査の結果 

民間シェルターにおける一時保護件数やステップハウス利用件数

は、毎年相当な数が認められる。 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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１８ 男女共同参画苦情処理制度の活用 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、同

施行規則、第３次はこだて輝きプラン等である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

市民または事業者からの男女共同参画に関する申し出に対し、助

言等を行うことを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

市長から委嘱された委員が、市民等からの男女共同参画に関する

苦情等の申し出に対し、適切な対応処理にあたる。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、事業費には、本事業のほか男女共同参画審議会の決算額も

含まれている。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 70,000 130,000 30,000 

 

オ 利用者等の実績 

直近３年間の実績は、次のとおりである。 

（単位：件） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

男女共同参画苦情 
処理制度申出件数 

1 0 0 

なお、上記事業費に含まれる男女共同参画審議会の開催実績は、

次のとおりである。 

（単位：回） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催回数 1 3 1 
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カ 事業の概観 

本制度は、函館市男女共同参画推進条例および同施行規則に基づ

き、平成１７年（２００５年）１０月１日からスタートした制度で

ある。 

市長から委嘱された委員が、市民からの男女共同参画に関する苦

情等の申し出に対し、処理にあたる。 

具体的には、市の施策等について男女共同参画の観点から苦情が

ある場合や、性別による差別的取扱いおよびセクシャルハラスメン

トなどの人権侵害に該当し、具体的な被害または不利益を被り、相

手方に対し改善等を求める場合に、苦情処理委員が必要に応じて、

申出人や関係者から話を聞く等の調査を行い、必要と認めるときは、

市の機関や関係者に対して改善の措置を取るよう意見や要望をなす

というものである。 

苦情処理委員の任期は２年、現在の定数は３人である。 

苦情処理委員からの意見書を受けて、改善の措置を講ずるとき、

あるいは講ずることができないときのいずれの場合も、市の機関は

苦情処理委員に対し報告等を行う。 

また、苦情の処理状況については、苦情処理制度に基づく申し出

には至らなかった相談件数も含め、男女共同参画審議会に報告され

ている。 

 

⑵ 監査の結果 

 
【意見６】 
男女共同参画苦情処理制度が市民に十分認知されているか、ま

た、本制度の活用案内が十分になされているか点検を行うこと

を求める 
 

ア 本制度が事実上活用されていないこと 

本制度の活用状況を確認したところ、令和３年度（２０２１年度）

に１件があったのみで、令和４年度（２０２２年度）および令和５

年度（２０２３年度）の件数は０件であった。 

 

イ 本制度が活用されることは望ましいことであること 

「苦情」処理の件数が少ないあるいは０であるということは、そ

れだけでは、男女共同参画の推進を証明するものとは言えない。 
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男女共同参画についての市民の意識が高まり、男女共同参画に関

する事柄についての問題意識が強くなるにつれ、これまで見過ごさ

れてきた事柄が、問題や課題として苦情の対象となっていくものと

考えられる。 

そのような観点からすれば、「苦情」処理の件数が増加すること

は、市における男女共同参画の促進の顕れと言える。 

したがって、本制度の活用が、市における男女共同参画の推進に

とって望ましいものである、という視点を持つことも重要である。 

 

ウ まとめ 

市は、男女共同参画審議会やその他の機関における議論を通じて、

また、その他あらゆる場面から、男女共同参画に関して生じている

問題や市民の声を吸い上げて、適切な機関が対応することができる

ような仕組みづくりを行っていく必要があり、男女共同参画苦情処

理制度もその一つであると考える。 

市民の声を聴くツールは、本制度が唯一のものである必要はなく、

本制度をより有効に活用すべく、制度自体の認知がされているかど

うかについても再度点検を行うべきである。 
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１９ 女性相談室の設置 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、国については、売春防止法であり、

市については、函館市母子・父子自立支援員業務要綱である。 

財源として、国から児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金

（補助基準額の２分の１）の補助を受けている。 

所管は子ども未来部子育て支援課である。 

 

イ 事業の目的 

本事業は、保護または自立のための援助を必要とする女性に係る

生活各般の問題についての相談に応じ、必要な指導を行うことを目

的とする。 

 

ウ 事業の内容 

配偶者からの暴力（ＤＶ）をはじめ、女性に関するあらゆる悩み

や相談に応じるため、女性相談室に専門の相談員を配置している。 

本事業は、平成２９年（２０１７年）から、相談業務の一部をＮ

ＰＯ法人ウィメンズネット函館に委託することにより、相談者の利

便性の向上を図るとともに、団体が有するノウハウを活用し、女性

相談体制の拡充を図っている。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館に対する委託料は含まれ

ていない。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 104,610 82,986 108,915 

 

オ 利用者等の実績 

直近３年間の利用実績は、次のとおりである。 

なお、ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館での利用実績は含まれて

いない。 

（単位：件（延べ）） 
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区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

夫婦・離婚相談 393 455 388 

家庭相談 118 154 114 

生活・経済相談 49 37 7 

職業相談 27 24 29 

健康相談 8 1 2 

性的な問題 3 0 1 

男女問題 9 4 4 

自分の問題 25 18 3 

その他 35 138 27 

計 667 831 575 

 

カ 事業の概観 

（ア）配偶者からの暴力（ＤＶ）をはじめ、夫婦離婚相談、生活健康

相談、職業相談といった女性に関する幅広い悩みや相談に応じる

ため、女性相談室に専門の相談員を配置している。 

 

（イ）相談員の配置状況は、福祉事務所子育て支援課内に３名、亀田

福祉課内に２名である。 

 

（ウ）相談業務の一部は、ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館に委託さ

れており、具体的な委託業務は、次のとおりである。 

① ＤＶ被害者（ＤＶ防止法に規定する被害者）以外からの相談

対応業務 

② 相談記録および実績報告書等の作成業務 

③ その他、相談者に対する必要な支援業務 

 

（エ）配偶者からの暴力といった女性に関する悩みについては、個人

の力だけではどうにもならない問題も含まれている。 

また、それ以外の問題についても、保護または自立の援助を必

要とする女性は多いものと考えられることから、本事業は非常に

重要かつ意義の大きな事業であるといえる。 

 

⑵ 監査の結果 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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２０ 性暴力被害者支援相談員の配置 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、犯罪被害者等基本法、第３次犯罪

被害者等基本計画である。 

財源として、国から性暴力・配偶者暴力被害者等支援交付金（性

犯罪・性暴力被害者支援事業。総事業費の２分の１）が交付されて

いる。 

所管は子ども未来部子育て支援課である。 

 

イ 事業の目的 

被害を受けた本人やその家族などからの相談を受け、要望に応じ

た必要な支援をコーディネートする拠点として設置し、性暴力や性

犯罪の被害に遭われた方を支援することを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

性暴力や性犯罪の被害に遭われた方を支援するため、被害を受け

た本人やその家族などからの相談を受け要望に応じた必要な支援を

コーディネートする拠点として「函館・道南ＳＡＲＴ」を設置した。 

本事業は、平成３０年（２０１８年）から、相談業務をＮＰＯ法

人ウィメンズネット函館に委託することにより、相談者の利便性の

向上を図るとともに、団体が有するノウハウを活用し、女性相談体

制の拡充を図るものである（前掲「１７ 民間女性シェルターに対

する運営補助」も参照）。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 3,579,280 3,858,078 5,858,900 
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オ 利用者等の実績 

直近３年間の利用実績は、次のとおりである。 

（単位：件） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

相談延件数 392 261 219 

うち新規 29 24 48 

うち再相談 363 237 171 

 

カ 事業の概観 

（ア） 名称   函館・道南ＳＡＲＴ 

（設置者：函館市、委託先：ＮＰＯ法人ウィメンズネット函館） 

（イ） 開設日  平成３０年（２０１８年）４月１日 

（ウ） 開設時間 月曜日から金曜日までの 

午前１０時から午後５時まで 

（エ） 電話番号 ０１３８－８５－８８２５ 

（オ） 目的   性暴力や性犯罪の被害に遭われた方を支援するた

め、被害を受けた本人やその家族などからの相談

を受け要望に応じた必要な支援をコーディネート

する。 

（カ） 対象者  性暴力・性犯罪による女性の被害者など 

（キ） 支援内容 被害相談（電話・面談）、急性期対応、付添支援、

関係機関（函館性暴力被害防止対策協議会による 

医療的支援、心理的支援、捜査関連支援）との連携 

 

⑵ 監査の結果 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
  



 

105 
 

２１ 性的少数者への理解の促進に関する事業  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、国については、性的指向及びジェ

ンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関す

る法律（以下「ＬＧＢＴ理解促進法」という。）であり、市につい

ては、函館市男女共同参画推進条例である。また、函館市パートナ

ーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱と関係するものである。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は、市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

本事業は、性の多様性に関する市民の理解を促進することを目的

とする。 

 

ウ 事業の内容 

（ア）性的少数者への理解の促進に向けたパンフレット「多様な性の

あり方 ＬＧＢＴを知っていますか？」の発行および配布 

性的少数者当事者が、ありのままに生きられるよう、偏見のな

い地域社会の実現を目指すべく、性的少数者への理解を促進する

内容のパンフレットを作成、配布する。 

パンフレットの内容は、次のような項目でＬＧＢＴに関する基

本的知識、当事者や家族のための相談窓口についての紹介のほか、

当事者に配慮すべきことなどを掲載している。 

ａ ＬＧＢＴに関する基礎知識 

ｂ カミングアウトについて 

ｃ 性的少数者に対して配慮すべきこと 

ｄ アライについて 

ｅ パートナーシップ制度について 

ｆ 性の多様性について 

ｇ 相談窓口について 

パンフレットはＡ４版３つ折りで４色印刷のものであり、毎年

３，０００部を作成し、学校関係、公共施設、病院、スーパー、

経済団体等に配布している。 
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（啓発パンフレット「ＬＧＢＴを知っていますか？」令和６年３月発行版） 

  



 

107 
 

（イ）市職員向け研修の実施 

市職員が、性の多様性について正しい知識を持ち、理解を深め

ることにより、窓口を訪れる市民に対し適切に対応するとともに、

性的少数者に対するハラスメントのない職場環境づくりを推進す

るため、市職員向け研修を実施している。 

令和５年度（２０２３年度）は、７月２７日に社会保険労務士

を講師に招いて実施され、参加人数は、会場２５名、オンライン

１０名であった。 

また、令和３年（２０２１年）４月に職員向けのハンドブック

「函館市職員のためのＬＧＢＴ等対応ハンドブック～多様な性の

あり方を理解し、サポートできる職員であるために」を作成し、

ホームページで公開している。 

 

（ウ）啓発イベント開催 

ａ 性の多様性に関する市民の理解促進、「函館市パートナーシ

ップ宣誓制度」の周知を図るため、ＬＧＢＴ等性的少数者を

テーマとした映画の上映会および講演会を実施した。 

開催日時 令和５年８月２６日（土曜日） 

午後１時～午後３時３０分 

上映映画 「カランコエの花」 

講師   中谷衣里氏 

開催場所 函館市中央図書館 視聴覚ホール 

参加者  ５２名 

 

ｂ 性的少数者に関する活動団体「レインボーはこだてプロジェ

クト」が主催する「虹をはいて歩こう」の連携事業として、

講演会およびトークセッションを開催した。 

開催日時 令和５年１０月２８日（土曜日） 

午後１時～午後２時３０分 

開催場所 函館蔦屋書店 ２階 

講師   ケンタ氏 

トークセッションパネリスト 満島てる子氏、ケンタ氏 

参加者  ５０名 
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エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

 

（ア）性的少数者への理解の促進に向けたパンフレットの発行および

配布 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 57,750 49,500 49,500 

 

（イ）市職員向け研修の実施 

なお、本事業は令和４年度（２０２２年度）から実施されてい

る。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 － 18,000 18,817 

 

（ウ）啓発イベント開催 

なお、本事業は令和４年度（２０２２年度）から実施されてい

る。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 － 379,990 278,263 

 

オ 事業の概観 

（ア）性的少数者への理解の促進に向けたパンフレット「多様な性の

あり方 ＬＧＢＴを知っていますか？」の発行および配布 

同パンフレットは、紙媒体として作成して配布するとともに、

市のホームページ「性の多様性について」においても紹介され、

ダウンロードが可能な状態になっている。 

令和５年度（２０２３年度）のパンフレットは、３月に発行さ

れており、ＬＧＢＴ等に関する新しい情報が盛り込まれているの

が特徴的である。性的少数者に関する近時の問題意識や社会的な

関心の高まりに対応するためには、常に新しい情報、知識を得る

必要があり、パンフレットは十分にその目的を達しているものと

いえる。 
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（イ）市職員向け研修の実施 

市では、独自に職員向けのハンドブックを作成して職員に配付

しているほか、民間企業等での取組への活用等も考慮して、ホー

ムページからダウンロードできるようにしている。 

同ハンドブックは、市がパートナーシップ宣誓制度を導入した

令和４年度（２０２２年度）より前の令和３年（２０２１年）４

月に作成されたものである。 

 

（ウ）啓発イベント開催 

ａ 映画上映会および講演会 

土曜日の午後という一般市民が参加しやすい日時に開催され

ており、場所についても市民になじみがあり、かつアクセスの

しやすい市中央図書館が選ばれていた。 

５２名の参加者のうち、ＬＧＢＴに関する知識、関心を有す

る人が８割であった。 

また、半数以上の参加者が５０代以上であった。 

 

ｂ 講演会およびトークセッション 

上記と同様、開催日時は土曜日の午後であり、一般市民が参

加しやすい日時であった。 

開催場所は、函館蔦屋書店であり、参加者の年齢層は、４０

代が一番多く、２０代、５０代がこれに続いていた。 

参加者は性的少数者への知識がある人が非常に多く、また、

講師の著名度、人気による参加者の多さがうかがわれた。 

 

⑵ 監査の結果 

【意見７】 
市職員向けの研修参加者が増えるよう、研修内容の充実および市

職員への働きかけを検討されたい 
 

ア 研修参加者が少ないこと 

令和５年度（２０２３年度）に実施された市職員向け研修の参加

者は、会場２５名、オンライン１０名の合計３５名に留まっている。 

本事業は令和４年度（２０２２年度）から始まったものであり、

過去に受講した人数を含めても、７３名である。（令和４年度参加

者数：会場３０名、オンライン８名） 
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イ 研修受講の必要性 

市職員が、性の多様性について正しい知識を持ち、理解を深める

ことは、窓口を訪れる市民に対する適切な対応につながり、市民へ

のサービス向上につながるだけでなく、本研修のねらいとして、性

的少数者に対するハラスメントのない職場環境づくりの推進も含ま

れていることから、窓口業務に携わっていない職員であっても、本

研修を受講する必要性は高い。 

 

ウ まとめ 

市職員全体の人数を鑑みると、研修の参加者が極めて少なく、こ

の現状には、速やかな改善が求められる。 

一度受講した職員であっても、再度受講しようと思えるような研

修となるよう、その内容の見直しを図るとともに、職員に対する研

修受講の呼びかけ、働きかけを積極的になされるよう検討を求める

ものである。 

 
【意見８】 

市職員向けハンドブックを速やかに改訂されたい 
  

 

ア ハンドブックの作成時期 

市では、独自に職員用のハンドブックを作成・発行しているが、

現在発行されているハンドブックの作成は、令和３年（２０２１年） 

４月３０日である。 

 

イ 情報のアップデートの必要性 

ＬＧＢＴ等性的少数者に関する近時の問題意識、社会的な関心の

高まりに対応するためには、常に新しい情報、知識を得る必要があ

る。 

この分野においては、発行から「まだ２、３年しか経過していな

い」のではなく、「もう２、３年経過してしまっている」という視

点が必要である。 

また、令和３年（２０２１年）４月３０日に作成された本ハンド

ブックには、企業向けハンドブックとは異なり、令和４年度（2022

年度）に市が導入したパートナーシップ宣誓制度に関する記載がな

い。 
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パートナーシップ宣誓制度は、その導入時期の早さや、制度導入

後も利用者が利用可能な行政サービス拡大を進めるなど、市が行っ

ている素晴らしい取組の一つである。 

このような制度を職員全体に周知、理解してもらい、市民サービ

スにつなげるうえでも、ハンドブックを改訂し、パートナーシップ

宣誓制度の基礎知識を掲載することは急務である。 

 

ウ まとめ 

以上の観点から、市職員向けハンドブックの速やかな改訂を求め

るものである。 
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２２ 性的指向・性自認に関する相談体制の充実  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、国については、ＬＧＢＴ理解促進

法であり、市については、函館市男女共同参画推進条例である。ま

た、函館市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱と関係

するものである。 

本事業は、指定管理者の管理業務として実施されており、指定管

理に係る委託料の財源の一部に、女性センター使用料を充てている。 

所管は、市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

性的少数者等の相談支援体制の充実を目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

性的指向や性自認に悩む人のための相談、当事者やその家族の交

流事業を実施する。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、本事業は、女性センターの指定管理者の管理業務として実

施されており、事業費は、女性センターの施設の管理に係る決算報

告書によるものである。 

なお、下記事業費には女性センターが受託している他の相談事業

も含まれている。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 866,275 842,125 905,550 

 

オ 事業の概観 

相談事業として、令和５年度（２０２３年度）には「『ホッとた

いむ』ＬＧＢＴＱ編」というタイトルで実施された。 

同事業は、性的指向や性自認に悩む人のための相談、当事者やそ

の家族の交流事業として実施されており、年度内に５回実施され、

いずれも募集定員１０名に対して１０名が参加した。 
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また、常設相談窓口として、毎週水曜日午後１時から午後５時ま

での間「セクシャルマイノリティ相談」が開設されている（年間実

施数４７日 電話相談）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「ホッとたいむＬＧＢＴＱ編」案内文書） 

⑵ 監査の結果 

同事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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２３ 性の多様性に係る事業者における職場環境づくりの推進  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、国については、ＬＧＢＴ理解促進

法であり、市については、函館市男女共同参画推進条例、函館市Ｌ

ＧＢＴフレンドリー企業推進アドバイザー派遣事業実施要綱等であ

る。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

本事業の所管は、市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

性的少数者が日常生活を送るうえで感じている困難さの解消を図

るために、企業等のさらなる性的少数者への理解促進を目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

（ア）企業向け啓発誌等（ＬＧＢＴ等対応ハンドブック）の作成 

企業における性的少数者への理解促進に向けて、多様な性に関

する基本的事項や性的少数者当事者の声、企業等の実践事例を紹

介した企業向けハンドブックを増刷した。 

ハンドブックの掲載内容は、 

 

ａ 性的少数者に関する基礎知識 

ｂ 性の多様性に関する社会の流れ 

ｃ 企業の取組の視点 

ｄ 性的少数者の抱える困難について 

ｅ 多様な人材が活躍できる職場づくりについて 

ｆ パートナーシップ宣誓制度等函館市の取組の紹介 

ｇ 市内の活動団体と相談窓口 

 

などである。 

ハンドブックは全１０頁の本文に表紙および裏表紙で構成され

ている。増刷部数は１，０００部であり、医療機関や企業などに

配布されたほか、市のホームページの「性の多様性について」の

ページからダウンロードが可能になっている。 
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（「企業向けＬＧＢＴ等対応ハンドブック」） 

 

（イ）ＬＧＢＴフレンドリー企業推進アドバイザー派遣事業 

企業における性の多様性を尊重した取組を推進するべく、令和

３年（２０２１年）から始まった事業であり、函館市ＬＧＢＴフ

レンドリー企業推進アドバイザー派遣事業実施要綱および函館市

ＬＧＢＴフレンドリー企業推進アドバイザー派遣事業実施要領に

基づいて実施されている。 

市から委嘱を受けた北海道社会保険労務士会函館支部が、ＬＧ

ＢＴフレンドリー企業推進アドバイザーとして社会保険労務士を

各企業に講師として派遣し、ＬＧＢＴに関する基礎知識および配

慮等の対応事例についてのセミナー等を１回につき２時間以内で

行う。 
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エ 事業費等の推移 

（ア）企業向け啓発誌等（ＬＧＢＴ等対応ハンドブック）の作成 

令和４年度（２０２２年度）は作成なし。 

（単位：円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 92,400 － 110,000 

 

（イ）ＬＧＢＴフレンドリー企業推進アドバイザー派遣事業 

（単位：円／社／回） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 198,000 126,000 72,000 

対象企業 8 4 2 

延べ回数 11 7 4 

※派遣１回につき講師謝礼金１万８千円 

 

オ 事業の概観 

性的少数者が日常生活を送るうえで感じている困難さの解消を図

るためには、生活の中で大きなウェイトを占める就労環境、すなわ

ち企業等の理解促進を図ることが必要不可欠である。 

ＬＧＢＴ等対応ハンドブックは、非常にコンパクトに基礎知識が

網羅的にまとめられている。また、パートナーシップ宣誓制度やＬ

ＧＢＴフレンドリー企業推進アドバイザー派遣事業など、独自の取

組などにも触れられているうえ、ＱＲコードを活用して市のホーム

ページへのアクセスを容易にするなどの工夫が見られる。 

ＬＧＢＴフレンドリー企業推進アドバイザー派遣事業については、

令和４年度（２０２２年度）は、企業４社に対して延べ７回の派遣

が実施されていたのに対して、令和５年度（２０２３年度）は２社、

延べ４回に留まっている。 
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⑵ 監査の結果 

 

【意見９】 
ＬＧＢＴフレンドリー企業推進アドバイザー派遣事業がより活用

されるよう、企業・事業所への周知・広報の仕方等を工夫された

い 
 

ア 本事業の重要性 

性的少数者が日常生活を送るうえで感じている困難さを解消し、

ありのままに生きられるよう、偏見のない地域社会を実現していく

ためには、まず市民に対する意識啓発などを通じた理解促進が必要

不可欠である。 

しかし、市民個人の理解の促進が進んだとしても、適切な労働環

境を構築できるかどうかは、企業の理解、実践が無ければ実現しな

い。 

そのような観点からすると、本事業の意義は極めて高いものであ

り、このような事業を開始・継続している市の姿勢は評価すべきで

ある。 

 

イ 事業の活用が不十分であること 

しかし、令和５年度（２０２３年度）は、派遣先企業がわずか２

社に留まっており、この現状は非常に残念なものである。 

ＬＧＢＴフレンドリー企業推進アドバイザー派遣事業は、開始さ

れて間もない事業である。そのため、各企業・事業所等は、本事業

を認知していない可能性も高い。 

例えば、企業向けハンドブック「ＬＧＢＴ等対応ハンドブック」

の末尾に本事業の紹介がされていることは望ましいが、本事業の趣

旨、必要性、企業側のメリット等が十分に記載されていないため、

本事業に着目してもらいにくいものとなっている。 

 

ウ まとめ 

本事業の意義は高いことから、より多くの企業を対象として実施

されるよう、周知・広報の方法等を工夫し、積極的に事業を展開さ

れたい。 

  



 

118 
 

第３ あらゆる分野への男女共同参画の促進 

 

【参画の拡大に関する事業】 

 

１ 各種審議会等委員への女性登用の促進  

 

⑴ 事業の概要 

 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例、附

属機関・その他の会議の設置等に関する取扱要領、函館市女性人材

情報提供事業実施要綱等である。 

特段の予算措置は講じられていない。 

所管は総務部人事課（登用促進関係）および市民部市民・男女共

同参画課（女性人材リスト関係）である。 

 

イ 事業の目的 

あらゆる分野における男女共同参画の促進を目指すうえで、各種

審議会における女性登用の促進を図ることを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

市に関係する審議会は１０１にのぼり、令和５年（２０２３年）

４月１日時点の委員の総数は１，０９２名である。 

本活動は、この委員の女性登用の向上を図るものである。 

 

（ア）登用目標値の設定 

函館市は、女性登用の目標値を３５％と設定している。 

 

（イ）目標値達成のための取組 

積極的な女性登用のため、各団体等へ女性の優先的な推薦依頼

を徹底するほか、女性が主体的に参画できるよう、委員の選定手

続きについて公募制の拡大を図っている。委員数１，０９２名の

うち、公募制の対象となった委員は４４名である。 

また、公募との関係では、女性人材リストを作成して、審議会

等の公募情報を登録者へ提供することで、女性が主体的に参画す

る機会を提供している。 
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エ 実績等 

（ア）女性登用率の推移 

第３次はこだて輝きプラン策定時の平成２８年（２０１６年）

４月１日現在の女性登用率は２４．７％であった。 

（単位：人／％） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

委員総数 1,122 1,102 1,092 

女性委員数 278 279 281 

女性登用率 24.8 25.3 25.7 

 

（イ）女性人材リストの登録状況 

女性人材リストについては、登録者数が減少している。 

（単位：人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
登録者数 50 55 33 

 

オ 事業の概観 

本事業は、あらゆる分野における男女共同参画の促進という観点

から、市が関与する各種の審議会等への女性委員の登用率の向上を

目指す活動である。 

「附属機関等の委員の公募に関する取扱い」では、公募制の実施

に当たって、「女性登用率の目標（３５％）を達成するため、女性

を優先的に決定する枠を設けることができるものとする」と定め、

また、各種審議会等の改選時期における女性登用促進のための取組

として、団体推薦枠委員の改選の際に、優先的な女性候補者の推薦

について依頼する等の対応をとっている。 

女性登用率の目標は、平成２０年度（２００８年度）に策定した

「第２次函館市男女共同参画基本計画～はこだて輝きプラン」にお

いて、それまでの２０％から３０％に引き上げられ、平成３０年度

（２０１８年度）に策定した現計画である第３次はこだて輝きプラ

ンにおいて、３５％に目標値がさらに引き上げられた。 

しかし、現状の数値は、現在の第３次基本計画の目標値どころか、

第２次基本計画の目標値である３０％にも及んでいない。 
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⑵ 監査の結果 

 

【指摘１】 
目標値である３５％に到達するよう実質的な対応を取るととも

に、数値目標自体の上方修正を検討されたい 
 

ア 数値目標について 

市は、平成２０年度（２００８年度）に策定した第２次函館市男

女共同参画基本計画において、女性委員の登用目標値を３０％と定

め、その後、現在計画期間中である第３次はこだて輝きプランの策

定にあたって、その数値を３５％に引き上げた。 

 

イ 女性登用率の現状 

しかし、審議会委員への女性登用率は、平成２３年（２０１１年）

の１９．２％からは上昇に転じてはいるものの、現在に至るまで約

２５％程度で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「第３次函館市男女共同参画基本計画 

はこだて輝きプラン中間見直し」より） 

 

このグラフは令和３年（２０２１年）までのものであるが、函館

市における各種審議会委員への女性登用率が、国や北海道と比べる

と、大きく隔たっていることがわかる。 
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女性登用率については、内閣府男女共同参画室による「第５次男

女共同参画基本計画における成果目標の動向」に具体的な数字が掲

げられている。 

【「第５次男女共同参画基本計画における成果目標の動向」における

審議会等委員に占める女性の割合について】 

（単位：％） 

区 分 目標値（期限） 令和２年 令和３年 令和４年 令和５年 

国 
40%以上 60％以下 

（2025 年） 
40.7 42.3 43.0 42.1 

都道府県 
40%以上 60％以下 

（2025 年） 
33.3 33.4 34.0 34.6 

市町村 
40%以上 60％以下 

（2025 年） 
27.1 27.6 28.0 28.5 

 

まず、国における審議会等委員に占める女性の割合の目標値は、

令和７年（２０２５年）を期限とし、４０％以上６０％以下とされ

ており、令和５年（２０２３年）の女性登用率は４２．１％に達し、

目標値を達成している。 

また、都道府県の目標値は、国と同様に４０％以上６０％以下で

あるのに対し、令和５年（２０２３年）には３４．６％に留まって

いる。 

そして、市町村の目標値も、国や都道府県と同様に４０％以上60 

％以下とされており、令和２年（２０２０年）は２７．１％、令和

５年（２０２３年）には２８．５％に留まっている。 

全体的な傾向としては、国および都道府県に比べて、市町村にお

ける審議会等委員に占める女性の割合が低い数値に留まっており、

市町村における２８．５％は決して高いものとはいえない。 

国や都道府県と市町村を比べると、そもそも母数となる人口が少

ないといった構造的な問題があることから、市町村においてその数

値が低いことはやむを得ないものと考えられる。 

しかし、函館市の現状（２５．７％）は、自ら設定した目標値で

ある３５％を１０ポイントも下回り、第２次函館市男女共同参画基

本計画で設定した目標値である３０％にも到達していない。 

また、市町村における女性の割合（２８．５％）をも下回ってお

り、函館市の現状は、極めて厳しいものである。 
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ウ 目標値の設定について 

第３次はこだて輝きプランにおいて目標値を３５％と設定してい

るが、国が令和２年（２０２０年）１２月２５日閣議決定した第５

次基本計画における成果目標は「４０％以上、６０％以下」である。 

また、市が同計画の中間見直しを策定したのは、国の第５次基本

計画の閣議決定後の令和４年度（２０２２年度）であるが、中間見

直しにおいて、女性委員登用率の見直しはされていない。 

この時点において、国が示した指針や自らの計画目標値と市の現

状の数値をしっかり照らし合わせ、女性登用率の向上に向けた活動

の見直しを行うべきであったというべきである。 

また、国の指針を下回る数値目標を設定、維持するのであれば、

その合理的根拠を示すべきである。 

 

エ まとめ 

目標値を大きく下回っている現状は、現時点における各種審議会

への女性登用に向けた取組が不足していることを示していると言わ

ざるを得ない。 

女性登用率の向上に向けて、より実質的、効果的な取組を検討し、

速やかに改善を図られたい。 

また、目標値の設定についても、国の第５次基本計画の趣旨等に

照らして再検討されることを求めるものである。 
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２ 女性団体活動状況調査の実施  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例等で

ある。 

特段の予算措置は講じられていない。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

あらゆる分野への男女共同参画を促進するために、女性を主たる

構成員とする団体の活動状況などの調査を行い、人材等を把握する

ことを目的する。 

 

ウ 事業の内容 

市内の女性団体等の概況を毎年調査するものであり、平成１０年

度（１９９８年度）から実施されている。 

 

エ 事業の概観 

令和５年度（２０２３年度）における調査対象は６３団体であり、

令和４年度（２０２２年度）の５６団体に比べて増加している。 

本調査では、審議会等への女性委員の推薦の可否を調査項目とし

ており、推薦可能な場合、例えば「人権、男女共同参画」や「保

健・医療・福祉」「生活環境」といった、どの分野を扱う審議会に

推薦可能かを確認している。 

 

⑵ 監査の結果 

本調査は各種審議会への女性登用に向けた取組につながるものであ

り、調査を継続する必要性は高い。 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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３ 人材育成講座の開催  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例等で

ある。 

本事業は、指定管理者の管理業務として実施されており、指定管

理に係る委託料の財源の一部に、女性センター使用料を充てている。 

所管は市民部市民・男女共同参画課である。 

 

イ 事業の目的 

あらゆる分野への男女共同参画の促進の観点から、女性を対象と

した人材の育成を目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

就職を目指す人がパソコン技術を身に着けるために、少人数制の

パソコン講座を実施する。 

講座は「エクセル」と「ワード」に分けられ、それぞれ全８回実

施されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「就職のためのパソコン講座」リーフレット） 



 

125 
 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、本事業は、女性センターの指定管理者の管理業務として実

施されており、事業費は、女性センターの施設の管理に係る決算報

告書によるものである。 

なお、下記事業費には女性センターが受託している他の講座開催

経費や講座実施時における託児に係る保育費賃金等も含まれている。 

（単位：円） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 914,745 813,310 712,515 

 

オ 事業の推移等 

直近３年間の開催回数、参加人数は次のとおりである。 

（単位：回／人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
開催回数 16 16 16 

参加延人数 91 88 78 

 

カ 事業の概観 

本事業は、女性の再就職等のための人材育成を目的として実施さ

れている講座であるが、対象者は女性に限定されておらず、受講希

望者は男女問わず申し込むことができる。 

各講座とも定員は６名であり、参加者の充足率は１００％に近く、

人気の高さがうかがえる。 

定員が６名に限定されているのは、本事業の委託を受けている女

性センターにおいて、活用できるパソコンの上限台数が６台である

ことが理由である。 
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⑵ 監査の結果 

 
【意見１０】 
指定管理者へのパソコン機材の貸与提供等を行い、より多くの市

民が本講座を活用できるよう工夫されたい 
 

ア 本事業の重要性 

女性が再就職を考えたときに、パソコンを全く使用しない職種は

相当に限定されてしまう。 

パソコンを使用した業務の中でも基本的なソフトであるワードと

エクセルの習得に特化した本講座は、その必要性が高いものである。 

参加者の充足率が極めて高いこともそれを裏付けるものである。 

また、２か月という比較的短期間に、全８回（毎週１回）の講義

を受講することは、スキルの習得、スキルアップに極めて有効なも

のである。 

イ 受講者数が限定されていること 

このように非常に意義が大きい本講座の受講者数が６名に限定さ

れているという点については検討を要する。 

より多くの市民にあらゆる分野への参画を促すという目的からす

ると、１年に１２名（エクセルコースとワードコースの合計）しか

受講できないというのは、あまりにその効果が限定的と言わざるを

得ない。 

ウ 受講者数が限定されている事情 

現時点で受講者数が６名に限定されている理由は、本事業を実施

する女性センターにおいて、市民の利用に供することができるパソ

コンが６台しかない、という物理的なものである。 

これは、市が十分な予算を用意していないことにつながるもので

あるが、その点については項を改めて論じることとする。 

エ 考えられる対応策について 

ワードやエクセルの基本的な使用を習熟するという本講座の目的

に照らせば、使用されるパソコンは決して高性能なものである必要

はなく、新品である必要もない。 

市は指定管理者に対して、市の予算で購入した備品の貸与を行う

ことができることから、指定管理者への負担を増加させることなく
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本事業の効果を高めることは可能である。 

このような工夫は、男女共同参画に関する各種事業が女性センタ

ーに集中している中で、指定管理者に過大な負担を与えないという

観点からも強く望まれるところである。 

オ まとめ 

本事業は、その目的および効果において評価されるべきものであ

り、より多くの市民が本事業を利用できるようにすることが必要で

ある。  
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４ 女性・高齢者の多様な働き方促進支援事業  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市男女共同参画推進条例等で

ある。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は経済部雇用労政課である。 

 

イ 事業の目的 

生産年齢人口の減少、若年者の市外流出による労働力不足という

長期的課題および男女共同参画の観点も踏まえ、女性や高齢者など

の潜在的な労働力の活用を図る必要がある。 

そこで、子育てや家事、介護など時間の制約等があり、働きたく

ても働くことのできない女性や高齢者などの潜在的な人材の活用の

ため、シフトや業務の細分化（一部業務の切り出し）などによって

短時間就労（短時間、少日数）を生み出し、新たな就業形態による

雇用創出に取り組む企業を掘り起こし、潜在人材とのマッチングを

試みることを目的する。 

 

ウ 事業の内容 

本事業は、令和３年（２０２１年）に「女性・高齢者の多様な働

き方導入モデル事業」として開始された。 

具体的には、企業の潜在労働力を掘り起こすための「企業向けセ

ミナー」の実施や、労働者側に対する「女性・高齢者向け就職基礎

講座」、「おしごと説明会」などを開催して、企業とのマッチング

を行っている。 

就職基礎講座は、令和３年度（２０２１年度）のプログラムでは

全１０日間、令和４年度（２０２２年度）以降は全６日間の日程で

開催され、託児利用も可能な体制となっている。 

おしごと説明会は、企業と就労希望者のマッチングを図るべく、

両者が参加する形態であり、説明会開催後は、参加者の希望に応じ

て、企業見学や就業体験、キャリアカウンセリングなどのいわゆる

伴走支援を実施している。 

また、令和４年度（２０２２年度）からは、企業向けセミナー参

加企業を対象に、専門家によるセミナー後のアドバイス事業も行っ
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ている。 

本事業は、キャリアバンク株式会社に委託して実施している。

（令和３～５年度（２０２１～２０２３年度）） 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間における事業費決算額は、次のとおりである。 

（単位：円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 4,692,600 8,501,000 8,919,000 

 

オ 実績 

個別の事業実施状況は次のとおりである。 

 

（ア）企業向け導入支援セミナーの開催 

（単位：回／社） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催回数 2 2 2 

参加企業数 12 18 18 

 

（イ）女性・高齢者向け就職基礎講座の開催 

（単位：回／人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催回数 1 2 2 

参加者数 20 41 57 

 

（ウ）アドバイス事業 

アドバイス事業はＷＥＢの活用または訪問の方法による。 

なお、本事業は令和４年度（２０２２年度）から実施されてい

る。 

（単位：回／社） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

企業数 － 6 4 
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（エ）おしごと説明会 

（単位：回／社／人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
開催回数 1 2 2 

企業数 22 20 20 

参加延人数 71 74 176 

 

（オ）就労支援による就職決定者数 

（単位：人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

就職決定者数 12 22 36 

 

カ 事業の概観 

（ア）本事業は、女性・高齢者の多様な働き方を促進支援するため、

専門性の高い企業に業務を委託して就労のマッチングを図るもの

である。 

地方公共団体が、男女共同参画の観点から具体的な就労の促進

を行う場面は少ないが、本事業はその数少ないうちの一つであり、

非常に意義のある事業である。 

 

（イ）事業における実績が順調に推移していること 

本事業は、令和３年度（２０２１年度）にモデル事業として開

始され、初年度から企業や就労希望者の数が一定程度あり、令和

４年度（２０２２年度）から正式事業となっている。 

令和５年度（２０２３年度）に至るまで、その実績は右肩上が

りとなっており、事業実績は望ましいものであるといえる。 

参加している企業も多分野にわたっており、本事業のより一層

の活用が期待される。 

 

（ウ）業務委託事業であることについて 

本事業は、公募型プロポーザルを経て、随意契約が締結されて

おり、業務委託に係る手続等については、随意契約理由書等にお

いて、随意契約とすべき理由について十分な説明がなされている

こと、委託契約書において、個別具体的な委託事業内容について

明示されていることなど、法令にしたがってなされていることが

確認できた。  
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⑵ 監査の結果 

 

【要望２】 
本事業がより一層活用されるよう、企業および就労希望者に対す

る周知・広報を工夫されたい 
 

ア 事業が適切なものであること 

上記において確認したように、本事業はその必要性が高く、その

事業実績に照らして、経済性、効率性の点においても指摘すべき問

題点はない。 

 

イ 予算規模が相対的に大きいこと 

もっとも、本事業の予算規模は、男女共同参画に関する予算の中

では決して小さいものではなく、後述の女性センター管理委託料か

ら施設維持管理費および租税公課を控除した金額が２，１１４万 

５，１６８円であるのに対し、本事業の委託料は８８９万９千円で

あり、その２分の１程度に及ぶ額となっている。 

本事業がより一層活用され、配分された予算が有効に執行される

ことを強く期待する。 

 

ウ 周知広報の工夫の余地について 

説明会の案内や就職基礎講座の案内の具体的方法について、パン

フレットは、柔らかい色味、表現を活用して、市民の目に留まりや

すいものとなっており、市民への広報の仕方に意を払っていること

がうかがえる。 

他方で、市のホームページでは、「女性 就職」の検索ワードを

入れると本事業に関する情報が出てくる一方、「女性 仕事」の検

索ワードではすぐに表示されないといった状態となっている。 

 

エ まとめ 

市のホームページについては、市民にとって利用しやすいポータ

ルサイトとなるべく、様々な検討や改善を常に続けられていると思

料されるが、より一層の工夫を行い、本事業の周知・広報が図られ

るよう努められたい。  
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５ 教育研究機関等における女性職員配置促進 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、函館市教育センター条例、函館市

教育センター条例施行規則等である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は学校教育部南北海道センターである。 

 

イ 事業の目的 

あらゆる分野への男女共同参画の促進の観点から、教育研究機関

等における女性職員の配置を促進することを目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

各専門領域について部門別研究、授業実践等を行う南北海道教育

センター研究員に女性教職員を委嘱するものである。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、以下のとおりである。 

事業費の内訳は嘱託報酬であり、各年度とも一人当たり２万４

千円である。 

（単位：円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 216,000 216,000 216,000 

 

オ 実績 

（単位：人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 
研究員人数 9 9 9 

うち女性 2 1 3 

 

カ 事業の概観 

本事業は、現役の市内小・中学校教員を研究員として、学校教育

の質的な改善、指導力を図る研究を実施するものである。 

本事業の研究員は、通常の教員としての業務に加えて、研究員と

しての部門別研究、研究授業の実践を行う。 
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研究員については教員を対象とした一般公募ではなく、各種情報

収集を行ったうえで候補者を選定する形をとっている。 

 

⑵ 監査の結果 

 

【指摘２】 
女性職員の配置促進、女性教職員の委嘱の拡大という事業の目的

および内容に即した選定や待遇改善を行うことを求める 

 

ア 本事業の目的と選定手続きが合致していないこと 

本事業は、教育研究機関等における女性職員の配置促進を図るた

め、南北海道教育センター研究員への女性教職員の委嘱の拡大を行

うものであるが、研究員の選定過程においては、女性を優先的に選

定していこうという積極性は見受けられず、いわゆるポジティブ・

アクションの視点が欠如し、その目的に照らして適切な選定がなさ

れているとは評価できない。 

本事業は市の姿勢を示すものであり、事業の目的と選定手続きと

の不整合は看過できないものであり、このような分野にこそ、ポジ

ティブ・アクションを適用すべきである。 

 

イ 待遇改善も必要であること 

研究員への女性教職員の委嘱の拡大の隘路として考えられるのは、

本事業における嘱託報酬が極めて低廉であることである。 

本事業の研究員の負担は極めて大きく、本来の職務以外に相当の

時間が割かれることになるにも関わらず、研究員の報酬は、年額で

２万４千円、月額にするとわずか２千円に過ぎない。 

このような低廉な報酬では、そもそも性別に関わらず、積極的に

研究員となろうとする動機付けとなりようがないものである。 

 

ウ まとめ 

女性教職員の委嘱の拡大という目的を果たすためには、男女研究

員の構成比をあらかじめ設定するなど、事業内容に即した選定手続

きを検討すべきである。 

また、研究活動の重要性に鑑みれば、嘱託報酬も見直すべきであ

る。 
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６ 労務状況調査の実施  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、労働関係の諸法（労働基準法、働

き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律等）である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は経済部雇用労政課である。 

 

イ 事業の目的 

本事業は、雇用対策・雇用環境向上推進の前提として実施される

ものであり、主たる目的は、市内の企業における従業員の雇用状態

を把握するために賃金をはじめとする諸労働条件を調査し、労働条

件の改善、労働力の確保・定着を図るための基礎資料を取得すると

いうものである。 

 

ウ 事業の内容 

本調査は昭和３７年度（１９６２年度）から実施されており、男

女共同参画に関する基礎資料として、労働者の男女比等のデータや

管理的地位にある女性の割合のデータを収集・整理している。 

令和５年度（２０２３年度）は、市内に所在する従業員１０人以

上の全事業所（１，８９６事業所）および市内に所在する従業員10

人未満の事業所から抽出された９１５事業所を対象として調査を実

施した。 

その結果、従業員１０人以上の事業所について６３８事業所（回

答率３３．６％）、従業員１０人未満の事業所について２０４事業

（回答率２２．３％）から有効回答が得られている。 

なお、平成２９年度（２０１７年度）から隔年実施ため、令和４

年度（２０２２年度）は調査を実施していない。 

 

エ 事業費の推移等 

（ア）事業費 

直近３年間の事業費決算額は、以下のとおりである。 

（単位：円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 928,657 － 1,278,249 
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（イ）有効回答率 

以下の数値は、従業員１０人以上の全事業所および抽出された

従業員１０人未満の事業所を合算したものである。 

（単位：事業所／％） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

対象事業者数 2,832 － 2,811 

回答事業者数 979 － 842 

有効回答率 34.6 － 30.0 

 

オ 事業の概観 

本事業は、労働条件の改善、労働力の確保・定着を図るための基

礎資料の収集を主たる目的としているものである。すなわち、本事

業は男女共同参画社会の促進・実現を主たる目的としているもので

はないが、その中で、管理的地位にある女性の割合の把握等を行っ

ている。 

市内従業員１０人以上の事業所における管理的地位にある女性は

６５７人（全数１万８，９３３人、うち女性８，０２７人）で、全

女性従業員の８．２％、男女比では２６．０％に留まっている。 

他方、従業員１０人未満の事業所では、管理的地位にある女性は

２８人（全数５４９人、うち女性２１７人）で、全女性従業員の 

１２．９％、男女比では３４．６％である。 

数値を比較すると、小規模の事業所の方が管理的地位にある女性

の割合が高いことが認められる。 
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⑵ 監査の結果 

 

【意見１１】 
有効回答数向上のための周知・広報を工夫するとともに、コスト

削減を検討されたい 
 

ア 有効回答率が低いこと 

上記で確認したように、本調査における有効回答数は年々減少し

ており、令和５年度（２０２３年度）ではわずか３０％の回答率に

留まっている。 

この種の調査に対する回答作業は、企業にとっては利益を生まな

い煩瑣な事務である。 

したがって、企業、事業所の立場からすると、このような調査に

対する回答を積極的に行うインセンティブは生じにくく、有効回答

数の向上は非常に困難な課題である。 

 

イ 適切な基礎資料の必要性 

有効・適切な政策を立案・実行するにあたっては、まず正確な実

態の把握が必要である。そして、正確な実態把握には、まず十分な

統計資料を収集することが必要不可欠である。 

 

ウ 有効回答率向上のための工夫の余地について 

各事業所に対する呼びかけ、周知をより一層徹底することは必要

であるが、回答の方法についても検討すべきではある。 

令和５年度（２０２３年度）の調査票は、全８頁にわたる紙媒体

であり、郵送料は市が負担するものの、郵送による返送が求められ

ている。回答すべき分量も多く、かつ、手書きとなると、なかなか

回答が得られるものではない。 

回答をしやすくするため、市のホームページにはエクセル形式の

入力フォームが掲載されており、メールでの回答が行えるようにな

っていることからすると、回答の方法については、これ以上の工夫

をすることは難しいと思われる。 

もっとも、回答すべき項目を絞り、ホームページ上で回答が完結

するような入力形式を取り入れるなど、回答方法について検討の余

地はある。 
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エ 事業コストの見直しの必要性について 

有効回答数が減少しているにも関わらず、本事業のコストは増加

している。 

調査をまとめる人件費の上昇や、郵送手数料の増額等の事情によ

り、その支出が不相当に増加しているものとは言えないが、事業の

効率性、経済性の観点からは、不必要な支出がないか、今一度見直

しをされることを求める。 

 

オ まとめ 

以上から、周知・広報の徹底や回答方法の工夫等を検討し、有効

回答数の向上を図ることを求めるとともに、事業コストを見直すこ

とを求めるものである。 
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【雇用等に関する事業】 

 

７ 雇用における制度や施策の周知・啓発  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、男女雇用機会均等法等である。 

特段の予算措置は講じられていない。 

所管は経済部雇用労政課である。 

 

イ 事業の目的 

男女雇用機会均等法等や雇用の分野における男女共同参画の推進

に係る制度や施策の周知・啓発を通じて働く場における男女の均等

な就業機会と待遇を確保し、もって雇用の場における男女共同参画

の促進を目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

「労務状況調査」の実施の際に関係資料を送付し、事業所に対し

て周知・啓発を行う。 

また、ポスターの掲示や資料の配布、市のホームページでの情報

発信などを行っている。 

 

エ 事業の概観 

本事業は、本来業務である雇用制度、施策の周知・啓発の一環と

して、男女共同参画の推進に関連する事業や諸制度を市内の事業所

等に周知するものである。 

 

⑵ 監査の結果 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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８ 情報提供、ハローワークとの連携  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、男女雇用機会均等法等である。 

特段の予算措置は講じられていない。 

所管は経済部雇用労政課である。 

 

イ 事業の目的 

働く場における男女の均等な就業機会と待遇を確保し、もって雇

用の場における男女共同参画の促進を目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

前掲第３の「７ 雇用における制度や施策の周知・啓発」は、企

業・事業主等に対するものであるが、本事業は、労働者側である市

民に対する情報提供を趣旨とするものである。具体的な事業として

は、ハローワークのマザーズコーナーに関する情報発信などがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「ハローワークはこだて マザーズコーナー」リーフレット） 
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エ 事業の概観 

ハローワークでは、子育てをしながら働きたい女性をサポートし、

個別の就労支援を行う「マザーズコーナー」が設置されている。 

本事業は、市民にマザーズコーナーを案内するなど、ハローワー

クとの連携を図るものである。 

就労支援については、前掲「４ 女性・高齢者の多様な働き方促

進支援事業」を行っているが、同事業が就職のための基礎的な準備

から入るものであるのに対し、本事業は、具体的に就職活動を行っ

ている市民に対する情報提供であり、その対象となる市民の範囲が

若干異なっている。 

 

⑵ 監査の結果 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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９ 事業所への助成金等の周知 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、男女雇用機会均等法、女性活躍推

進法等である。 

特段の予算措置は講じられていない。 

所管は経済部雇用労政課である。 

 

イ 事業の目的 

働く場における男女の均等な就業機会と待遇を確保し、もって雇

用の場における男女共同参画の促進を目的とするものである。 

 

ウ 事業の内容 

市内の事業所に対して、仕事と家庭の両立支援に関する各種の助

成金等を周知するものである。 

市のホームページの「雇用促進支援制度情報コーナー（事業主の

皆様へ）」と題するページにおいて、各種助成金等が紹介されてお

り、男女共同参画社会の実現に関わるものとして、「仕事と家庭の

両立支援関係等」という項目にまとめられている。 

 

エ 事業の概観 

市のホームページ上には、各種助成金のタイトルおよび簡単な内

容が記載されている。 

タイトルをクリックすると、厚生労働省のホームページのリンク

が開くようになっており、申請や問い合わせ先については、いずれ

も北海道労働局の電話番号が記載されている。 
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⑵ 監査の結果 

 

【意見１２】 
ホームページ内の周知・広報について、利用者である市民の目線

から活用しやすい内容とするよう、工夫・改善を求める 
 

ア 函館市のホームページの現状 

本事業における各種助成金は、厚生労働省北海道労働局が窓口と

なって申請を受け付けるものであり、市独自の助成金制度ではない。 

そのため、各助成金の内容や条件などの詳細については、厚生労

働省のホームページを確認することになる。リンク先の厚生労働省

のホームページには詳細な情報が記載されており、市のホームペー

ジから厚生労働省の各該当ページにリンクが張られていること自体

は適切なものである。 

もっとも、市のホームページは、各種助成金制度を一定の枠組み

でまとめて掲載しているにすぎず、どのような時に使える制度であ

るのかなどの記載はなく、リンク先の厚生労働省のホームページの

記載を見て、どのような制度であるのか、自らが使える制度である

のかなどがわかるものになっている。 

このような市のホームページの記載内容は、利用者である市民へ

の周知・広報として不十分なものである。 

 

イ まとめ 

それぞれの制度について、具体的にどのようなケースの場合に活

用し得る制度であるかなどについて、より分かりやすい説明を加え

るなど、男女共同参画社会の促進のために行動に出ようとする企業

や事業主にとって分かりやすいものとするよう、ホームページの記

載について検討・改善されたい。 
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１０ 創業支援事業～創業バックアップ助成金制度等 

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、産業競争力強化法である。 

財源は全額一般財源で実施されており、公益財団法人函館地域産

業振興財団との共催事業として、負担金を支出している。 

所管は経済部工業振興課である。 

 

イ 事業の目的 

本事業は公益財団法人函館地域産業振興財団の創業支援のノウハ

ウを生かし、市における創業予定者への支援を充実することを目的

とするものであるが、本監査との関係においては、あらゆる分野へ

の男女共同参画の促進のため、女性の起業支援の充実を図るもので

ある。 

 

ウ 事業の内容 

本事業は、創業バックアップ助成金制度、創業スキルアップ講座

およびビジネスプラン作成スクールの３つの内容に分けられる。 

 

（ア）創業バックアップ助成金制度 

地域経済を活性化させることが見込まれる事業について、市内

に事業拠点を設けて新たに創業する者または創業５年以内の者を

対象として、製品やサービス等に優位性（新規性、創意性、強み

など）があり、新たな需要や雇用の創出が見込める優秀な事業計

画へ助成を行うものである。 

対象者は、一般枠および若者枠を合わせ、年間３件程度として

おり、一般枠は新たに創業する者または創業５年以内の者、若者

枠は新たに創業する者または創業５年以内の３５歳未満の者とし

ている。 

助成額は、いずれも審査を経て、一般枠は上限５００万円、若

者枠は上限１００万円で決定している。 

また、本事業の落選者を後述の創業支援セミナーやビジネスプ

ラン作成スクールに誘導するなど、他の事業の入り口として地域

の起業家を発掘する側面も有している。 

申請のあった事業計画に対して、創業バックアップ助成金審査
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委員会が審査を行う。審査委員は学識経験者２名、金融機関２名

および産業経済界２名の合計６名で構成されている。 

具体的な審査は、まず１次審査として、申請者から提出された

事業計画書に基づく書類審査を行い、同審査をクリアした対象者

に対して、２次審査で面接審査（プレゼンテーション）を実施し、

１次審査の採点結果との総合評価によって対象者を決定している。 

 

（イ）創業スキルアップ講座の開催 

下記（ウ）ビジネスプラン作成スクールの受講経験者や、創業

予定者、創業して間もない人、第二創業を検討している企業等の

経営者や企画担当者であって、すでに具体的な事業計画を有して

いる人や現在有しているアイディアを将来的に事業化することを

検討している人などを対象に、年間４～８回の講座を開催するも

のである。 

実施している講座の内容は、 

 

ａ 経営、販路開拓、人材育成に係る２日間集中講座 

ｂ 売れる商品・サービスの基本（販路開拓） 

ｃ マーケティング（同） 

ｄ 起業体験談・事例紹介（経営全般） 

ｅ 組織マネジメントの基礎（経営全般、人材育成） 

ｆ 創業期の資金調達・人材確保（財務、人材育成） 

ｇ ＤＸ推進（経営、人材育成） 

 

などである。 

また、「事業個別相談」も実施している。これは、講座の受講

者のうち、個別の具体的な事業計画やビジネスアイディアを有し

ている人に対して、財団の職員が個別面談を実施し、具体的な助

言指導等を行うものである。さらに、受講講座に応じて「経営、

販路開拓、人材育成、財務」に関するフォローアップを行い、講

座受講期間と個別相談を併せて継続的（１か月以上）な支援を行

うものである。 
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（「創業スキルアップ講座」リーフレット） 

（ウ）ビジネスプラン作成スクールの開催 

事業のアイディアはあるが、ビジネスプランの作成経験や自信

がないという人を対象として、創業に関する講義およびグループ

ワークによる実習などを通じて、事業の推進に必要なビジネスプ

ランの作成方法および事業開始後のビジネスプランのブラッシュ

アップの仕方などを学ぶことができる事業である。 

年４０人程度を対象とし、うち５人が１年以内に実際に創業す

ることを目指し、また、受講者の３割程度を上記（イ）の創業ス

キルアップ講座への受講へ誘導することを目標としている。 

以下のような講義内容が用意されている。 

ａ アイディアと事業コンセプト（経営） 

ｂ ビジネスプラン構想策定、経営者モラル（経営） 

ｃ マーケティング分析（販路開拓） 

ｄ 販売戦略（販路開拓） 

ｅ 生産活動および購買計画（経営・財務） 

ｆ 人材・労務知識および開発戦略（人材育成） 

ｇ 財務（財務） 

ｈ 計画の総括（経営・財務・人材育成） 
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（「ビジネスプラン作成スクール」リーフレット） 

 

（エ）その他 

本事業は、函館地域創業支援等事業計画に基づく「特定創業支

援事業」として実施されており、（イ）創業スキルアップ講座お

よび（ウ）ビジネスプラン作成スクールを修了した人は、「特定

創業支援等事業」を受けた者として、登録免許税の軽減や創業関

連保証の特例（事業開始の６か月前から利用が可能）、日本政策

金融公庫における新規開業支援資金の貸付利率の引き下げなどの

優遇措置を受けることができる。 

 

エ 事業費の推移等 

（ア）事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、これらの事業費には、創業バックアップ助成金が含まれ

ている。 

（単位：円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 11,000,000 7,000,000 9,622,028 
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オ 助成金および講座等の実績 

（ア）創業バックアップ助成金の推移 

（単位：人／件／円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

申込者総数 14 11 18 

うち女性 4 3 3 

助成件数 3 2 3 

うち一般枠 2 2 2 

うち若者枠 1 0 1 

助成額 6,000,000 2,000,000 4,622,028 

うち一般枠 5,000,000 2,000,000 4,000,000 

うち若者枠 1,000,000 0 622,028 

（イ）創業スキルアップ講座の開催状況 

（単位：回／人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

講座回数 12 11 9 

受講延人数 150 110 103 

実人数 60 57 37 

修了者数 15 17 10 

うち女性 6 6 3 

（ウ）ビジネスプラン作成スクールの開催状況 

（単位：人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

受講者数 12 20 28 

修了者数 12 17 17 

うち女性 5 5 11 

 

カ 事業の概観 

本事業は、市における創業予定者の支援を主たる目的とした事業

であり、男女共同参画の推進を目的に始められた事業ではないが、

創業バックアップ助成金制度では、毎年一定数の女性が申し込んで

いる。 

また、ビジネスプラン作成スクールを入り口として、創業スキル

アップ講座へとステップアップしていくようなイメージとなってお

り、入り口部分であるビジネスプラン作成スクール修了者の女性比
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率の高まりも見受けられ、令和５年度（２０２３年度）では、修了

者の約６５％が女性である。 

 

⑵ 監査の結果 

 

【要望３】 
女性の起業支援の充実、男女共同参画社会の促進という観点から

の周知・広報活動を行うようにされたい 
 

ア 本事業の重要性 

本事業は、一般に起業を志す市民の支援を行うことが出発点では

あるが、男女共同参画の推進にとっても重要な役割を果たし得るも

のである。 

あらゆる分野における男女共同参画の促進のためには、多様なニ

ーズを踏まえた就労環境の整備を進めていく必要がある。 

そのためには、一般就労の場面での労働者としての女性をフォロ

ーするだけでは足りないものであり、女性の起業を支援する体制を

充実させることも重要である。自らの生活スタイルに合致した働き

方を考える中で、ライフスタイルに適した就労先を探すというだけ

でなく、自らが起業するという選択肢もあってしかるべきである。 

 

イ 本事業のニーズの高さ 

上記が示すように、本事業のいわば入り口部分であるビジネスプ

ラン作成スクールの女性参加者の増加は、女性の起業支援にニーズ

があることを示している。 

 

ウ まとめ 

男女共同参画社会の促進、女性の起業支援の充実という観点から、

より幅広い層へ周知・広報活動を行うことを求める。 

また、現在一般就労中の人や育児・介護等で時間的余裕がない人

が受講できるオンライン講座を実施することなども検討すべきであ

る。 
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１１ 創業者との交流カフェの開催  

 

⑴ 事業の概要 

ア 根拠法令・財源・所管 

本事業の根拠となる法令等は、産業競争力強化法である。 

財源は全額一般財源で実施されている。 

所管は経済部工業振興課である。 

 

イ 事業の目的 

本事業は、創業予定もしくは創業に興味がある若者に対して、創

業意欲の醸成を図るとともに、創業に必要な知識や技術に関する情

報を習得する機会の創出を目的とする。 

 

ウ 事業の内容 

創業を予定もしくは創業に興味がある若者を対象として、講師と

して先輩創業者を招き、創業までの準備や資金調達の方法等、講師

の体験談を聞くことにより、創業に必要な知識やノウハウについて

学ぶ機会を提供するものである。 

講演・対談とカフェ形式の２部構成とし、リラックスした雰囲気

の中で気軽に先輩創業者に質問や交流ができるように工夫している。 

日本政策金融公庫函館支店とも連携し、同公庫担当者も同席して、

創業者向けの融資制度についての説明や、参加者からの資金調達等

についての質問に対応できるようにしている。 

また、希望する参加者には、市内近郊で開催されるイベントやセ

ミナーの情報を案内・周知するなど、事業実施後のフォローアップ

も行っている。 

 

エ 事業費の推移 

直近３年間の事業費決算額は、次のとおりである。 

なお、事業費には、若手創業者によるチャレンジショップの開催

やポップアップショップの開催に係る費用が含まれている。 

（単位：円） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

事業費 608,619 1,686,326 1,803,130 
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オ 実績 

直近３年間の開催回数および参加者数等は以下のとおりである。 

（単位：回／人） 

区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

開催回数 2 2 2 

参加者数 16 15 19 

うち女性 11 10 9 

 

カ 事業の概観 

本事業は、前述「１０ 創業支援事業」と同様、函館市における

創業予定者の支援を主たる目的とした事業であり、男女共同参画の

推進を主たる目的として始められた事業ではないが、創業支援事業

におけるビジネスプラン作成スクールと同様に、女性の参加率が高

い傾向にある。 

本事業は、創業支援事業への入り口としての機能を果たすもので

あり、男女共同参画の促進という面で有用な事業である。 

女性の参加率の高さは特筆すべきものであり、本事業における周

知・広報の手法は、他の事業の参考になるものと思料される。 

例えば、本事業のリーフレットは、参加への心理的ハードルを下

げることを重視して作成されているように見受けられ、まずは気軽

に参加してもらおうという姿勢が、参加率の高さにつながっている

のではないかと考えられる。 

 

⑵ 監査の結果 

本事業は、適切に実施されており、指摘すべき問題はない。 
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第４ その他の事業など 

 

１ 函館市役所自体の男女共同参画の実現状況について 

 

⑴ はこだて輝きプランの目標設定と実現 

函館市は、第３次はこだて輝きプランにおいて、基本目標ごとに対

応する各指標を設定し、目標値を定め、達成を目指すことで、「男女

共同参画社会の形成」の推進を図っている。これは、数値目標と期限

を定めた、いわゆる「ゴール・アンド・タイムテーブル」の手法であ

る。 

以下、函館市役所自体が直接的な措置を取ることができる項目であ

る⑵および⑶、そして、指標としては挙げられていないが極めて重要

な要素である⑷に絞って、目標設定が妥当か、目標を達成できている

かという観点から、監査意見を述べたい。 

 

⑵ 指導的（管理的）地位にある女性の割合 

ア 現状の分析・評価 

計画策定時（平成２８年（２０１６年）４月１日）、中間見直し

のための検証を行った令和３年度（２０２１年度）および令和５年

度（２０２３年度）の市における管理的地位にある女性の割合は、

以下のとおりである。 

第３次はこだて輝きプランにおいて設定している目標値は、令和

７年度（２０２５年度）までに１７％を達成するというものであり、

本指標は目標に到達しているように見える。 

【函館市における管理的地位にある女性の割合】 

（単位：％） 

区 分 平成 28 年度 令和３年度 令和５年度 

割合 13.4 15.7 21.1 

しかし、この数値を評価するにあたっては、以下に述べるような

要素も検討する必要がある。 

 

イ 部長級職員および部次長級職員について増加がほとんどないこと 

市における管理的地位にある女性の割合について、部長級職員お

よび部次長級職員の女性の割合は、ほとんど増加していないことが

わかる。 
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【部長級職員】 

（単位：人／％） 

区 分 平成 28 年度 令和３年度 令和５年度 

部長級職員総人数 49 48 48 

うち女性 4 4 4 

女性の割合 8.2 8.3 8.3 

 

【部次長級職員】 

（単位：人／％） 

区 分 平成 28 年度 令和３年度 令和５年度 

部次長級職員総人数 35 38 41 

うち女性 4 4 6 

女性の割合 11.4 10.5 14.6 

 

ウ 課長級職員のポスト数および同ポストの女性の割合の急増 

市における管理的地位にある女性の割合の増加は、もっぱら課長

級職員の女性の増加によるものである。 

令和５年度（２０２３年度）の課長級職員の女性の人数は、令和

３年度（２０２１年度）の３５人から１９人増加し５４人であり、

同ポストにおける女性の割合は２５．７％に達している。 

もっとも、同期間における課長級職員のポスト（人数）も１９人

分増加している。 

女性参画の推進の観点からポジティブ・アクション的な一定の考

慮がなされていることもうかがえる一方、部長級および部次長級と

いった、より高い立場の管理的地位における配置には、考慮・配慮

が及んでいないことを示している。 

 

【課長級職員】 

（単位：人／％） 

区 分 平成 28 年 令和３年度 令和５年度 

課長級職員総人数 189 191 210 

うち女性 26 35 54 

女性の割合 13.8 18.3 25.7 
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エ 民間との比較 

いずれの年度の比較においても、函館市役所は、市内事業所より

も、５ポイントから１０ポイント低い数値を示している。 

【函館市役所と市内事業所の比較】 

（単位：％） 

区 分 平成 28 年 令和３年度 令和５年度 

函館市役所 13.4 15.7 21.1 

市内事業所 23.7 21.4 26.0 

 

オ 函館市の設定する目標値の根拠が不明であること 

上述のように、市の目標値は、令和７年度（２０２５年度）まで

に１７％とされている。しかし、１７％と設定した合理的な理由な

どは特に示されていない。 

 

⑶ 男性職員の育児休業取得率 

ア 男性職員の育児休業取得率の現状 

函館市の男性職員の育児休業取得率は、計画策定時（平成２８年

（２０１６年）４月１日）は、３．６％であった。 

以下、平成３０年度（２０１８年度）、中間見直しのための検証

を行った令和３年度（２０２１年度）および令和５年度（２０２３

年度）の実績の推移を示す。 

なお、目標値は、令和７年度（２０２５年度）で２０％である。 

 

【男性職員の育児休業取得率】 

（単位：人／％） 

区 分 平成 30 年 令和３年度 令和５年度 

対象者 50 62 70 

取得者数 5 3 29 

取得率 10.0 4.8 41.4 

男性職員の育児休業は、令和３年度（２０２１年度）ではわずか

３人しか活用していなかったのに対して、令和５年度（２０２３年

度）では２９人の職員が取得しており、取得率の向上自体は望まし

い状態にある。 
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⑷ 市職員の構成 

ア 市職員の構成の現状および評価 

市職員の女性の数および採用数については、そもそも指標が存在

しない。 

市職員の男女比率、採用数の男女比率は、最もシンプルな指標で

あるにも関わらず、指標として取り上げられていない。 

函館市統計書によれば、令和５年（２０２３年）５月１日時点に

おける職員の女性比率は、総数で４０．４％（３，６０９人中、女

性１，４５７人）、会計年度任用職員等（非正規任用）を除くと 

３６．１％（３，３０６人中、女性１，１９５人）、各行政委員会

および企業、病院職員等を除いた一般部局に限ると、３０．９％

（１，３１９人中、女性４０７人）に留まっている。 

一方で、会計年度任用職員等（非正規任用）に限ると８６．５％

（３０３人中、女性２６２人）と高い割合を示しており、正規職員

は男性が多く、非正規職員は女性が極めて多いという実情は、パー

ト・アルバイトは女性の役割であるという我が国の実情を如実に表

している。  
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（「函館市統計書 令和５年(２０２３年)版」より） 
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⑸ 監査の結果 

 

【指摘３】 
「市における管理的地位にある女性の割合」の目標値を再検討し、

５年後の目標値を３０％、最終目標値を５０％と定めることを求 

める 
 

ア 市は、函館市役所という一事業所として、その人員配置を主体的

に行うことができること 

市は、職員の配置を他からの影響を受けることなく、決定するこ

とができることから、採用や昇進にあたって、女性を優先的に取扱

うことが可能であると考える。 

 

イ 目標値は少なくとも３０％であるべきこと 

これまで述べたとおり、ＣＥＤＡＷ一般勧告第４０号、ＣＥＤＡ

Ｗ第９回政府報告に対する最終見解は、管理的地位にある女性の割

合を５０％とすることを、立法府、閣僚、地方公共団体（市長等）

司法、外交、学術の各分野に対し求めている。 

これに対して、政府の目標値は３０％と低いものではあるが、地

方公共団体としては、少なくともこの３０％という目標設定を厳守

すべきである。 

 

ウ まとめ 

現状の函館市の１７％という目標設定は、すでに詳述したような

男女共同参画の礎とでもいうべき条約の精神や国の目標という視点

を欠くものである。 

「５０対５０パリティ」は、極端な主張ではなく、真に公平・公

正な社会、すなわち、男女共同参画社会を実現するための手段、到

達すべき当然の目標である。 

市は、自らが「５０対５０パリティ」＝５０％目標を設定するこ

とに対し、真剣に向き合うべきである。 

 

【意見１３】 
「市の男性職員の育児休業取得率」の目標値を見直し、令和７年

度で５０％、最終目標値を１００％と定めることを検討されたい 
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ア 男性職員の育児休業取得率という指標の重要性 

男性職員の育児休業取得率の上昇は、「社会及び家庭における男

子の伝統的役割を女子の役割とともに変更する」（女子差別撤廃条

約前文）ことにつながり、男女共同参画社会の形成に寄与するもの

である。したがって、函館市が第３次はこだて輝きプランにおいて、

これを指標としていることは非常に重要であり、適切なものである。 

 

イ すでに目標値は達成していること 

しかしながら、令和７年度（２０２５年度）で２０％という目標

値は、令和５年度（２０２３年度）時点ではるかに高い数値で達成

しており、もはや目標値としては低すぎるというべきである。 

 

ウ 目標値を高めるべきこと 

男性職員の育児休業取得率が上昇することは、職員全体の総就業

時間数の減少を意味し、育児休業を取得すべき男性職員においては、

市全体の業務へ影響してしまうのではないかと考え、取得を躊躇す

ることもあるかもしれないが、男性職員が当たり前のこととして育

児休業を取得することは、男女共同参画社会の促進から重要なもの

であり、ワーク・ライフ・バランスに関わるものでもある。 

市職員一人一人が、男性職員の育児休業は、出産する女性が育児

休暇を取得することと本質的な差異はない、という視点に立つこと

が重要である。 

したがって、より高い目標値を定めることが検討されるべきであ

る。また、理想としては、「５０対５０パリティ」すなわち、女性

と同等のものとして１００％を目指すべきである。 

 

【指摘４】 
函館市男女共同参画基本計画に、市職員の女性数、採用数の指標

を加え、目標値として市職員（一般職）の女性の割合を５０％と

することを求める 

 

ア 指標として設定されていないことの問題性 

函館市は、地方公共団体として、自らがＣＥＤＡＷに要請される

「５０対５０パリティ」を実現する必要がある。したがって、職員

の女性比率を５０％にすることを目指さなければならないと考える。 

しかし、現状における男女比率からは、そのような意識をうかが
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うことはできない。 

また、第３次はこだて輝きプランにおいては、指標としても設定

されていない。 

このような現状は、男女共同参画社会の推進や実現に対する姿勢

に関わる極めて大きな問題であると考え、これを意見ではなく指摘

とするものである。 

 

イ 目標値の設定および女性の割合の向上の方策について 

採用者数（一般事務区分）について、男女比を年度ごとに比較し

てみると、ほぼ５０対５０の比率で採用している年度（例えば、平

成３０年度（２０１８年度）、令和２年度（２０２０年度）、令和

５年度（２０２３年度））がある一方で、令和３年度（2021年度）

のように、採用者のうち男性が８割を占める年度も存在する。 

【市職員採用者数（一般事務区分）の状況】 

（単位；人／％） 

上段：人数 

下段：割合 

応募者数 採用者数 

男性 女性 計 男性 女性 計 

平成 27年度 
396 167 563 19 20 39 

70.3 29.7 100 48.7 51.3 100 

平成 28 年度 
407 189 596 20 18 38 

68.3 31.7 100 52.6 47.4 100 

平成 29 年度 
358 156 514 35 14 49 

69.6 30.4 100 71.4 28.6 100 

平成 30 年度 
323 174 497 23 23 46 

65.0 35.0 100 50.0 50.0 100 

令和元年度 
315 130 445 23 14 37 

70.8 29.2 100 62.2 37.8 100 

令和２年度 
274 127 401 22 19 41 

68.3 31.7 100 53.7 46.3 100 

令和３年度 
253 145 398 24 5 29 

63.6 36.4 100 82.8 17.2 100 

令和４年度 
202 122 324 19 19 38 

62.3 37.7 100 50.0 50.0 100 

令和５年度 
279 144 423 21 24 45 

66.0 34.0 100 46.7 53.3 100 

令和６年度 
316 155 471 36 19 55 

67.1 32.9 100 65.5 34.5 100 



 

159 
 

現在の市職員数における男女比は約６０対４０であることから、

今後の新規採用における男女比を５０対５０とするだけでは、速や

かな男女比の適正化を図ることはできない。 

全体における女性職員の割合を５０％とし、かつ、指導的地位に

女性が占める割合を増加させるためには、早期に女性の採用者数を

増加させる必要性がある。 

したがって、新規採用にあたって、積極的な格差是正措置（ポジ

ティブ・アクション）を実施していくことを検討すべきである。 

例年の応募状況を見ると、概ね男女比は７０対３０となっており、

そもそも女性の応募者の割合が常に低くなっている。 

女性職員数の増加の前提である女性応募者の比率の低さの理由に

ついては、客観的な統計資料はなく、様々な理由があり得る。 

したがって、抜本的な対応を図ることは難しいところであるが、

採用に係る広報活動において、女性の働きやすさや、男女共同参画

に関する取組等を積極的にアピールするとともに、女性が就職する

うえで抱える悩み、課題などの把握に努められたい。 
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２ 函館市女性センターについて 

 

⑴ はじめに 

根拠法令・財源・所管、目的については、第３章第２の「１２ 女

性センターにおける講座の開催」に記載したとおりである。 

本項では、「函館市女性センター」そのものの在り方について監査

する。 

なお、女性センターについては、指定管理者である「にっぽん生活

文化楽会」に管理を委託している。女性センターで実施される事業は、

市の委託のもとで管理業務として行う「主催事業」と、管理業務以外

に自己の費用と責任で行う「自主事業」がある。いずれの事業も男女

共同参画に関わるものである。 

 

⑵ 施設概要 

・昭和４７年（１９７２年）４月２２日開館 

・鉄筋コンクリート３階建（１階部分に東川児童館を併設） 

・敷地面積 ９７９．４３㎡、建物延面積 ９１８．７２㎡ 

・事務室、物品庫、会議室、談話室（図書コーナー、男女共同参画

コーナー、喫茶コーナー）、託児室、相談室、相談室２（印刷

室）、和室（３室）、調理準備室、調理実習室、講習室（２室） 

※他に玄関・ボイラー室・廊下・階段・トイレ等 

※施設概要の詳細は、次頁以降の「１ 函館市公共施設カルテ」

を参照されたい。 
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（「函館市公共施設カルテ 女性センター」） 
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⑶ 開館時間・期間等 

・午前９時から午後９時まで 

・休館日 ア 日曜日 

イ 国民の祝日に関する法律に規定する休日 

ウ １月２日、１月３日および１２月２９日から 

１２月３１日までの日 

 

⑷ 沿革・運営方法 

・昭和４５年（１９７０年）５月 設置協議開始 

・昭和４７年（１９７２年）３月 竣工 

函館市働く婦人の家条例制定 

４月 開館（市民部所管） 

・昭和５０年（１９７５年）８月 教育委員会所管 

・平成３年（１９９１年） ４月 函館市文化・スポーツ振興財団

へ管理委託 

・平成１３年（２００１年）４月 市民部所管 

女性センターに名称変更 

・平成１８年（２００６年）４月 指定管理者制度へ移行 

（指定管理者：函館家庭生活カウンセラークラブ） 

・平成２１年（２００９年）４月 指定管理者変更 

（指定管理者：にっぽん生活文化楽会） 

・指定期間満了後、平成２４年度（２０１２年度）、平成２９年度

（２０１７年度）および令和４年度（２０２２年度）からの指定

管理者候補者として選定され、現在も同事業者が引き続き指定管

理者として指定されている。（現指定管理期間は令和４年度（２

０２２年度）から令和８年度（２０２６年度）までの５年間） 

 

⑸ 事業の概要について 

令和５年度（２０２３年度）の事業概要については、次頁以降に

「女性センター 令和６年度業務概要」から抜粋して掲載する。 
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（「函館市女性センター 令和６年度業務概要」より） 
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函館市からの委託事業については、大別して 

ア 学習講座 

イ 文化・教養講座 

ウ 料理教室 

エ 相談事業 

オ その他の事業 

に分けられている。 

 

このうち、ア～ウについては、前掲第３章第２の「１２ 女性セン

ターにおける各種講座の開催」、第３の「３ 人材育成講座」におい

て、具体的な実施状況の監査を行っている。 

エの相談事業については、前掲第２のＤＶ、配偶者暴力に関する各

種事業や同「２２ 性的指向・性自認に関する相談体制の充実」で具

体的な実施状況の監査を行っている。 

また、オのその他の事業についても、前掲第２の「４ 男女共同参

画情報誌「マイセルフ」の発行」、「６ 啓発資料等の貸出し」、

「９ メールマガジンによる情報発信、提供」、「１３ 講座等の開

催時における託児体制の整備」、「２１ 性的少数者への理解の促進

に関する事業」について監査を行っている。 

このように、市から女性センターに委託している男女共同参画の推

進、実現に関する事業は、非常に幅広く多岐に及んでいる。 

 

⑹ 施設の管理に係る収支決算額 

直近３年間の施設の管理に係る収支決算額は次のとおりである。 
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ア 令和３年度(２０２１年度) 

収入額（A）－支出額（B）＝１，５９７，２２７円 

【収入】                 （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 

管理委託料 25,106,200 25,106,200 0 

材料費 227,800 198,400 29,400 

受取利息 0 49 △49 

合 計 25,334,000 (A)25,304,649 29,351 

 

【支出】                          （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

人件費 14,000,000 13,000,226 999,774  

主催事業関係経費 2,507,800 2,044,030 463,770  

 講座等開催経費 1,027,800 914,745 113,055 
講師謝礼金、旅費、 

保育士賃金、需用費 

 相談事業経費 898,000 866,275 31,725 
常設相談員賃金、 

定期相談事業謝礼金、旅費 

 広報関係経費 288,800 155,298 133,502 
印刷代、ホームページ運営経

費、需用費 

 男女共同参画推進事業費 246,480 107,712 138,768 
マイセルフ印刷代、メルマガ

関係費、コンテスト関係費等 

 その他 46,720 0 46,720 団体支援経費、まつり関係等 

施設維持管理費 5,272,000 4,967,626 304,374  

 燃料費 1,000,000 1,252,412 △252,412 重油、灯油 

 電気、水道、ガス料金 1,525,000 1,161,562 363,438 電気、上水道、下水道、ガス 

 清掃、警備料 1,864,671 1,864,662 9 
日常清掃、特別清掃、警備( 

機械警備含む)、非常通報等 

 修繕費 400,000 178,750 221,250  

 その他 482,329 510,240 △27,911 
消防用設備保守点検、 

建築設備定期検査等 

その他の所要経費 2,453,200 2,208,793 244,407  

 職員研修費 50,000 1,900 48,100 旅費、負担金等 

 福利厚生費 30,000 0 30,000 
職員損害保険料、 

健康診断ほか 

 使用料、賃借料 1,184,032 1,187,094 △3,062 
コピー機、 

印刷機リースほか 

 消耗品費 450,000 302,761 147,239  

 備品購入費 100,000 0 100,000  

 通信運搬費 275,000 290,529 △15,529  

 その他 364,168 426,509 △62,341  

租税公課 1,101,000 1,486,747 △385,747  

合 計 25,334,000 (B)23,707,422 1,626,578  
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イ 令和４年度(２０２２年度) 

収入額（A）－支出額（B）＝４，３３６，３４３円 

【収入】                 （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 

管理委託料 27,529,000 27,529,000 0 

材料費 226,000 228,100 △2,100 

受取利息 0 46 △46 

合 計 27,755,000 (A)27,757,146 △2,146 

 

【支出】                          （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

人件費 15,234,000 11,623,312 3,610,688  

主催事業関係経費 2,590,000 2,160,395 429,605  

 講座等開催経費 949,000 813,310 135,690 
講師謝礼金、旅費、 

保育士賃金、需用費 

 相談事業経費 910,000 842,125 67,875 
常設相談員賃金、 

定期相談事業謝礼金、旅費 

 広報関係経費 346,000 259,600 86,400 
印刷代、ホームページ運営

経費、需用費 

 男女共同参画推進事業費 285,000 245,360 39,640 
マイセルフ印刷代、メルマガ

関係費、コンテスト関係費等 

 その他 100,000 0 100,000 団体支援経費、まつり関係等 

施設維持管理費 5,410,000 5,251,248 158,752  

 燃料費 950,000 1,178,462 △228,462 重油、灯油 

 電気、水道、ガス料金 1,475,000 1,367,536 107,464 電気、上水道、下水道、ガス 

 清掃、警備料 1,985,000 1,983,410 1,590 
日常清掃、特別清掃、警備( 

機械警備含む)、非常通報等 

 修繕費 400,000 187,440 212,560  

 その他 600,000 534,400 65,600 
消防用設備保守点検、 

建築設備定期検査等 

その他の所要経費 3,060,000 2,862,031 197,969  

 職員研修費 40,000 7,000 33,000 旅費、負担金等 

 福利厚生費 40,000 23,783 16,217 
職員損害保険料、 

健康診断ほか 

 使用料、賃借料 1,448,000 1,424,130 23,870 
コピー機、 

印刷機リースほか 

 消耗品費 550,000 534,830 15,170  

 備品購入費 110,000 0 110,000  

 通信運搬費 297,000 408,116 △111,116  

 その他 575,000 464,172 110,828  

租税公課 1,461,000 1,523,817 △62,817  

合 計 27,755,000 (B)23,420,803 4,334,197  
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ウ 令和５年度(２０２３年度) 

収入額（Ａ）－支出額（Ｂ）＝１，２８０，７３４円 

【収入】                 （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 

管理委託料 27,617,000 27,617,000 0 

材料費 198,400 180,700 17,700 

受取利息 0 55 △55 

合 計 27,815,400 (A)27,797,755 17,645 

 

【支出】                          （単位：円） 

科 目 予算額 決算額 比較増減 備 考 

人件費 15,226,900 14,839,597 387,303  

主催事業関係経費 2,449,500 1,943,505 505,995  

 講座等開催経費 896,400 712,515 183,885 
講師謝礼金、旅費、 

保育士賃金、需用費 

 相談事業経費 910,000 905,550 4,450 
常設相談員賃金、 

定期相談事業謝礼金、旅費 

 広報関係経費 208,100 75,900 132,200 
印刷代、ホームページ運営

経費、需用費 

 男女共同参画推進事業費 285,000 249,540 35,460 
マイセルフ印刷代、メルマガ

関係費、コンテスト関係費等 

 その他 150,000 0 150,000 団体支援経費、まつり関係等 

施設維持管理費 5,498,000 5,211,515 286,485  

 燃料費 950,000 1,188,365 △238,365 重油、灯油 

 電気、水道、ガス料金 1,475,000 1,168,574 306,426 電気、上水道、下水道、ガス 

 清掃、警備料 1,985,000 1,996,500 △11,500 
日常清掃、特別清掃、警備( 

機械警備含む)、非常通報等 

 修繕費 400,000 388,536 11,464  

 その他 688,000 469,540 218,460 
消防用設備保守点検、建築

設備定期検査等 

その他の所要経費 3,180,000 3,262,087 △82,087  

 職員研修費 40,000 1,000 39,000 旅費、負担金等 

 福利厚生費 40,000 38,800 1,200 
職員損害保険料、健康診断

ほか 

 使用料、賃借料 1,568,000 1,539,993 28,007 
コピー機、印刷機リースほ

か 

 消耗品費 550,000 840,686 △290,686  

 備品購入費 110,000 0 110,000  

 通信運搬費 297,000 278,145 18,855  

 その他 575,000 563,463 11,537  

租税公課 1,461,000 1,260,317 200,683  

合 計 27,815,400 (B)26,517,021 1,298,379  
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⑺ 利用者等の実績 

直近３年間の利用状況は、次のとおりである。 

（単位：人） 
区 分 令和３年度 令和４年度 令和５年度 

利用者延人数 13,655 14,042 12,385 

 

なお、女性センターは、開催される講座等を受講することや、個人

で施設を利用することのほか、届出をすることにより、各種団体が活

動場所として利用することができ、令和６年（２０２４年）６月１１

日現在の登録利用団体数は、合計４１団体（４３５名）である。 

 

⑻ 現地視察について 

令和７年（２０２５年）１月８日、包括外部監査人および補助者全

員（以下「包括外部監査人等」という。）で、女性センターを視察し

た。 

監査の結果については、現地視察を踏まえたものである。 

 

⑼ モニタリングおよび評価結果 

令和５年度（２０２３年度）の指定管理のモニタリングおよび評価

結果について、市ホームページに公開されている「指定管理者業務実

績シート」を以下に転載する。 

これは、女性センターにおいて提供されている市民サービスの具体

的な状況等に対してなされる「通知表」であり、利用者アンケートの

結果や市の指定管理者に対する評価などが記載されている。 

同センターが行っている業務が、利用者である市民および市のいず

れからも高い評価を受けていることが明示されている。 
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（「函館市女性センター 令和５年度 指定管理者業務実績シート」） 
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⑽ 監査の結果 

 
【指摘５】 

耐震調査・対策等の建物の老朽化対策を速やかに実施されたい 
  
 

ア 女性センターの重要性について 

（ア）男女共同参画に関する施策の中心的施設であること 

女性センターの設置を規定する「函館市女性センター条例」の

第１条には、「女性の福祉の増進と教養の向上を図り、および男

女共同参画社会の形成の促進に寄与するため、市に女性センター

を設置する」と定められている。 

そして、現時点において、市における唯一の男女共同参画に特

化した施設であり、男女共同参画に関する施策、事業、取組の中

心として機能する施設である。 

 

（イ）女性センターの需要が高いこと 

上記「⑸ 事業の概要について」で示したように、女性センタ

ーでは、多種多様な講座の開催を含む様々な事業が行われており、

性別や年代を問わず多数の講座受講者や施設利用者がいる。 

利用状況については、令和５年度（２０２３年度）で延べ１万

２，３８５人が利用しており、同年度は５月８日に新型コロナウ

イルス感染症が５類感染症に移行したばかりであったことから、

令和６年度（２０２４年度）以降は、利用者数が増加することが

十分に見込まれる。 

なお、新型コロナウイルス感染症の流行以前の平成３０年度

（２０１８年度）の利用者数は、延べ２万１，４８２人に及んで

いた。 

 

（ウ）指定管理者に対する評価が高いこと 

上記「令和５年度 指定管理者業務実績シート」の「３ 市民

ニーズの把握の実施状況」のアンケート結果によると、８０％以

上の利用者が施設の状況や施設全体の満足度等について肯定的な

回答をしており、半数以上の利用者は「大変満足」または「やや

満足」と評価している。 

このように、女性センターの利用者は、同センターおよびこれ
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を運営する指定管理者に対して高い評価をしている。 

また、上記「令和５年度 指定管理者業務実績シート」の「７ 

指定管理者に対する評価」では、市の指定管理者に対する評価が

記載されているが、「業務の履行状況」および「サービスの質の

状況」について、「協定書を遵守し、事業計画書及び仕様書の水

準どおり行われている」と評価し、全体として高い評価をしてい

る。 

以上から、指定管理者が行っている女性センターの各種業務は、

市民および市から高い評価を得ていることが認められる。 

 

イ 問題点について 

上記のとおり、女性センターは、男女共同参画社会の推進にとっ

て重要な施設であるにも関わらず、いくつか指摘すべき問題点があ

る。 

ここでは、まず、建物・設備について取り上げる。 

 

（ア）建物について 

～老朽化が著しくバリアフリー化もされていないこと 

女性センターが入る建物の建築年度は昭和４６年度（１９７１

年度）であり、築年数は５３年を超えている。本来、耐用年数は

５０年であり、老朽化が著しい状態にある。 

さらに、建物の耐震対策については、旧耐震基準であり、かつ

新基準での耐震診断は未実施である。 

女性センターは年間１万人を超える市民等が利用している施設

であり、高齢者や子どもたちの利用も少なくない。これは利用者

の生命身体の危険に直接影響する重大な問題であり、速やかに対

応を講じなければならない。 

また、この建物は地上３階建てであるが、バリアフリー化はな

されておらず、エレベーター、エスカレーターは設置されていな

いため、身体的理由で同センターを利用できない市民等がいるこ

とになる。 

 

（イ）駐車場について～狭小であること 

女性センターに付帯する無料駐車場は、利用者数に比して狭小

であり、一部は普通車１台分程度の幅の細長い敷地となっており、

縦列に駐車し、前に駐車している車両から順に前進しなければ出
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られない部分もあり、不便である。また、近隣の有料駐車場も徒

歩５分以上離れている。 

市民の自家用車の活用率の高さを踏まえれば、市電やバスなど

の公共交通機関の利用を促すだけでなく、駐車場の確保も行う必

要がある。 

 

（ウ）設備について～建物の冷暖房設備の問題 

包括外部監査人等は、令和７年（２０２５年）１月８日に視察

を実施した。 

施設の暖房設備は重油を用いたものがメインであり、建物の老

朽化による断熱効果の低下や、暖房設備の老朽化の影響もあり、

その性能は低いものであった。また、暖房が行き届かないところ

はポータブルの灯油ストーブで対応していたが、その台数も十分

に確保できていない状況であった。 

さらに、冷房設備も設置されていない。 

したがって、夏季は施設内が高温となるため、ペットボトルに

水を入れて凍らせたものに扇風機の風を当てて即席のクーラー代

わりとしたり、冷風機を導入するといった対策を講じているが、

職員の執務環境としては非常に厳しいものであることがうかがわ

れた。 

特に気温が高くなる８月については、講座受講者が熱中症を発

症するおそれがあることから、講座の開催を控えているとのこと

であった。 

 

ウ まとめ 

このように、女性センターの建物は老朽化が著しく、特に耐震対

策が不十分である状況は、職員、市民の生命身体の危険に関わる問

題であり、新基準による診断が必要と考える。 

また、冷暖房設備の不足や不十分な状態は、職員や市民の生命身

体の危険性に関わるものであり、労働環境や、委託業務である各種

講座の実施などへ影響を与える問題である。 

なお、女性センターの移転計画も存在するが、移転の時期や建物

の概要が示されたばかりであり、実現までには時間を要するところ

である。 

国、北海道および函館市は、地球温暖化対策として、温室効果ガ

スの削減と、脱炭素化「ゼロカーボンシティ」を目指しており、高
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断熱・高気密の省エネ住宅を推進し、補助金を支出している。 

しかし、本件建物は、低断熱・低気密の反「省エネ」建物であり、

ゼロカーボンシティの理念や計画とも矛盾するものである。 

たしかに、遠からず施設の移転がなされるのであれば、老朽化し

た建物のバリアフリー化に膨大なコストを投じることは費用対効果

の面で悩ましい問題ではある。 

少なくとも耐震対策や冷暖房設備の改善は、利用者や施設職員の

生命身体に直接関わる重大な問題である。近い将来の移転の可能性

は、耐震対策等を行わない理由にはならない。 

 
【指摘６】 

函館市女性センター条例を改正し、施設名称を男女共同参画の推

進にふさわしいものに変更されたい 

 

ア 名称が「函館市『女性』センター」であることの問題性 

函館市女性センター条例第１条では、「女性の福祉の増進と教養

の向上を図り、および男女共同参画社会の形成の促進に寄与するた

め、市に女性センターを設置する」（太字は監査人による編集。）

と規定しており、「『女性』センター」という名称は、条例によっ

て定められている。 

女性センターは、同条が定める男女共同参画社会の形成の促進に

寄与するための施設であり、市の男女共同参画の推進における中心

的な役割を担うものであるが、その名称は「『女性』センター」の

ままとなっている。そのため、同センターの役割が市民に伝わらず、

男性は利用できないのではないかという誤った認識や、男性が利用

しにくいといったバイアスを生じさせかねない。 

したがって、「函館市男女共同参画推進センター」等に名称を変

更すべきである。なお、現在の「女性センター」という名称は、函

館市女性センター条例に基づくものであり、名称変更には同条例を

改正する必要がある。 

 

イ 愛称をつけることの意義 

公共施設においては、正式名称以外に愛称を設けて市民への親し

みやすさを向上するような取組も見られる。 

本施設の正式名称の変更だけでなく、愛称をつけることで、男女

共同参画の推進のための施設であることをより広く市民に周知させ
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ることが可能になると考えられるため、愛称を設けることも検討さ

れたい。その際には、男女共同参画社会の推進の周知・広報を兼ね

るべく、公募によることが望ましい。 

なお、上述のように、本施設の名称の変更には条例の改正が必要

であるが、条例の改廃の手続には時間を要する。 

したがって、法令上、その設定に特段の制限のない「愛称」につ

いて、優先することも検討に値するものと思料する。 

 

【指摘７】 

管理委託料が適切なものとなっているかの検証を行い、燃料費や

光熱費の高騰への対策等をなされたい 

 

ア 施設の管理に係る収支決算額について 

⑹において、令和３年度（２０２１年度）から令和５年度（2023

年度）までの「施設の管理に係る収支決算額」を記載した。 

燃料費は毎年２０万円以上不足している。 

現在の社会情勢に照らせば、燃料費や光熱費の高騰などは今後も

続くことが想定されるところである。 

 

イ 視察の状況 

施設内では、本来２本設置すべき蛍光灯の本数を１本とするなど、

「節電」に努めている様子が見られた。 

また、同施設で使用しているコピー機は相当に旧式のものであり、

保守期間も超過しているなど、新しい機材・物品を購入する余裕が

ないことも随所にうかがわれた。 

収支決算の内容および結果を見ると、全体の収支はマイナスには

なっていないが、燃料費等の予算の不足分を、本来であれば支出す

べき他の費目の節約、圧縮によって補填しているためである。 

いずれにしても、市が委託料を積算する際には、指定管理者が施

設の設置目的に即した事業内容を確実に実行できるよう、適正な積

算をしなければならない。 

これは、女性センターが男女共同参画の推進において果たしてい

る役割からすると、各種事業の質の低下をも招きかねない重大な事

態である。 
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ウ まとめ 

委託料の設定にあたっては、委託事業の重要性や指定管理者の業

務の具体的状況を十分に確認・検証して、適切な金額を設定される

ことを求める。 

特に、社会情勢の変化による燃料費や光熱費の高騰への対策につ

いては、指定管理者に過大な負担が生じないよう、柔軟に対応でき

るような枠組み等を検討されたい。 
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３ パートナーシップ宣誓制度について 

 

⑴ パートナーシップ宣誓制度とは 

パートナーシップ宣誓制度とは、同性同士の婚姻が現行法上で認め

られていない我が国において、各自治体がそれぞれ独自に、ＬＧＢＴ

Ｑカップルに対して、結婚（法的な婚姻関係）に相当する関係である

ことを証する証明書を発行し、様々な行政サービスや社会的な配慮等

を受けやすくする制度である。 

平成２７年（２０１５年）１１月に東京都渋谷区が最初に開始した

制度であり、その後、全国各地の地方公共団体での導入が広がった。 

 

⑵ 函館市のパートナーシップ宣誓制度の概要 

ア 制度の概要 

函館市では、令和４年（２０２２年）４月１日から「函館市パー

トナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱」を施行し、パートナー

シップ制度の運用を開始した。 

これは、一方または双方が性的少数者である二者が、互いを人生

のパートナーとして、相互に責任を持って協力し合うことにより共

同生活を行うことを約束した関係（パートナーシップ）であること

を函館市（函館市長）に対して宣誓し、市が「パートナーシップ宣

誓書受領証」等を交付するというものである。 

この制度は、性の多様性への理解が進み、市民一人一人がお互い

の個性や多様性を認め合い、誰もが自分らしく暮らせるまちとなる

ことを目指して導入されたものである。 

同要綱の趣旨を規定した第１条を示す。 

 

 

第１条（趣旨） 

この要綱は、性の多様性への理解が進むことにより、市民一人

一人がかけがえのない個人として尊重され、人生のパートナーや

大切な人と安心して暮らせるまちの実現のため、パートナーシッ

プの宣誓の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 

  

 

なお、同要綱では、パートナーシップとは、「（一方または双方

が性的少数者である二者が、）互いを人生のパートナーとして、相

互に責任を持って協力し合うことにより共同生活を行うことを約束
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した関係」と定義されている。 

また、性的少数者とは、「性的指向（恋愛感情または性的感情の

対象となる性別についての指向）が異性愛のみではない、または、

性自認（自己の性別についての認識）が戸籍上の性別と異なる者」

と定義されている。 

 

イ 宣誓をすることができる要件 

一方または双方が性的少数者であり、次の全ての要件にあてはま

る場合に、宣誓をすることができる。 

 

（ア） 成年に達していること 

（イ） 少なくともどちらか一方が函館市民であること（転入予定

（３か月以内）を含む） 

（ウ） 双方ともに配偶者（事実婚関係を含む）がいないこと 

（エ） 宣誓する二人以外の人とパートナーシップ関係にないこと 

（オ） 二人の関係が近親者（養子関係を除く）でないこと 

 

※近親者とは、民法に規定された婚姻できない関係（直系血族、

三親等以内の傍系血族または直系姻族）にある者をいう 

 

ウ 制度利用の具体的イメージ 

制度を利用しようとする二者が「パートナーシップ宣誓書」に署

名を行い、市から「パートナーシップ宣誓書受領証」および「パー

トナーシップ宣誓書受領証カード」の交付を受ける。 

市は提出を受けた「パートナーシップ宣誓書」および添付書類

（上記各要件の具備を証明する書類）を保管する。 

 

エ 制度の利用案内等について 

制度の利用案内については、制度そのものを周知・啓発する１枚

もののパンフレットを作成しているほか、制度の詳細な情報を盛り

込んだ「函館市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」を作成・

配布している。 

パンフレットには、宣誓をすることができる人の要件や必要書類、

宣誓手続の概略などが簡潔にわかりやすく記載されている。 

さらに、同制度に関する市ホームページのＱＲコードを記載して

いるほか、問い合わせ先・連絡先については、電話だけでなく２４
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時間受付のメールフォームのＱＲコードを記載する等、利用者の目

線に立った工夫がなされている。 

わずかな紙幅に対して、必要十分な情報が盛り込まれており、周

知・広報文書として非常に高い完成度である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（「函館市パートナーシップ宣誓制度」パンフレット） 

 

また、「函館市パートナーシップ宣誓制度利用の手引き」は、具

体的にパートナーシップ宣誓制度を知りたい人を対象として、より

詳細な情報を盛り込んだものである。 

同手引きは、市におけるパートナーシップ宣誓制度の開始に先立 

つ令和４年（２０２２年）３月に発行され、その後、令和５年（ 

２０２３年）４月、令和６年（２０２４年）１月と定期的に改訂さ

れ、ブラッシュアップが進められている。 

 

オ 函館市において利用可能な行政サービス 

（ア）パートナーシップ宣誓制度は、現行法上婚姻が認められない二

者が、可能な限り通常の婚姻関係にある者同士と同様の行政サー

ビス等を受けられるようにすることが一つの大きな目的である。 
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（イ）パートナーシップの宣誓により利用可能となる行政サービス 

パートナーシップの宣誓により、次のような制度・手続が利用

可能になっている。 

 

制度・手続の名称 内 容 

同一世帯での住民登録 

（続柄を「縁故者」と

する場合） 

生計が同一であれば、同一世帯で「縁

故者」として住民登録ができる。 

家族介護用品給付事業 パートナーも対象者としてサービスを

受けることができる。 

家族介護慰労事業 パートナーも対象者としてサービスを

受けることができる。 

両親学級 パートナーも配偶者と同等として参加

できる。 

市営住宅の入居申込等 パートナーとの入居申込、同居申請が

できる。 

特定公共賃貸住宅の入

居申込等 

パートナーとの入居申込、同居申請が

できる。 

 

（ウ）パートナーシップ宣誓をしていなくても利用可能な制度・手続 

パートナーシップ宣誓制度を利用していない場合でも、次のよ

うな制度・手続は利用可能である。 

 

制度・手続の名称 内 容 

同一世帯での住民登録 生計が同一であれば、同一世帯で「同

居人」として住民登録ができる。 

火葬埋葬手続 同居している場合、同居者として火葬

埋葬の手続ができる。 

同一世帯としての国民

健康保険への加入 

住民票上同一世帯であれば、パートナ

ーと同一世帯として国民健康保険に加

入できる。 

市福祉サービス苦情処

理制度の申立人の範囲 

パートナーも配偶者と同等として制度

を利用できる。 

要介護認定申請  パートナーも代理申請ができる。 

生活保護 同居し、生計を同一にしている場合、

パートナーも同一世帯として申請、受

給できる。 

ＤＶ相談 パートナーからの暴力（ＤＶ）につい

て相談できる。 
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認定こども園等におけ

る送迎者 

パートナーの子どもの保護者として認

定こども園等の送迎ができる。 

保育給付認定等申請 パートナーの子どもの保護者として利

用申し込みができる。 

就学相談 監護者の同意がある場合、パートナー

の子どもの保護者として利用申し込み

ができる。 

救急車への同乗 救急搬送される際、パートナーも救急

車に同乗できる。 

市立病院（※）におけ

る対応 

パートナーに判断能力が認められる状

態にある場合、面会、診察室内への付

添い、診療方針の説明を受けること、

各種同意書への署名の代筆等ができ

る。 

※ 市立函館病院、市立函館恵山病院、市立函館南茅部病院 

 

なお、市立病院における対応の中で、パートナーは入院保証人

にはなれないこととされているが、これは原則として法定相続人

（被相続人の配偶者、子、父母、兄弟姉妹）でなければ身元引受

ができないとされていることによるものであり、いわゆる内縁関

係の者と同様の取扱いである。 

 

（エ）行政サービスの周知 

市では、宣誓をした者が利用できる行政サービスの範囲が広が

るよう、市役所の各課への働きかけを行うとともに、上記サービ

スの一覧をホームページで公表している。 

この一覧表は、各種行政サービスの内容について簡潔かつわか

りやすく説明し、また、問い合わせ先も記載する等、利用者目線

に立って作成された資料である。 
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（「利用可能な行政サービス一覧（R5.7.18 現在）」） 
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カ 他自治体との連携 

パートナーシップ宣誓制度は、各自治体ごとの制度である。 

そのため、制度利用者の転入・転出などに際して、制度の相互利

用や手続きの簡素化を行い、制度利用者の負担軽減とサービスの向

上を図る必要がある。 

函館市では、令和６年（２０２４年）１０月時点で、北海道内の

２６市町と連携協定を締結している。 

連携の在り方については、大別して、相互利用による連携と手続

の簡素化による連携の二つの方法がある。 

相互利用による連携とは、制度利用者が転出時に継続使用届を提

出することにより、転入先においても、転出元の宣誓書受領証等の

継続使用が可能となるものである。これにより、転出元の自治体に

宣誓書等の返還請求手続きを行い、転出先の自治体に対して改めて

必要書類を揃えて宣誓手続を行うといった煩わしさから解放される

ことになる。 

他方、手続の簡素化による連携は、転入先自治体で受領証等を提

示することで、転入先における宣誓手続が一部省略されるというも

のである。 

利用者の目線からは、前者の相互利用による連携が望ましいとこ

ろである。 

現在、帯広市との間では手続の簡素化による連携に留まっている

が、その他２５市町との間では、相互利用による連携となっている。 

 

⑶ パートナーシップ宣誓制度の根拠 

日本国憲法における人権規定（幸福追求権等）やＬＧＢＴ理解促進

法などが性的少数者の権利擁護の根拠となるが、同性婚そのものにつ

いて認める法律はない。 

函館市におけるパートナーシップ宣誓制度の運用の根拠となってい

るものは、「函館市パートナーシップの宣誓の取り扱いに関する要綱」

である。 

他の自治体では、函館市と同様に「要綱」の形式としているところ

が多いが、パートナーシップ宣誓制度について条例で定めている自治

体や男女共同参画推進条例にパートナーシップ宣誓制度に関する規定

を定めている自治体もある。 
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⑷ 監査の結果 

 

【指摘８】 
男女共同参画推進条例にパートナーシップ宣誓制度について盛り

込む等、パートナーシップ宣誓制度の法的基盤を十分なものにさ

れたい 
 

ア 函館市の条例整備の現状について 

市におけるパートナーシップ宣誓制度に関する根拠法令は、「要

綱」のみであり、パートナーシップ宣誓制度について定めた条例は

存在しない。 

市において制定されている男女共同参画等に関する条例は、「函

館市男女共同参画推進条例」である。 

同条例は、平成１７年（２００５年）４月１日から施行されてい

るものであり、パートナーシップ宣誓制度そのものや、性の多様性

等についての規定なども含まれていない。 

また、性の多様性に関する条例も存在しない。 

 

イ 他の自治体について 

令和６年（２０２４年）６月現在で、全国の自治体のうち４５８

団体（人口比で９０％を超えている）においてパートナーシップ宣

誓制度を導入しているとされているが、その大半の自治体では、函

館市と同様、規則や要綱等をその法的根拠としている。 

パートナーシップ宣誓制度を条例として定めているのは、渋谷区、

東京都等１８の自治体のみであるが、男女共同参画推進条例の中で

性的指向・性自認および性的少数者に対する差別的な取扱いを禁止

することなどを規定している自治体は１００団体程度確認できた。 

 

ウ 「要綱」の法的性質について 

函館市では「要綱」の形でパートナーシップ宣誓制度の取り扱い

について定めているが、「要綱」は、あくまでも行政機関における

事務執行に関する内部規定である。 

「要綱」は、本来、法律、条令等に基づく制度についての具体的

で詳細な運用事務について定められる行政内部における指針である。 

したがって、国民や住民の代表による議論を経て決せられる法律

や条例等のような民主的基盤はなく、住民を拘束するような法的効
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力はない。 

パートナーシップ宣誓制度といった非常に重要な制度について、

条例の定めがなく、要綱に定められているに留まっていることは、

ＬＧＢＴ理解促進法の趣旨や、法律に基づく行政がなされているか

という点で不十分である。 

また、現時点において、性の多様性に関する事柄を定める条例が

存在しないということも同様である。 

 

エ 条例整備の必要性 

本監査のテーマである男女共同参画の推進や実現は、性的指向・

ジェンダーアイデンティティの理解促進、真に全ての市民が自分ら

しく生きられる社会に向かう通過地点に過ぎない。 

男女共同参画推進条例の改正の中で性の多様性に関する規定を盛

り込んだり、あるいはパートナーシップ制度、ファミリーシップ制

度に関する条例を制定する自治体もある。 

函館市男女共同参画推進条例を、現在の問題意識を反映させる形

で改正することや、そして、その中に性の多様性の問題やパートナ

ーシップ宣誓制度を盛り込むことは、函館市のこれらの問題に対す

る態度、積極的な姿勢を明確に示すものとなる。 

 

オ 指摘の趣旨 

本指摘は、パートナーシップ宣誓制度や性の多様性に関する条例

が存在しないことや、既存の男女共同参画推進条例について時代に

即した改正を行っていない現状を、強く問題視するものである。 

 

【意見１４】 
他の自治体との連携をより積極的に行われたい 
  

 

ア 取組の評価 

函館市と同様にパートナーシップ宣誓制度を運用している自治体

との間で制度利用の連携を図り、転出・転入の煩わしさを減少させ

ることは、利用者の目線に立ったサービスとしては非常に重要であ

る。 

他自治体との制度利用の連携の促進は、単に宣誓制度を用意する

だけではなく、いかに使いやすい制度にしていこうかという函館市
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の姿勢を示す一つの指標といえる。 

なお、他の指標としては、パートナーシップ宣誓制度の利用者が

利用できる行政サービスの範囲であるが、市においては、利用可能

な行政サービスの範囲の拡大に向けた取組が継続的になされている

ことや、市立函館病院における運用の整理など、積極的な取組がな

されていることが確認できた。 

他自治体との連携がなされることは、人口流出が問題となってい

る函館市においては、市に転入したいと思ってもらうための取組で

あるともいえ、その意味でも重要なものである。 

 

イ 連携先が少ないこと 

しかしながら、現状における連携先は道内の市町のみであり、そ

の数も２６に留まっている。 

日本全国においてパートナーシップ宣誓制度を運用している自治

体は、人口の９０％に及んでいる現状からみると、これは消極的と

評価せざるを得ない。 

たしかに、同性婚を認める法整備がなされることが本質的な問題

の解決である。したがって、各自治体におけるパートナーシップ宣

誓制度は、そのための立法事実の積み重ねであり、あくまで、国の

法律が整備されるまでの橋渡しに過ぎないという見方もできるかも

しれない。しかし、当事者は日々生活している市民であるため、自

治体ができる限りのことをしていく、という視点が必要である。 

また、他の自治体に居住している宣誓制度利用者が転居等を考え

たとき、相互利用連携が図られているかどうかは、選択基準の一つ

となり得る。 

 

ウ まとめ 

多くの自治体と相互利用連携体制を構築することは、同制度の利

用主体である市民の権利擁護の観点から、また、要綱の趣旨のとお

り「市民一人一人がかけがえのない個人として尊重され、誰もが自

分らしく暮らすことのできる函館市」の実現のために有効なものと

考えられることから、本意見とするものである。 
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第４章 おわりに 

 

本監査は、函館市における男女共同参画（およびＬＧＢＴ関連）の推進に

関する各種の事務について、その制度趣旨や体制、具体的な運用状況につい

て監査を行ったものである。 

男女共同参画の推進は、今なお完全な実現に至っていないという意味で現

代社会における喫緊の課題であり、地方公共団体においても積極的な取組が

要請されているものである。そして、あらゆる分野における男女共同参画の

推進は、函館市民の生活に密接したものである。したがって、本監査におい

ては、制度利用者としての市民の目線、そして、納税者としての市民の目線

を大切に監査を行ったところである。 

 

一連の監査を終え、函館市における男女共同参画の推進・実現に関する各

種事業は、概ね適正に運用されていることが確認できた。 

たしかに、男女共同参画の推進の取組は、組織における男女構成比や管理

的地位にある女性の割合などのように具体的な効果を数値化可能な部分もあ

り、特に函館市がその決定にイニシアティブを発揮できる分野については、

数値目標を達成していないもの、取組や数値目標それ自体に疑義があるもの

について、厳しい指摘をすることとなった。また、函館市が自ら政策判断が

可能な分野という意味では、男女共同参画の推進にあたって重要な役割を担

っている「女性センター」に関する監査意見も同様である。 

もっとも、男女共同参画社会の推進に関する事業の中には、非常に重要で

意義のあるものだが、すぐにはその効果を数値化できないものも少なくない。

小中学生を対象とする啓発誌の作成・配布や小中高校生を対象とする出前講

座、女性センターの指定管理者の管理業務の多くや、市が実施する各種講座

などはまさにそのような事業である。函館市では、このような効果分析が難

しい事業についても、積極的な取組を行っていることが確認できた。このよ

うな取組を続け、その効果が少しでも早く結実することを期待するものであ

る。 

 

また、昨年度の包括外部監査では、市民への情報発信、周知・啓発などに

おけるホームページの活用の在り方、ＵＩ（ユーザー・インターフェース）

デザインについて、利用者としての市民の目線から随所で意見を述べたが、

今年度の監査においても、男女共同参画の推進についての各種事業に関する

情報発信、周知・啓発についての函館市のホームページの在り方を確認した。 
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昨年度と比較すると、情報検索のしやすさ、ホームページ上の情報量など

大きな改善がなされていることが確認できた。もちろん、事業によってはま

だ不十分なものもあるが、利用者である市民の目線からホームページのブラ

ッシュアップがなされていることは大変望ましいことである。 

 

おわりに、函館市における男女共同参画社会の推進に関する各種の事業等、

様々な取組に日々尽力されている中、本監査に丁寧にご対応・ご協力してい

いただいた市民部市民・男女共同参画課をはじめとする関係各部課の方々や、

現地視察にご対応していただいた方々に深く御礼を申し上げるとともに、本

監査が、函館市における男女共同参画社会の推進・実現の一助となることを

心より願うものである。 

 

令和７年３月 

監査人 
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函館市男女共同参画推進条例 

平成１７年３月２５日条例第１５号 

目次 

前文 

第１章 総則(第１条～第７条) 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策(第８条～第１４条) 

第３章 男女共同参画苦情処理委員(第１５条～第１８条) 

第４章 男女共同参画審議会(第１９条～第２３条) 

第５章 雑則(第２４条) 

附則 

 

個人の尊重と法の下の平等を定める日本国憲法の下で，男女の平等を実現す

るために，女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約採択などの国

際社会の取組とも連動して，国や北海道において男女共同参画社会基本法や北

海道男女平等参画推進条例が制定されるなど，法制度の整備が進められてきま

した。 

私たちのまち函館市においても，女性センターを中心とする各種事業活動や

男女共同参画に関する基本的計画である「はこだてプラン 21」の策定など，男

女の意識改革の実現を図る施策において，男女共同参画の実現に向けた様々な

努力を行ってきました。 

しかしながら，男女の人権の尊重に関する認識がいまだ十分であるとはいえ

ず，性別による固定的な役割分担意識およびそれに基づく慣習等が存在してい

ることから，男女共同参画社会の実現には，なお一層の努力が必要です。 

更に，大都市と比べて少子高齢化がより急速に進んでいる市においては，次

世代を担う青少年の健全な育成を図るためにも，男女共同参画の理念に基づい

たまちづくりを進めていくことが，21 世紀における最重要課題となっています。 

このような現状を踏まえ，課題の解決に向けた取組を進めるための基本的な

考え方を明らかにすることにより，男女共同参画社会の実現を目指し，この条

例を制定します。 

 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は，男女共同参画の推進に関し，基本理念を定め，市，市民

および事業者の責務を明らかにするとともに，市の施策の基本となる事項を

定めることにより，男女共同参画を総合的かつ計画的に推進し，もって男女

共同参画社会を実現することを目的とする。 
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(定義) 

第２条 この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

(1) 男女共同参画 男女が，性別にかかわりなく個人として尊重され，社会

の対等な構成員として，自らの意思によって，社会のあらゆる分野(家庭，

職場，学校，地域その他の社会のあらゆる分野をいう。以下同じ。）にお

いて，その個性と能力を十分に発揮する機会が確保され，男女が均等に政

治的，経済的，社会的および文化的な利益を享受することができ，かつ，

共に責任を担うことをいう。 

(2) 積極的格差是正措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を解消す

るため必要な範囲内において，男女のいずれか一方に対し，その機会を積

極的に提供することをいう。 

(3) セクシュアル・ハラスメント 他の者に対し，その意に反して性的な言

動を行うことにより，当該者の就業等における生活環境を害して不快な思

いや体験をさせることまたは性的な言動を受けた者の対応により当該者に

不利益を与えることをいう。 

(4) ドメスティック・バイオレンス 夫婦，恋人等の男女間における身体的

または精神的な苦痛を与える暴力的行為をいう。 

(基本理念) 

第３条 男女共同参画は，次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければな

らない。 

(1) 男女が一人の自立した個人として尊厳が重んぜられること，直接的にも

間接的にも男女が性別による差別的取扱いを受けないこと，男女が共に社

会的文化的に形成された性別にとらわれず個人として能力を発揮する機会

が確保されることその他の男女の人権が尊重されること。 

(2) 社会における制度または慣行が，性別による固定的な役割分担等を反映

して，男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすこ

とにより，男女共同参画を阻害する要因となるおそれがあることを考慮

し，社会における制度または慣行が男女の社会における活動の選択に対し

て及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮しなければならな

いこと。 

(3) 男女が，社会の対等な構成員として，市における政策または事業者にお

ける方針の立案および決定に共同して参画する機会が確保されること。 

(4) 家族を構成する男女が，相互の協力と社会の支援の下に，子の養育，家

族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割
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を円滑に果たし，かつ，家庭以外の社会のあらゆる分野における活動を行

うことができるようにすること。 

(5) 男女が互いの性について，理解を深め，尊重し合うことにより，生涯に

わたり人格の尊厳を保つことができるようにすること。 

(6) 男女共同参画の推進が国際社会における取組と密接な関係を有している

ことを考慮し，国際社会における取組を踏まえながら行われること。 

(市の責務) 

第４条 市は，前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり，

男女共同参画の推進に関する施策(積極的格差是正措置を含む。以下同じ。)

を総合的かつ計画的に策定し，および実施しなければならない。 

２ 市は，男女共同参画の推進に当たっては，市民，事業者，国および他の地

方公共団体との密接な連携を図らなければならない。 

(市民の責務) 

第５条 市民は，基本理念にのっとり，社会のあらゆる分野において，男女共

同参画の推進に積極的かつ主体的に取り組むとともに，市が実施する男女共

同参画の推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(事業者の責務) 

第６条 事業者は，基本理念にのっとり，その事業活動において，男女共同参

画の推進に自ら積極的に取り組むとともに，市が実施する男女共同参画の推

進に関する施策に協力するよう努めなければならない。 

(性別による権利侵害の禁止) 

第７条 何人も，社会のあらゆる分野において，性別を理由とする差別的取扱

い，セクシュアル・ハラスメントおよびドメスティック・バイオレンスを行

ってはならない。 

 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本的施策 

(基本計画) 

第８条 市長は，男女共同参画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進

するための基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定しなければなら

ない。 

２ 市長は，基本計画を策定するに当たっては，あらかじめ，市民および事業

者の意見を反映することができるように必要な措置を講じなければならない。 

３ 市長は，基本計画を策定するに当たっては，あらかじめ，函館市男女共同

参画審議会の意見を聴かなければならない。 

４ 市長は，基本計画を策定したときは，遅滞なく，これを公表しなければな

らない。 
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５ 前３項の規定は，基本計画の変更について準用する。 

(施策の策定に当たっての配慮) 

第９条 市は，男女共同参画に影響を及ぼすと認められる施策を策定し，およ

び実施するに当たっては，男女共同参画の推進に配慮しなければならない。 

(附属機関等における男女共同参画の推進) 

第 10 条 市は，附属機関その他の諮問機関の委員の委嘱を行う場合には，男

女の均衡を図るよう努めるものとする。 

(情報の提供等) 

第 11 条 市は，男女共同参画の推進について，市民および事業者の理解を深

めるため，社会のあらゆる分野において，情報の提供，広報，啓発活動その

他の適切な措置を講じなければならない。 

(調査研究) 

第 12 条 市は，男女共同参画の推進に関する施策の策定に必要な調査研究の

推進に努めるものとする。 

(実施状況等の公表) 

第 13 条 市長は，毎年，男女共同参画の推進状況および男女共同参画の推進

に関する施策の実施状況等について，公表するものとする。 

(教育の推進) 

第 14 条 市は，市民への基本理念の普及を図り，男女共同参画についての理

解を深めるため，男女共同参画に関する教育の推進その他の必要な措置を講

ずるよう努めるものとする。 

２ 市民は，生徒，児童および幼児(以下「生徒等」という。)に対し，基本理

念の普及を図り，男女共同参画についての理解を深めるため，家庭および地

域において，男女共同参画の推進に関する教育を行うよう努めなければなら

ない。 

３ 学校または保育所を設置し，または管理する者は，生徒等の発達段階に応

じた男女共同参画に関する教育の推進に努めなければならない。 

４ 市は，前２項の規定による男女共同参画に関する教育の推進を支援するた

め，情報の提供，助言その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならな

い。 

 

第３章 男女共同参画苦情処理委員 

(設置) 

第 15 条 市長は，市民または事業者からの男女共同参画に関する申出につい

て，次に掲げる事務を行わせるため，函館市男女共同参画苦情処理委員(以

下「苦情処理委員」という。)を置くものとする。 
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(1) 男女共同参画に係る市の施策についての苦情(相談を含む。以下同じ。)

に関する申出に対し，助言をすること。 

(2) 男女共同参画を阻害すると認められるものに関する申出に対し，助言を

すること。 

(3) 第１号の申出に係る市の施策について，関係する市の機関に対し，資料

の提出および説明を求め，ならびに意見を述べること。 

(苦情等の申出等) 

第 16 条 市民または事業者は，男女共同参画に係る市の施策についての苦情

または男女共同参画を阻害すると認められるもの(規則で定める事項を除

く。)に関し，苦情処理委員に申し出ることができる。 

２ 苦情処理委員は，前項の規定による苦情の申出があった場合は，関係する

市の機関に照会し，または当該機関と連携を図りながら，適切かつ迅速な処

理に努めるものとする。 

３ 苦情処理委員は，苦情等の処理状況について，市長に報告するものとする。 

(苦情処理委員の責務) 

第 17 条 苦情処理委員は，公正かつ適切にその職務を遂行しなければならな

い。 

２ 苦情処理委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退

いた後も同様とする。 

３ 苦情処理委員は，苦情等の処理に当たっては，個人情報の保護について最

大限の配慮をしなければならない。 

(規則への委任) 

第 18 条 この章に定めるもののほか，苦情処理委員に関し必要な事項は，規

則で定める。 

 

第４章 男女共同参画審議会 

(設置) 

第 19 条 男女共同参画の推進について，市長の諮問に応じ，調査審議するた

め，函館市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 

(所掌事務) 

第 20 条 審議会は，次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 基本計画に関する事項 

(2) 男女共同参画の推進に関する施策の実施状況 

(3) その他男女共同参画の推進に関する事項 

２ 審議会は，前項に規定する事項に関し，市長に意見を述べることができる。 

(組織) 
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第 21 条 審議会は，委員 12 人以内をもって組織する。 

２ 男女いずれか一方の委員の数は，委員の総数の 10 分の４未満であっては

ならない。 

(委員) 

第 22 条 委員は，次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(1) 学識経験のある者 

(2) 男女共同参画に関係する団体からの推薦による者 

(3) 事業者を代表する者 

(4) 関係行政機関の職員 

(5) 公募による者 

２ 委員の任期は，２年とする。ただし，委員が欠けた場合における補欠の委

員の任期は，前任者の残任期間とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

(規則への委任) 

第 23 条 この章に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，規則

で定める。 

 

第５章 雑則 

(規則への委任) 

第 24 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

附 則 

１ この条例は，平成 17 年４月１日から施行する。ただし，第３章および第

４章ならびに附則第３項の規定は，平成 17 年 10 月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に策定されている「はこだてプラン 21」は，第８条

の規定による手続を経て策定された基本計画とみなす。 

３ 特別職の職員の給与等に関する条例(昭和 40 年函館市条例第 22 号)の一部

を次のように改正する。 

(次のよう略)  
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函館市男女共同参画推進条例施行規則 

平成 17 年３月 29 日規則第 22 号 

 

(趣旨) 

第１条 この規則は，函館市男女共同参画推進条例(平成 17 年函館市条例第 15

号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

(苦情処理委員) 

第２条 条例第 15 条の函館市男女共同参画苦情処理委員(以下「苦情処理委員」

という。)の定数は，３人とする。 

２ 苦情処理委員は，人格が高潔で，男女共同参画に関し優れた識見を有する

者のうちから，市長が委嘱する。 

３ 苦情処理委員の任期は，２年とする。 

４ 苦情処理委員は，再任されることができる。 

５ 市長は，苦情処理委員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認める

とき，または苦情処理委員に職務上の義務違反その他苦情処理委員たるにふ

さわしくない非行があると認めるときは，その苦情処理委員を解嘱すること

ができる。 

(除外事項) 

第３条 条例第16条第１項の規則で定める事項は，次に掲げるとおりとする。 

(1) 裁判所において係争中の事項または既に裁判所において判決等のあった

事項 

(2) 現に行政不服審査法(平成 26 年法律第 68 号)による不服申立てを行って

いる事項または不服申立てに対する裁決もしくは決定を経て確定している

事項 

(3) 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

(昭和 47 年法律第 113 号)第 13 条第１項の規定による援助を求め，または

同法第 14 条第１項の調停の申請を行っている事項 

(4) 条例により苦情の処理が終了している事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか，苦情処理委員が事務を行うことが適当でな

いと認める事項 

(苦情等の申出の手続) 

第４条 条例第 16 条第１項の規定による申出(以下「申出」という。)は，別

記第１号様式の申出書によりしなければならない。ただし，苦情処理委員が

当該申出書によることができない特別の理由があると認めるときは，口頭に

よりすることができる。 

(申出期間) 
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第５条 申出をすることができる期間は，当該申出に係る事実のあった日の翌

日から起算して１年以内とする。ただし，苦情処理委員がこの期間内に申出

をすることができなかったやむを得ない理由があると認めるときは，この限

りでない。 

(調査の方法) 

第６条 苦情処理委員は，申出の調査のため必要があると認めるときは，関係

する市の機関に対し説明を求め，その保有する帳簿書類その他の記録を閲覧

し，もしくはその提出を求め，または実地に調査することができる。 

２ 苦情処理委員は，申出が男女共同参画を阻害すると認められるものに関す

るものである場合において，調査のため必要があると認めるときは，関係者

に対し，質問し，もしくは事情を聴取し，または実地に調査することについ

て協力を求めることができる。 

(調査に係る通知) 

第７条 苦情処理委員は，申出について調査をしようとするときは，別記第２

号様式の通知書により，関係する市の機関または関係者にその旨を通知しな

ければならない。 

２ 苦情処理委員は，申出がその要件に適合しないと認めるときは，別記第３

号様式の通知書により，その旨を理由を付して当該申出をした者(以下「申

出人」という。)に通知しなければならない。 

３ 苦情処理委員は，申出についての調査を開始した後において，申出がその

要件に適合しなくなったこと等により当該調査を中止したときは，別記第４

号様式の通知書により，その旨を理由を付して申出人および関係する市の機

関または関係者に通知しなければならない。 

(審査) 

第８条 苦情処理委員は，申出が市の施策についての苦情に関するものである

場合には，申出の調査の結果に基づき，当該申出の内容の当否について審査

しなければならない。 

(意見等) 

第９条 苦情処理委員は，申出が市の施策についての苦情に関するものである

場合において，前条の審査の結果，申出に理由があると認めるときは，別記

第５号様式の意見書により，関係する市の機関に対し，改善の措置を講ずる

よう意見を述べなければならない。 

 

２ 苦情処理委員は，申出が男女共同参画を阻害すると認められるものに関す

るものである場合において，必要があると認めるときは，申出に対し助言す

るとともに，別記第６号様式の要望書により，関係者に対し，改善を要望す
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ることができる。改善を要望した場合においては，別記第７号様式の通知書

により，その内容を速やかに申出人に通知しなければならない。 

３ 市の機関は，第１項の規定により苦情処理委員から意見があった場合にお

いて，改善の措置を講ずるときは別記第８号様式の報告書により当該措置の

内容を，改善の措置を講ずることができないときは別記第９号様式の報告書

によりその理由を，それぞれ苦情処理委員に報告しなければならない。この

場合において，苦情処理委員は，別記第 10 号様式の通知書により，報告の

内容を速やかに申出人に通知しなければならない。 

４ 前項の報告は，意見があった日の翌日から起算して 60 日以内にしなけれ

ばならない。 

５ 苦情処理委員は，前条の審査の結果，申出に理由がないと認めるときは，

別記第 11 号様式の通知書により，申出人および関係する市の機関に通知し

なければならない。 

(意見の尊重) 

第 10 条 市の機関は，苦情処理委員から意見があったときは，当該意見を尊

重し，誠実かつ適切に対応しなければならない。 

(処理状況の報告) 

第 11 条 条例第 16 条第３項の規定による報告は，毎年１回，報告書を市長に

提出することによりするものとする。 

(審議会) 

第 12 条 条例第 19 条の函館市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。)

に会長および副会長各１人を置く。 

２ 会長および副会長は，委員の互選により定める。 

３ 会長は，審議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職務を代理する。 

５ 審議会の会議は，会長が招集する。 

６ 会長は，審議会の会議の議長となる。 

７ 審議会の会議は，委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

８ 会議の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，

議長の決するところによる。 

９ 審議会は，必要があると認めるときは，審議会の会議に委員以外の者の出

席を求め，その意見または説明を聴くことができる。 

10 前各項に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要な事項は，会長が審

議会に諮って定める。 

(庶務) 

第 13 条 苦情処理委員および審議会の庶務は，市民部において処理する。 
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(補則) 

第 14 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

この規則は，平成 17 年４月１日から施行する。ただし，苦情処理委員およ

び審議会に係る規定は，平成 17 年 10 月１日から施行する。 

附 則(平成 28 年３月 31 日規則第 49 号) 

この規則は，平成 28 年４月１日から施行する。 

（別記様式は省略） 

 

  



 

204 
 

函館市パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，性の多様性への理解が進むことにより，市民一人一人が

かけがえのない個人として尊重され，人生のパートナーや大切な人と安心し

て暮らせるまちの実現のため，パートナーシップの宣誓の取扱いについて，

必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め

るところによる。 

(1) 性的少数者 性的指向（恋愛感情または性的感情の対象となる性別につ

いての指向をいう。）が異性愛のみではない者，または性自認（自己の性

別についての認識をいう。）が戸籍上の性別と異なる者をいう。 

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとして，相互に責任を持っ

て協力し合うことにより共同生活を行うことを約束した，一方または双方

が性的少数者である二者の関係をいう。 

(3) 宣誓 パートナーシップにある者同士が，市長に対し，双方が互いのパ

ートナーであることを誓うことをいう。 

（宣誓の要件） 

第３条 宣誓をすることができる者は，次のいずれにも該当する者とする。 

(1) 民法（明治 29 年法律第 89 号）第４条に規定する成年に達していること。 

(2) 宣誓をしようとする者の少なくともいずれか一方が市内に住所を有する

者または宣誓の日から３か月以内に市内へ転入を予定している者であるこ

と。 

(3) 配偶者（婚姻の届出はしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にあ

る者を含む。）がいないこと。 

(4) 共に宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。 

(5) 共に宣誓しようとする者以外の者とパートナーシップの宣誓（本市以外

の地方公共団体が実施するパートナーシップ制度の利用を含む。）を行っ

ていないこと。 

(6）共に宣誓しようとする者が民法第７３４条から第７３６条までに規定す

る婚姻をすることができないとされている者でないこと。ただし，宣誓を

しようとしている者同士が養子縁組をしている場合を除く。 

（宣誓の方法） 

第４条 宣誓は，宣誓をしようとする者双方が必要事項を自ら記入したパート

ナーシップ宣誓書（第１号様式。以下「宣誓書」という。）に次に掲げる書

類を添えて市長に提出して行うものとする。 
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(1) 住民票の写しその他の現住所を証する書類（宣誓日前３か月以内に交付

されたものに限る。以下「住民票の写し等」という。） 

(2) 宣誓しようとしている者のいずれかが市内への転入を予定していること

を疎明するに足りる資料（宣誓しようとしている者の双方が市内に住所を

有していない場合に限る。） 

(3) 戸籍抄本その他の配偶者がいないことを証する書類（宣誓日前３か月以

内に交付されたものに限る。） 

(4) 前各号に掲げる書類のほか市長が必要と認める書類 

２ 市長は，宣誓をしようとする者が，本人であることを確認するため次に掲

げるいずれかの書類の提示を求めるものとする。 

(1) マイナンバーカード（個人番号カード） 

(2) 旅券 

(3) 運転免許証 

(4) 前３号に掲げるもののほか，官公署が発行した免許証，許可証または登

録証明書であって，本人の顔写真が貼付されたもの 

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が認める書類 

３ 市長は，宣誓をしようとする者が，病気，障害等により自ら宣誓書に必要

事項を記入することができないと認めるときは，宣誓をしようとする者以外

の者に代筆させることができる。 

４ 宣誓をしようとする者は，宣誓日時等について，あらかじめ市長と調整す

るものとする。 

（宣誓書受領証等の交付） 

第５条 市長は，前条の規定により宣誓をした者（以下「宣誓者」という。）

が第３条に規定する要件を満たしていると認めるときは，宣誓者に対し，パ

ートナーシップ宣誓書受領証（第２号様式）およびパートナーシップ宣誓書

受領証カード（第３号様式）（以下「受領証等」という。）ならびに宣誓書

の写しを交付する。 

２ 前項の規定にかかわらず，宣誓者の双方が市内に住所を有していない場合

であって，少なくともいずれか一方が宣誓の日から３か月以内に市内に転入

を予定しているときは，市長は，受領証等に代えてパートナーシップ宣誓制

度転入予定者受付票（第４号様式。以下「転入予定者受付票」という。）を

宣誓者に交付する。 

３ 前項の規定により転入予定者受付票の交付を受けた者のうちいずれかが市

内に転入した場合においては，転入の日から１４日以内に，住民票の写し等，

転入したことを証する書類を添えて市長に申し出るものとする。この場合に
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おいて，宣誓者のいずれかが市内に住所を有することが確認できたときは，

市長は，転入予定者受付票を返還させ，受領証等を交付する。 

（通称の使用） 

第６条 宣誓をしようとする者は，市長が特に理由があると認めるときは，宣

誓において，通称の氏名（戸籍上の氏名以外の呼称で戸籍上の氏名に代わる

ものとして社会生活上通用しているものをいう。以下「通称名」という。）

を使用することができる。 

２ 宣誓をしようとする者は，前項の規定により通称名の使用を希望する場合

は，第４条第１項に掲げる書類のほか，通称名を日常的に使用していること

が確認できる書類を提出するものとする。 

（子に関する記載） 

第７条 宣誓者の一方または双方と同居し，かつ，生計を一にする未成年の子

ども（実子または養子をいう。以下「子」という。）がいる場合であって，

当該宣誓者が受領証等に当該子の記載を希望するときは，子に関する届（第

５号様式）に，戸籍抄本その他の宣誓者と当該子との関係を確認できる書類

ならびに住民票の写しその他の当該子の年齢および同居の事実が確認できる

書類を添えて市長に提出するものとする。 

２ 第４条第２項の規定は，前項の規定による子に関する届の提出についても

準用する。 

（受領証等の再交付） 

第８条 第５条第１項の規定により受領証等の交付を受けた者（以下「受領者」

という。）は，当該受領証等の紛失等により再交付を受けたいときは，パー

トナーシップ宣誓書受領証等再交付申請書（第６号様式）により市長に再交

付を申請することができる。 

２ 第４条第２項の規定は，前項の規定による再交付の申請について準用する。 

３ 市長は，第１項の規定により申請があった場合において適当と認めるとき

は，交付済みの受領証等と引換えに受領証等を再交付する。ただし，受領証

等の紛失その他やむを得ない理由があるときは，当該受領証等の提出を要し

ない。 

（受領証等の変更） 

第９条 受領者は，宣誓書に記載した内容および受領証等の記載事項に変更が

生じたときは，次条第１項各号のいずれかに該当する場合を除き，パートナ

ーシップ宣誓書受領証等変更届（第７号様式）に受領証等および次に掲げる

書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし，受領証等の紛失その

他やむを得ない理由があるときは，当該受領証等の提出を要しない。 
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(1) 戸籍上の改姓または改名の場合にあっては，戸籍抄本その他戸籍上の氏

名を証する書類（届出日前３か月以内に交付されたものに限る。） 

(2) 住所の変更の場合にあっては，住民票の写しその他現住所を証する書類

（届出日前３か月以内に交付されたものに限る。） 

(3) 前号に掲げるもののほか，市長が必要があると認める書類 

２ 第４条第２項の規定は，前項の規定による変更届の提出について準用する。 

３ 市長は，第１項の規定により変更届の提出があったときは，その内容を確

認し，変更後の内容を記載した受領証等を交付する。 

（宣誓書受領証等の返還等） 

第 10 条 受領者は，次のいずれかに該当する場合は，速やかに受領証等を市

長に返還しなければならない。 

(1) パートナーシップを解消したとき。 

(2) 受領者の一方が死亡したとき。 

(3) 受領者の双方がともに市内に住所を有しなくなったとき（受領者が第 12

条第１項の規定によりパートナーシップ宣誓書受領証等継続使用届（第９

号様式）を市長に提出した場合を除く。）。 

(4) 第３条第３号から第６号までのいずれかに該当しなくなったとき。 

２ 前項の規定による受領証等の返還は，パートナーシップ宣誓書受領証等返

還届（第８号様式）に受領証等を添えて市長に提出しなければならない。た

だし，受領証の紛失その他やむを得ない事情があるときは，当該受領証等の

返還を要しない。 

３ 第４条第２項の規定は，前項の規定による返還届の提出について準用する。 

４ 市長は，第１項第１号に該当する場合で，受領者のいずれか一方により第

２項の規定による返還届の提出があったときは，返還届を受理した後，遅滞

なく，もう一方の受領者に対し，当該届出を受理したことを通知するものと

する。 

（宣誓の無効） 

第 11 条 宣誓は，次に掲げる場合には無効とする。 

(1) 宣誓者がパートナーシップを形成する意思を有しないとき。 

(2) 宣誓者が宣誓をした時点において第３条各号のいずれかに該当していな

かったことが判明したとき。 

(3) 第５条第２項の規定により転入予定者受付票の交付を受けた場合にあっ

ては，宣誓者の双方が，宣誓の日から３か月以内に転入しなかったとき。 

２ 市長は，前項の規定により宣誓が無効となった場合は，前条の規定により

宣誓者に交付した受領証等または転入予定者受付票の返還を求めるものとす

る。ただし，返還を求めることができないときは，この限りでない。 
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（地方公共団体間での連携） 

第 12 条 受領者が，本市と協定を締結している地方公共団体（以下「連携団体」

という。）へ転出する場合であって，パートナーシップ宣誓書受領証等継続

使用届（第９号様式）を提出したときは，当該地方公共団体においても本市

が交付した受領証等を継続して使用することができる。 

２ 前項の規定により継続して使用している受領証等の再交付については，第

８条の規定を準用する。 

３ 第１項の規定により継続して使用している受領証等の返還については，第

10 条の規定を準用する。 

４ 連携団体が発行するパートナーシップに係る証明書等（以下「他団体証明

書」という。）の交付を受けた者が本市に転入するときは，本市においても

当該他団体証明書を継続して使用することができる。 

５ 他団体証明書の交付を受けた者が本市に転入するときは，第８条第１項の

規定の例により本市の受領証等の交付を申請することができる。この場合に

おいて，当該者に受領証等を交付したときは，市長は，当該他団体証明書を

発行した連携団体にその旨を通知するものとする。 

（委任） 

第 13 条 この要綱に定めるもののほか，パートナーシップの宣誓の取扱いに関

し必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附則 

１ この要綱は，令和４年４月１日から施行する。 

２ パートナーシップの宣誓に係る日時等の調整その他パートナーシップの宣

誓をするために必要な行為については，この要綱の施行前においても行う

ことができる。 

附則 

この要綱は，令和５年４月１日から施行する。 
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函館市女性センター条例 

平成 12 年 12 月 20 日条例第 70 号 

 

函館市働く婦人の家条例（昭和 47 年函館市条例第 40 号）の全部を改正する。 

 

（設置） 

第１条 女性の福祉の増進と教養の向上を図り，および男女共同参画社会の形

成の促進に寄与するため，市に女性センターを設置する。 

（名称および位置） 

第２条 名称および位置は，次のとおりとする。 

名称 函館市女性センター 

位置 函館市東川町 11 番 12 号 

（開館時間および休館日） 

第２条の２ 函館市女性センター（以下「センター」という。）の開館時間お

よび休館日は，規則で定める。 

（事業） 

第３条 センターは，次に掲げる事業を行う。 

(1) 職業生活および家庭生活に関する相談，講習，実習等に関すること。 

(2) 男女共同参画社会の形成の促進に関する学習機会の提供に関すること。 

(3) グループ活動またはクラブ活動の育成および指導助言に関すること。 

(4) 余暇の活用に必要な施設および設備の提供に関すること。 

(5) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業 

（使用者の範囲） 

第４条 センターを使用することができるものは，次に掲げるものとする。 

(1) 市の区域内に住所を有し，または市の区域内に存する事務所もしくは事

業所に勤務する女性 

(2) 前号に規定する者で構成する団体 

(3) 市の区域内において男女共同参画社会の形成の推進に関する活動を行う

団体 

２ 市長は，前項の規定にかかわらず，前条の事業の実施に支障がないと認め

るときは，同項に規定するもの以外のものに使用させることができる。 

（使用の許可） 

第５条 センターを使用しようとするものは，あらかじめ市長の許可を受けな

ければならない。 

２ 市長は，前項の許可をする場合において，センターの管理上必要があると

認めるときは，条件を付すことができる。 
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（使用の不許可） 

第６条 市長は，次の各号の一に該当するときは，センターの使用を許可しな

い。 

(1) 秩序もしくは風紀を乱し，または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認

められるとき｡ 

(2) 建物,附属設備等を損傷し，汚損し，または滅失するおそれがあると認

められるとき｡ 

(3) その他センターの管理上支障があると認められるとき｡ 

（目的以外の使用等の禁止） 

第７条 第５条第１項の許可を受けたもの（以下「使用者」という。）は，セ

ンターを許可を受けた目的以外に使用し，他人に転貸し，またはその使用す

る権利を譲渡してはならない。 

（使用料） 

第８条 第４条第１項各号に規定するものがセンターを使用する場合の使用料

は，無料とする。 

２ 第４条第２項に規定するものがセンターを使用する場合は，別表に定める

使用料を前納しなければならない。ただし，市長が特に認めるときは，後納

することができる。 

３ 市長は，公益上その他特に必要があると認めるときは，前項の使用料を減

免することができる。 

（使用料の不還付） 

第９条 既納の使用料は，還付しない。ただし，市長は，特別の理由があると

認めるときは，その全部または一部を還付することができる。 

（使用の許可の取消し等） 

第 10 条 市長は，使用者が次の各号の一に該当するときは，使用の許可を取

り消し，または使用を停止し，もしくは使用の条件を変更することができる。

この場合において，使用者に損害が生じても市は，その賠償の責めを負わな

い。 

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき｡ 

(2) 使用の許可の条件に違反したとき｡ 

(3) 第６条各号の一に該当する理由が生じたとき｡ 

(4) 使用の許可の申請に偽りがあったとき。 

（原状回復等） 

第 11 条 使用者は，センターの使用を終了したとき，または前条の規定によ

り使用の許可を取り消され，もしくは使用を停止されたときは，直ちにその

使用場所を原状に回復して返還しなければならない。 



 

211 
 

２ 使用者が前項の義務を履行しないときは，市長は，使用者に代わってこれ

を執行し，その費用を使用者から徴収する。 

（損害賠償の義務） 

第 12 条 使用者は，センターの使用により，建物，附属設備等を損傷し，汚

損し，または滅失したときは，市長の定めるところにより，その損害を賠償

しなければならない。 

（入館の制限） 

第 13条 市長は，センターに入館しようとする者または入館した者が第6条各

号の一に該当するときは，入館を拒否し，または退館させることができる。 

（指定管理者による管理） 

第 14条 センターの管理は，地方自治法（昭和22年法律第67号）第 244条の

２第３項の規定により指定管理者（同項に規定する指定管理者をいう。以下

同じ。）に行わせるものとする。 

２ 指定管理者が行う業務は，次のとおりとする。 

(1) 第３条の事業の実施に関すること。 

(2) センターの使用の許可および制限に関すること。 

(3) センターの維持管理に関すること。 

(4) その他市長が定める業務 

３ 指定管理者に前項の業務を行わせる場合における第４条第２項，第５条，

第６条，第 10 条および前条の規定の適用については，これらの規定中「市

長」とあるのは，「指定管理者」とする。 

（規則への委任） 

第 15 条 この条例の施行に関し必要な事項は，規則で定める。 

 

附 則 

１ この条例は，平成 13 年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に改正前の函館市働く婦人の家条例（以下「改正前

の条例」という。）第５条の規定により許可を受けている者は，改正後の函

館市女性センター条例（以下「改正後の条例」という。）第５条第１項の規

定により許可を受けた者とみなす。 

３ この条例の施行の際現に改正前の条例第 12 条第３項の規定により函館市

働く婦人の家運営協議会の委員に委嘱されている者は，この条例の施行の際

に改正後の条例第１４条第４項の協議会の委員に委嘱された者とみなし，そ

の任期は，同条第５項の規定にかかわらず，函館市働く婦人の家運営協議会

の委員としての残任期間とする。 
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４ 特別職の職員の給与等に関する条例（昭和 40 年函館市条例第 22 号）の一

部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

５ 重要な公の施設の措置に関する条例（昭和 39 年函館市条例第８号）の一

部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成 17 年９月 29 日条例第 54 号） 

この条例は，平成 18 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年７月 19 日条例第 38 号）抄 

１ この条例は，平成 19 年８月１日から施行する。 

２ 特別職の職員の給与等に関する条例（昭和 40 年函館市条例第 22 号）の一

部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

（別表（第８条関係）略） 
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函館市女性センター条例施行規則 

平成 13 年３月 29 日規則第 21 号 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，函館市女性センター条例（平成 12 年函館市条例第 70 号。

以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（開館時間および休館日） 

第２条 函館市女性センター（以下「センター」という。）の開館時間は，午

前９時から午後９時までとする。ただし，市長が必要と認めるときは，変更

することができる。 

２ センターの休館日は，次のとおりとする。ただし，市長が必要と認めると

きは，臨時に休館し，または休館日において臨時に開館することができる。 

(1) 日曜日 

(2) 国民の祝日に関する法律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する休日 

(3) １月２日，１月３日および 12 月 29 日から 12 月 31 日までの日 

第３条 削除 

（使用許可の申請） 

第４条 条例第５条第１項の許可を受けようとするものは，別記第１号様式の

申請書により市長に申請しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は，センターを使用しようとする日の属する月の前

月の初日から当該使用しようとする日の前日までにしなければならない。た

だし，市長が特に認めるときは，この限りでない。 

（使用の許可等） 

第５条 市長は，前条第１項の規定による申請があった場合において，使用を

許可したときは，別記第２号様式の許可書を当該申請をしたものに交付し，

使用を許可しないときは，別記第３号様式の通知書により当該申請をしたも

のに通知するものとする。 

（許可書の提示） 

第６条 使用者は，前条の許可書をセンターを使用する際常に携帯し，センタ

ーの係員からの求めに応じ，これを提示しなければならない。 

（使用料の後納） 

第７条 条例第８条第２項ただし書の市長が特に認めるときは，国，地方公共

団体その他これらに準ずる者に使用させるときとする。 

２ 前項の者は，使用料を後納しようとするときは，別記第４号様式の申請書

により市長に申請しなければならない。 
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３ 市長は，前項の規定による申請があったときは，後納の可否を決定し，そ

の旨を当該申請をした者に通知するものとする。 

（使用料の減免） 

第８条 条例第８条第３項の規定により使用料の減免を受けようとするものは，

別記第５号様式の申請書により市長に申請しなければならない。 

２ 市長は，前項の規定による申請があったときは，減免の可否を決定し，別

記第６号様式の通知書により当該申請をしたものに通知するものとする。 

（使用料の還付） 

第９条 条例第９条ただし書の市長が特別の理由があると認める場合は，次に

掲げる場合とする。 

(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できな

くなった場合 

(2) その他特別な理由により市長が還付する必要があると認める場合 

（使用者の遵守事項） 

第 10 条 使用者は，次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。 

(2) センターおよびその敷地内で喫煙しないこと。 

(3) 附属設備等を適切に取り扱い，許可を受けたもの以外のものを使用し，

または移動しないこと。 

(4) センターおよびその敷地内で，許可なく看板，ポスター等の掲示等をし

ないこと。 

(5) 他の使用者の迷惑になるような行為をしないこと。 

(6) 許可された時間内で準備および後始末をすること。 

(7) その他センターの係員の指示に従うこと。 

（損傷等の届出） 

第 11 条 使用者は，センターの建物，附属設備等を損傷し，汚損し，または

滅失したときは，直ちに別記第７号様式の届出書により市長に届け出なけれ

ばならない。 

（使用後の点検） 

第 12 条 使用者は，センターの使用を終えたときは，直ちにセンターの係員

にその旨を申し出て，点検を受けなければならない。 

（指定管理者に管理を行わせる場合の読替え） 

第 13 条 指定管理者に条例第 14 条第２項の業務を行わせる場合における第４

条，第５条および第11条の規定の適用については，これらの規定中「市長」

とあるのは「指定管理者」と，第４条第１項中「別記第１号様式の」とある

のは「別記第１号様式に準じて指定管理者が定める」と，第５条中「別記第
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２号様式の」とあるのは「別記第２号様式に準じて指定管理者が定める」と，

「別記第３号様式の」とあるのは「別記第３号様式に準じて指定管理者が定

める」と，第 11 条中「別記第７号様式の」とあるのは「別記第７号様式に

準じて指定管理者が定める」とする。 

（補則） 

第 14 条 この規則に定めるもののほか必要な事項は，別に定める。 

 

附 則 

１ この規則は，平成 13 年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の際現に函館市働く婦人の家条例施行規則（昭和 50 年函

館市教育委員会規則第 15 号）の規定により提出されている申請書および交

付されている許可書は，第４条の規定により提出された申請書および第５条

の規定により交付された許可書とみなす。 

附 則（平成 17 年３月 28 日規則第 14 号） 

この規則は，平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 17 年 12 月 28 日規則第 111 号） 

この規則は，平成 18 年４月１日から施行する。ただし，第 11 条の改正規定

は，公布の日から施行する。 

附 則（平成 19 年７月 24 日規則第 56 号） 

この規則は，平成 19 年８月１日から施行する。 

附 則（平成 25 年３月 13 日規則第５号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

附 則（平成 28 年３月 31 日規則第 49 号） 

この規則は，平成 28 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 30 年３月 20 日規則第 24 号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

（別記様式は略） 

 


